
　　　　　　

摂津市議会

建設常任委員会記録

平成２２年３月１１日

摂 津 市 議 会



目 　 　 　 次

建設常任委員会

３月１１日

会議日時、場所、出席委員、説明のため出席した者、出席した議会事務局

職員、審査案件 1

開会の宣告 2

市長あいさつ

委員会記録署名委員の指名 2

議案第１号所管分及び議案第１０号所管分の審査 2

補足説明（土木下水道部長、都市整備部長）

質疑（藤浦雅彦委員、原田平委員、木村勝彦委員、野原修委員）

散会の宣告 70



建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年３月１１日（木）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　４時４１分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 山本靖一  副委員長 野原　修  委　　員 藤浦雅彦

委　　員 木村勝彦  委　　員 原田　平 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

都市整備部長　中谷久夫 同部次長　長野俊郎 同部参事　小山和重

同部参事兼建築指導課長　大田博和　まちづくり支援課長　土井正治

同課参事　浅田直廣 都市計画課長　新留清志 同課参事　長江雅彦

建築住宅課長　林　弘一 同課参事　野口嘉彦

土木下水道部長　宮川茂行 同部次長　藤井義己

同部参事兼公園みどり課長　渡辺勝彦　　同部参事兼交通対策課長　大砂　渉

道路課長　堀　和夫 同課参事　山本博毅 下水道業務課長　石川裕司

下水道管理課長　山口　繁 同課参事　渡場修一 同課参事　川上昭人

下水道整備課長　西村克己

水道部長　中岡健二

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局主査　湯原正治

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成２２年度摂津市一般会計予算所管分
議案第１０号　平成２１年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分
議案第３５号　摂津市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定の件
議案第２０号　摂津市立自転車駐車場指定管理者指定の件
議案第３２号　摂津市立自転車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件
議案第　６号　平成２２年度摂津市公共下水道事業特別会計予算
議案第１３号　平成２１年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）
議案第　２号　平成２２年度摂津市水道事業会計予算
議案第１１号　平成２１年度摂津市水道事業会計補正予算（第３号）

－1－



（午前１０時　開会）

○山本靖一委員長　おはようございます。

　ただいまから建設常任委員会を開会し

ます。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　委員の皆さんには年度末、何かとお忙

しいところ、本日は建設常任委員会をお

持ちいただきまして、大変ご苦労さまで

ございます。

　本日の案件は、平成２２年度摂津市一

般会計予算所管分のほか８件について、

ご審査をいただくわけでございますが、

何とぞ慎重審査の上、ご可決を賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。

　一たん退席いたしますが、どうぞよろ

しくお願いいたします。

○山本靖一委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、野原委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しております案のとおり行うことに

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第１０号所

管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　宮川土木下水道部長。

○宮川土木下水道部長　おはようござい

ます。ご審査のほどよろしくお願い申し

上げます。

　それでは、議案第１号、平成２２年度

摂津市一般会計予算のうち、土木下水道

部に係る部分につきまして、目を追って

主なものについて、補足説明をさせてい

ただきます。

　まず、歳入でございますが、３０ペー

ジをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目３、衛生使用料では、節３、ク

リーンセンター使用料は（仮称）吹田貨

物ターミナル駅の建設工事用車両がクリー

ンセンター敷地内を通行することに伴い、

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支

援機構から徴収する使用料と関西電力の

電柱などの占用料でございます。

　３２ページ、目４、農林水産業使用料

では、節１、水路使用料は大阪ガスなど

の法定外水路占用料でございます。目５、

土木使用料では、節１、道路使用料は道

路占用料でございます。節３、公園使用

料は関西電力の電柱などの公園占用料で

ございます。節４、駐車場使用料は自動

車及び自転車駐車場の使用料と駐車場用

地使用料でございます。

　３４ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料では、節１、総務手数料のうち

下から２行目、諸証明手数料は道路幅員

証明手数料でございます。目２、衛生手

数料では、節５、し尿処理手数料は、し

尿処理及び浄化槽汚泥の処分に係る手数

料などでございます。目３、農林水産業

手数料では、節２、明示手数料は、水路

敷地境界明示手数料でございます。節３、

筆界確認手数料は、水路敷地筆界確認書

手数料でございます。目４、土木手数料

では、節１、明示手数料のうち、上から

１行目の道路敷地境界等明示手数料と下

から１行目の自転車・自動車駐車場明示

手数料でございます。

　３８ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目３、土木費国庫補助
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金では、節２、地籍調査費補助金は都市

再生地籍調査（官民先行型）委託補助金

でございます。

　４６ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目６、土木費府補助金では、

節１、都市計画費補助金のうち、下から

１行目の府自然環境保全条例事務取扱交

付金は、事務処理に関する経費の交付金

でございます。節２、地籍調査費補助金

は、都市再生地籍調査（官民先行型）委

託補助金でございます。

　４８ページ、項３、委託金、目３、土

木費委託金では、節１、土木管理費委託

金は河川環境整備工事委託金と鶴野橋外

ポンプ管理委託金と自転車等移動保管業

務委託金でございます。

　５０ページ、款１６、財産収入、項１、

財産運用収入、目１、財産貸付収入、節

１、土地建物貸付収入のうち、下から１

行目、交通対策課分で摂津交通安全自動

車協会への土地貸付収入でございます。

　５８ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入では、節１、雑収入の

うち、上から２２行目、路上放棄車処理

協力金と、その下、自転車等移動保管料

と自転車等鉄屑処分金、その下、踏荒し

整地料でございます。

　続きまして、歳出でございますが、１

２４ページをお開き願います。

　款４、衛生費、項２、清掃費、目１、

清掃総務費では、その主なものとしまし

て、節７、賃金は、し尿収集事務に係る

下水道業務課の臨時職員の賃金でござい

ます。

　１２６ページ、目３、し尿処理費では、

その主なものとしまして、節７、賃金は、

クリーンセンターの臨時職員の賃金でご

ざいます。節１１、需用費は、クリーン

センターの消耗品費、光熱水費、修繕料

等でございます。

　１２６ページから１２８ページにかけ

て、節１３、委託料は、クリーンセンター

の管理と、し尿収集に係る委託料でござ

います。節１９、負担金、補助及び交付

金は、正雀終末処理施設の維持管理負担

金及び整備負担金でございます。節２２、

補償、補填及び賠償金は、し尿くみ取り

世帯数の減少に伴う、し尿収集業者への

補償金などでございます。

　１３２ページ、款５、農林水産業費、

項１、農業費、目４、農業水路費では、

農業水路の維持管理に係る経費で、その

主なものとしまして、節７、賃金は、地

元農業関係者によります水路しゅんせつ

等に係る賃金でございます。節１１、需

用費は、農業用施設の光熱水費と修繕料

等でございます。節１３、委託料は、河

原樋ポンプ場外１件の管理業務委託料と

緊急雇用創出基金事業補助金を受け、実

施いたします水路台帳システム構築委託

料でございます。節１５、工事請負費は、

農業水路に係る用水側溝改良工事でござ

います。節１９、負担金、補助及び交付

金は、水路整備事業等の実施に伴う融資

資金の償還金負担金及び神安土地改良区

負担金等でございます。

　１３８ページ、款７、土木費、項１、

土木管理費、目１、土木総務費では、そ

の主なものとしまして、節１３、委託料

は、土木施設の維持に係る作業業務委託

料等でございます。節２８、繰出金は、

公共下水道事業特別会計への繰出金でご

ざいます。目２、交通対策費では、その

主なものとしまして、節８、報償費は、

市民、バス事業者、行政で懇談会を設置

して、バス交通全体の機能分担の再編を

検討するための有識者及び委員等の謝礼

でございます。

　続いて、１４０ページにかけて、節１

１、需用費の修繕料は、道路反射鏡定期
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修繕事業費等でございます。節１３、委

託料は、駐車場管理委託料、放置自転車

等移動委託料、自転車利用者指導委託料

及び公共施設巡回バス運行管理業務委託

料、並びに運行ルートを延長し、バス停

留所の増設を図るための公共施設巡回バ

ス停留所新設委託料と、公共施設巡回バ

ス内に市行事のポスターなどを掲示する

公共施設巡回バス掲示板設置委託料など

でございます。節１５、工事請負費は、

道路反射鏡設置工事と交差点改良工事で

ございます。節１８、備品購入費は、コ

ミュニティプラザ内に設置されます市立

自転車駐車場事務所の庁用器具費でござ

います。節１９、負担金、補助及び交付

金は、その主なものとしまして、市内循

環バス運行補助金等でございます。

　続いて、１４２ページにかけて、項２、

道路橋りょう費、目１、道路橋りょう総

務費では、その主なものとしまして、節

１３、委託料は、駅前広場管理委託料、

モノレール駅前広場管理委託料、摂津市

駅駅前広場管理委託料と、都市再生地籍

調査業務委託料等でございます。目２、

道路維持費では、その主なものとしまし

て、道路管理に係る維持管理経費のほか、

節１３、委託料の市内環境維持業務委託

料などでございます。節１５、工事請負

費は、道路維持工事の事業費などでござ

います。節１９、負担金、補助及び交付

金は、建築基準法に基づいて中心後退部

分が発生します狭隘道路の整備などの助

成金でございます。目３、道路新設改良

費では、その主なものとしまして、節１

５、工事請負費は、道路に係る雑工事で

ございます。目４、交通安全対策費では、

その主なものとしまして、節１５、工事

請負費は、市道千里丘南千里丘線歩道拡

幅事業や歩道段差切り下げなどの交通安

全対策工事の事業費でございます。節２

２、補償、補填及び賠償金は、市道千里

丘三島線と正雀駅前３路線の移転補償費

でございます。

　１４４ページ、項３、水路費、目１、

排水路費では、その主なものとしまして、

節１１、需用費は、排水路施設の光熱水

費と修繕料などでございます。節１３、

委託料は、排水路やポンプ場などの維持

管理に係る委託料でございます。節１５、

工事請負費は、排水路に係る雑工事でご

ざいます。節１９、負担金、補助及び交

付金は、番田水門設置に伴い実施する内

水対策事業の建設負担金及び府営まちづ

くり整備事業として大阪府が実施いたし

ました番田水路の樋門改修等の事業償還

金負担金及び安威川左岸ポンプ場維持管

理負担金でございます。

　１４６ページ、項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費では、その主なもの

としまして、節１、報酬は、緑化推進嘱

託員の報酬でございます。節７、賃金は、

緑化推進員の賃金でございます。

　１４８ページから１５０ページにかけ

まして、目３、緑化推進費では、その主

なものとしまして、節１６、原材料費は、

花いっぱい活動助成を始め、市内花壇な

どの肥料、土、花の苗、樹木などの購入

費でございます。目４、公園管理費では、

その主なものとしまして、節１１、需用

費は、公園等の光熱水費と修繕料などで

ございます。節１３、委託料は、公園等

施設の機能維持を図るための公園管理委

託料と公園等砂場消毒清掃委託料と公園

遊具点検業務委託料、並びに公園台帳作

成委託料でございます。節１５、工事請

負費は、公園管理施設などの取替・改修

工事などでございます。目５、都市公園

事業費では、節１９、負担金、補助及び

交付金は、安威川ふれあいづつみ事業に

要しました神安土地改良区への償還金負
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担金でございます。

　１６０ページ、款８、消防費、項１、

消防費、目３、水防費では、その主なも

のとしまして、節１６、原材料費は水防

資材の購入費でございます。節１９、負

担金、補助及び交付金では、その主なも

のとしまして、淀川右岸水防事務組合に

対する負担金と、安威川ダムの建設に係

る水源地域対策特別措置法第１２条に基

づく負担金などでございます。

　続きまして、債務負担行為でございま

すが、９ページをお開き願います。第３

表、債務負担行為のうち土木下水道部に

係りますものは、上から１段目、道路用

地買収事業は、市道千里丘三島線と正雀

駅前３路線の道路買収事業に伴います用

地確保をいたすもので、土地開発公社に

買収をお願いするものでございます。上

から３段目、府営まちづくり水路整備事

業は、大阪府が事業主体となって実施す

るもので、番田水路にございます１２か

所の樋門について、補修、改修、電動化

を行うとともに、水位計を設置するもの

でございます。工事期間は平成１９年度

から平成２２年度の４か年となっており、

今回の債務負担行為は平成２２年度事業

予定分に係る本市負担分について、期間

及び限度額を定めるものでございます。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第１０号、平成２１

年度摂津市一般会計補正予算（第８号）

のうち、土木下水道部に係る部分につき

まして、目を追って主なものについて、

補足説明をさせていただきます。まず、

歳入でございますが、１６ページをお開

き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目５、土木使用料では、節４、駐

車場使用料は、市立自動車駐車場の利用

者の減少を見込み、減額としたものでご

ざいます。款１４、国庫支出金、項２、

国庫補助金、目２、土木費国庫補助金で

は、節２、地籍調査費補助金は、都市再

生地籍調査（官民先行型）委託補助金の

補助対象事業費が確定したことにより減

額となるものでございます。

　１８ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目６、土木費補助金では、節

２、地籍調査費補助金は、都市再生地籍

調査（官民先行型）委託補助金の補助対

象事業費が確定したことにより減額とな

るものでございます。

　２０ページ、款１５、府支出金、項３、

委託金、目３、土木費委託金では、節１、

土木管理費委託金は、河川環境整備工事

委託金と鶴野橋外ポンプ管理委託金の額

が確定したことにより減額となるもので

ございます。

　２２ページ、款１７、寄附金、項１、

寄附金、目１、寄附金では、節１、寄附

金のうち、緑化事業寄附金で１件の寄附

を受けたものでございます。款１９、諸

収入、項４、雑入、目２、雑入では、節

１、雑収入のうち、下から５行目、損害

賠償保険金は、保険額が確定したことに

より減額となるものでございます。その

下、路上放棄車処理協力金は、年度末見

込みにより減額となるものでございます。

　続きまして、歳出につきまして、ご説

明申し上げます。

　５０ページをお開き願います。款４、

衛生費、項２、清掃費、目３、し尿処理

費、節１１、需用費は、クリーンセンター

の管理に係ります修繕料などが、年度末

見込みにより減額となるものでございま

す。節１３、委託料では、し尿及び浄化

槽汚泥の沈砂槽清掃委託料など、クリー

ンセンターの管理に係る委託金が確定し

たことにより、減額となるものでござい
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ます。節１９、負担金、補助及び交付金

は、正雀終末処理施設に係る維持管理負

担金で、年度末見込みから減額となるも

のでございます。節２２、補償、補填及

び賠償金は、し尿処理世帯の減少に対す

る業者への補償で、前年度減少世帯数が

確定したことにより、減額となるもので

ございます。

　５２ページ、款５、農林水産業費、項

１、農業費、目４、農業水路費では、そ

の主なものとしまして、節７、賃金は、

農業用水路しゅんせつ賃金の金額が確定

したことにより減額となるものでござい

ます。節１１、需用費は、農業用施設の

光熱水費の未執行見込み額を減額するも

のでございます。節１３、委託料は、水

路台帳システム構築委託金の執行差金を

減額するものでございます。節１５、工

事請負費は、用水側溝改良工事などの執

行差金を減額とするものでございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

神安土地改良区への負担金で、鳥飼八町

水路改修工事の金額が確定したことに伴

い、負担金の減額のほか、農地転用時の

決済金により神安土地改良区が繰上償還

したことに伴い、地盤沈下対策事業償還

金負担金が減額となるものでございます。

款７、土木費、項１、土木管理費、目２、

交通対策費では、その主なものとしまし

て、節１１、需用費は、道路反射鏡定期

修繕料の執行差金を減額するものでござ

います。

　５４ページ、節１８、備品購入費は、

軽自動車２台の車両購入の執行差金を減

額するものでございます。項２、道路橋

りょう費、目１、道路橋りょう総務費で

は、その主なものとしまして、節１３、

委託料は、公衆用道路敷地寄附申請測量

委託料、都市再生地籍調査（官民先行型）

業務委託料、現況平面図など修正及び認

定道路網図作成委託料などの金額が確定

したことにより減額となるものでござい

ます。節２２、補償、補填及び賠償金は、

仮処分担保金の金額が確定したことによ

り、減額となるものでございます。目２、

道路維持費では、節１３、委託料は市内

環境維持業務委託料などの金額が確定し

たことにより、減額となるものでござい

ます。節１５、工事請負費は、道路維持

工事の執行差金を減額するものでござい

ます。節１９、負担金、補助及び交付金

は、狭隘道路整備助成金の件数が確定し

たことにより、減額するものでございま

す。目４、交通安全対策費では、節１２、

役務費は、手数料の金額が確定したこと

により、減額となるものでございます。

節１３、委託料は、測量の交渉を進めて

おりましたが、実施までに至らなかった

ため、全額減額とするものでございます。

　５６ページ、節１５、工事請負費は、

交通安全対策工事の執行差金を減額する

ものでございます。節２２、補償、補填

及び賠償金は、移転補償費の金額が確定

したことにより、減額となるものでござ

います。項３、水路費、目１、排水路費

では、その主なものとしまして、節１１、

需用費は、排水路ポンプ施設の消耗品費、

燃料費、光熱水費などの未執行見込み額

を減額するものでございます。節１３、

委託料は、ポンプ場設備保守点検委託料

及び味舌ポンプ場水路系維持管理業務委

託料の金額が確定したことにより、減額

するものでございます。節１５、工事請

負費は、排水路に係る雑工事の執行差金

を減額するものでございます。節１８、

備品購入費は、機械器具費が確定したこ

とにより、減額とするものでございます。

　５８ページ、項４、都市計画費、目１、

都市計画総務費では、節２５、積立金は、

寄附金を緑化基金に積み立てるものでご
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ざいます。目３、緑化推進費では、節１

６、原材料費は、既存誕生記念樹木の補

植用でありましたが、樹木管理を図るこ

とで、補植の必要がなくなったことによ

り、減額するものでございます。目４、

公園管理費では、その主なものとしまし

て、節１３、委託料は、公園遊具点検業

務委託料の執行差金を減額するものでご

ざいます。

　６０ページ、節１５、工事請負費のう

ち公園管理工事は、金額が確定したこと

により、減額となるものでございます。

また、公園遊具改修工事は、平成２２年

度予定しておりました工事を今回の補正

で計上させていただき、財源として、地

域活性化・きめ細やかな臨時交付金を充

当し、明許繰越により平成２２年度実施

させていただくものでございます。節１

９、負担金、補助及び交付金は、ちびっ

こ広場管理補助金の金額が確定したこと

により、減額となるものでございます。

　６４ページ、款８、消防費、項１、消

防費、目３、水防費では、その主なもの

としまして、節１９、負担金、補助及び

交付金は、淀川沿川整備協議会負担金の

確定により、減額となるものでございま

す。

　以上、補正予算内容の補足説明とさせ

ていただきます。

○山本靖一委員長　中谷都市整備部長。

○中谷都市整備部長　おはようございま

す。それでは、議案第１号、平成２２年

度摂津市一般会計予算のうち、都市整備

部に係ります項目について、目を追って

主なものについて、補足説明をさせてい

ただきます。

　まず、歳入でございますが、３２ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目４、土木使用料、節２、公営

住宅使用料は、市営住宅使用料等でござ

います。

　次に、３４ページ、項２、手数料、目

４、土木手数料、節１、明示手数料のう

ち、都市計画道路敷地境界明示手数料、

節２、優良宅地等認定手数料及び節３、

都市計画手数料は、諸証明手数料でござ

います。

　次に、３８ページ、款１４、国庫支出

金、項２、国庫補助金、目３、土木費国

庫補助金、節１、都市計画費補助金は、

耐震診断補助金と耐震改修補助金でござ

います。節３、住宅費補助金、社会資本

整備総合補助金のうち１０分の４．５補

助の部分は、市営住宅建設に伴う交付金

でございます。この交付金は、地域住宅

交付金が一たん廃止され、まちづくり交

付金や道路、下水道など、補助金が一つ

にまとめられ、創設された交付金でござ

います。

　次に、４６ページ、款１５、府支出金、

項２、府補助金、目６、土木費府補助金、

節１、都市計画費補助金は、土地利用規

制等対策費交付金、府景観条例事務取扱

交付金、耐震診断補助金及び耐震改修補

助金でございます。

　次に、４８ページ、項３、委託金、目

３、土木費委託金、節２、都市計画費委

託金は、建築基準法施行事務取扱委託金、

都市計画法施行事務取扱委託金、都市計

画基礎調査委託金及び大阪府福祉のまち

づくり条例委任事務委託金でございます。

　次に、５２ページ、款１８、繰入金、

項２、基金繰入金、目４、市営住宅整備

基金繰入金、節１、市営住宅整備基金繰

入金は、市営住宅建替えに伴う繰入金で

ございます。

　次に、５８ページ、款１９、諸収入、

項４、雑入、目２、雑入、節１、雑収入

は、上から１６行目、都市計画図売却収

入、建築確認申請負担金及び入居者負担
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金でございます。

　次に、歳出でございますが、１４６ペー

ジ、款７、土木費、項４、都市計画費、

目１、都市計画総務費では、都市計画審

議会委員報酬及び事務執行経費でござい

ます。節１３、委託料は、ＪＲ千里丘駅

西口エレベーター設置検討に係る委託料

でございます。これは、エレベーター設

置が可能な箇所の抽出を行い、設置に関

する基本設計を行うものでございます。

　１４８ページ、節１４、使用料及び賃

借料は、電子複写機レンタル料とＧＩＳ

システム借上料です。このうちＧＩＳシ

ステム借上料は、平成１３年度に導入し

た現在の地図情報システムの更新を行う

ものでございます。節１８、備品購入費

は、庁用器具費でございます。これは、

地図情報システムを導入しているパソコ

ンの入替えを行うものであります。

　次に、節１９、負担金、補助及び交付

金のうち、当部に関係いたすものは、１

行目の摂津市既存民間建築物耐震診断補

助金、耐震改修補助金並びに３行目の大

阪府都市計画協会負担金から８行目の大

阪府景観形成誘導推進協議会負担金と電

波障害対策施設ケーブルテレビ切替負担

金でございます。このうち電波障害対策

施設ケーブルテレビ切替負担金は、平成

２０年度に実施したフォルテ摂津の電波

障害対策施設のケーブルテレビ移管工事

に係る平成２２年度分の負担金でござい

ます。

　次に、節２７、公課費は、公用車の検

査に伴います自動車重量税でございます。

目２、街路事業費、節８、報償費等は、

都市景観事業に伴う都市景観まちづくり

審議会並びに都市景観アドバイザー委員

会の報償金及び事務経費でございます。

　次に、節１２、役務費は、市道千里丘

２３号線の用地の鑑定料と都市景観事業

に伴う活動に対する保険料でございます。

　次に、節１３、委託料は、市道千里丘

２３号線の用地買収に係る物件補償算定

委託料でございます。

　次に、節１４、使用料及び賃借料は、

チューリップアート実施に伴いますバス

の借上料でございます。

　次に、節１７、公有財産購入費は、市

道千里丘２３号線の土地購入費でござい

ます。

　次に、節２２、補償、補填及び賠償金

は、市道千里丘２３号線の土地購入に係

る物件移転補償費でございます。

　１５２ページ、項５、住宅費、目１、

住宅管理費では、住宅管理人報酬及び事

務執行経費でございます。

　１５４ページ、節１３、委託料は、住

宅管理に伴う昇降機保守委託料等と緊急

通報設備管理委託料及び市営住宅工事監

理委託料でございます。

　次に、節１４、使用料及び賃借料は、

一津屋第１団地と第２団地に設置してお

ります自動通報システムの借上料でござ

います。節１５、工事請負費は、市営住

宅本体工事費でございます。節１６、原

材料費は、市営住宅管理に伴います補修

用材料費でございます。節２５、積立金

は、市営住宅整備基金積立金でございま

す。

　次に、８ページ、第２表の継続費、款

７、土木費、項５、住宅費、市営住宅建

替え事業の総額１６億３，６１８万５，

０００円とし、年割額を表のとおりと定

めるものでございます。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第１０号、平成２１

年度摂津市一般会計補正予算（第８号）

のうち、都市整備部に係る部分につきま

して、目を追って主なものについて、補
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足説明をさせていただきます。

　歳入でございますが、１６ページ、款

１４、国庫支出金、項２、国庫補助金、

目２、土木費国庫補助金、節１、都市計

画費補助金のうち、耐震改修補助金で、

事業確定により減額いたすものでござい

ます。

　１８ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目６、土木費府補助金、節１、

都市計画費補助金は、耐震改修補助金で、

事業確定により減額いたすものでござい

ます。

　２０ページ、項３、委託金、目３、土

木費委託金、節２、都市計画費委託金は、

建築基準法施行事務取扱委託金のほか３

件で、事業確定により増額または減額い

たすものでございます。

　歳出でございますが、５６ページ、款

７、土木費、項４、都市計画費、目１、

都市計画総務費では、報酬、旅費、需用

費等は事業に係る経費の執行差金でござ

います。

　５８ページ、目２、街路事業費では、

報償費、需用費、役務費、委託料及び使

用料及び賃借料は、事業に係る経費の執

行差金でございます。節１７、公有財産

購入費は、平成４年に土地開発公社に依

頼し、先行買収を行った都市計画道路、

新在家鳥飼上線の用地の買戻しを行うも

のであります。

　６０ページ、項５、住宅費、目１、住

宅管理費では、住宅管理に伴う経費に係

る執行差金でございます。

　６２ページ、節１８、備品購入費は、

公用車両の購入差金でございます。節２

５、積立金は、市営住宅整備基金積立金

で、市営住宅の整備及び管理を適正に履

行するため財源を確保いたすものでござ

います。

　以上、補正予算内容の補足説明とさせ

ていただきます。

○山本靖一委員長　説明が終わりました。

質疑に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　おはようございます。

　ちょっと体調が悪くて、理解度が悪い

中での質問になりますが、よろしくお願

いをいたします。

　それでは、番号を打って質問させてい

ただきますので、お答えになるときは番

号をおっしゃってからご答弁いただきた

いと思いますので、お願いします。

　予算概要に沿って、進めていきますの

で、お願いします。

　まず１番目、予算概要の７０ページに

あります、し尿収集運搬委託料の件でご

ざいます。

　補償金の算出根拠について、平成２１

年度のくみ取り件数の減少数の金額、そ

の金額の根拠、それからあと、くみ取り

を行う件数は、これで何件になっている

のかということで、１件当たり２万７２

９円の補償であるということは以前の議

論でありましたけれども、何件になるの

かということですね。

　それから、先ほど２１年度の予算の方

でも確定による減額がありました。２０

年度の件数は確定したということですが、

念のため確認をしたいと思います。

　２番目、クリーンセンターの関連です。

予算概要では７２ページに載っています

が、このクリーンセンター管理事業での

職員の体制、先ほど、臨時職員の給料が

載っていますが、職員体制について最初

に教えてください。

　３番目、正雀終末処理施設整備負担金

でございますが、予算概要の７２ページ

でございます。この中で正雀終末処理施

設整備負担金、２２年度は３，０５８万

円ということでございますが、決算のと
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きにも同じような議論をしましたけれど

も、平成２４年度で一応、吹田市の方は

機能廃止になるということになっていま

す。機能廃止になるということで、一括

支払いということが発生するということ

で、これは協議をしてまいります、払わ

なくていいように協議をするということ

でございましたけれども、その関連につ

いては協議が進められているのでしょう

か。最初にお願いします。

　４番目、放置自転車等移動委託料、予

算概要８２ページにございますが、放置

自転車等対策事業の中で放置自転車等移

動委託料は１，０２０万円となっていま

す。これは、あるＡ社との随意契約となっ

ていたと思いまして、これは２２年度で

終了するということであったと思います

が、もう一度その確認、それから新たに

阪急摂津市駅の周辺が撤去する地域に追

加されると思いますけれども、予算上で

は、この追加になった分についてはどの

ようになっているのか、２１年と２２年

度比べてで結構ですが、どういうふうな

関係にあるのか、教えてください。

　５番目、公共交通整備事業でございま

す。予算概要８４ページにあります。公

共交通整備事業について、これは昨年の

議論の中で懇談会を開催していただくと

いうことで、代表質問で随分と議論され

ました。３２万の予算でございますが、

この関係者の参加団体ですが、例えば、

すいすいバスの吹田市、それから大阪市

バスの大阪市交通局、それから高槻市バ

スの高槻市交通局といった交通、その関

係者についてはどういう扱いにされるの

か、懇談会の関連についてね。最初にお

願いします。

　６番目、摂津市駅駅前広場管理事業、

予算概要の８６ページでございますが、

この駅前広場管理事業については、管理

委託料として７４７万５，０００円とい

う予算でございますが、この委託の内容、

それから委託先について、最初にご説明

いただきたいと思います。

　７番目、狭隘道路整備事業、予算概要

の８６ページでございますが、この狭隘

道路整備事業については、２２年度では

１，５００万円の予算がつけられていま

す。２１年度では残念ながら１，１８１

万円の減額ということになっていますけ

れども、これは確定をしたということに

なるのかもわかりませんが、この予算と

執行率ですね。なかなか進まないという

か、思ったように進まないということに

なっていますが、２０年度、２１年度と

あわせて、２２年度についての見込み、

目標について、最初にご説明をお願いし

たいと思います。

　８番目、千里丘三島線道路改良事業で

す。予算概要８８ページ、千里丘三島線

道路改良事業について、今年度は１億４，

６００万円という予算でございますが、

２１年度の中では２億５，０００万円、

同じ項目で減額になっていますから関連

があると思うんですが、最初に予算上の

話で、あわせて説明をお願いしたいと思

います。

　それから９番目の交通バリアフリー化

事業でございます。概要８８ページです

が、この交通バリアフリー化事業につい

て、設計委託料として５００万円が組ま

れていますが、その委託の内容について

最初にご説明をお願いします。

　１０番目、ＪＲ千里丘駅西口エレベー

ター設置事業でございます。これも本会

議代表質問で随分議論されていましたけ

れども、これから進めていくということ

でございますが、ＪＲの姿勢ですね。こ

れまでの経過もそうですけれども、これ

から進めていくということは、多分漏れ
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聞こえているんだろうと思います。その

他のことでもＪＲとはいろいろと協議さ

れる場があると思いますけどね。ＪＲの

現在のこのことについて、前向きな姿勢

なのか、はすに構えた姿勢をしているの

か、そのＪＲの姿勢について最初に教え

てください。

　１１番目、耐震診断補助金と耐震改修

補助金についてです。概要の９２ページ

に記載がありますが、震災対策推進事業

として、この耐震診断補助金が９０万円

ということで、これは件数としては２０

件ですかね。それから耐震改修補助金が

３２０万円という予算ですが、８件とい

う目標ですか。なかなかこれも過去、利

用が非常に思うようにいっていないとい

うことでございます。これは逆に言うと、

全部使ってしまうぐらいに利用していた

だいたらありがたいわけですが、そうなっ

ていないということで、周知するために、

利用をふやすために２２年度どのような

ご努力をお考えなのか、ご説明をお願い

したいと思います。

　１２番目、市道千里丘２３号線の改良

事業でございます。概要９２ページにご

ざいますが、ちょうど千里丘ガード拡幅

と関連をしまして、ちょうどボトルネッ

クのようになってしまうことの改修とし

て、ＪＲの土地を購入するという話が以

前から議論がありました。私どもも一般

質問しましたけれども、その辺の対策、

解消のためだと思いますが、これは当初

私が認識している中では、大阪府が購入

をして、整備をしてもらえるというふう

に認識をしていたんですけれども、その

辺の考え方と、本市が今回購入するとい

うことになりましたけれども、その辺の

整備についてもあわせてご説明をお願い

いたします。

　１３番目、公園維持管理事業でござい

ます。予算概要９４ページでございます

が、公園維持管理事業の中に新しくでき

る南千里丘の遊歩道部分の管理委託料は

含まれているんだろうと思うんですけれ

ども、この管理費部分については、予算

上はどれほどになるのか。ちょっと工期

がおくれるようでございますから、１年

分とはならないのかもわかりませんが、

この件についてご説明をお願いします。

　１４番目、ＪＲ千里丘駅東口の管理協

定についてでございますが、毎回毎回こ

のことについては進捗をお聞きしている

んですが、もうそろそろこの管理協定が

きちっと結ばれて、そして、残る自転車

ラックの設置についても完了していかな

ければならないと思うんですけどね。最

近の進捗について教えてください。

　１５番目、これは関連質問のようになっ

てしまうんですが、第４次行財政改革実

施計画案、今、パブリックコメントにか

けられていますから、本来、議題にする

のはどうかというのもあるんですが、こ

の際ですので考え方について、平成２２

年度もこれについて検討するということ

になるでしょうから、その検討の内容で

も結構でございますので、教えていただ

きたいことが２点ございます。

　１つは、工務課の方で宅地内修繕業務

を再構築するとありますけれども、これ

はどういう再構築ということになるのか

という考え方だけで結構です。教えてく

ださい。

　それからもう一点は、下水道３課と水

道部を統合するということになっていま

すが、これについても、この際ですので

ご説明をお願いしたいと思います。

　１６番目、今度は２１年度の分でござ

います。公園遊具改修工事の増額につい

て、先ほども若干説明があったと思いま

すが、少し詳しくご説明をお願いしたい
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と思います。

　最後でございますが、今度は予算書の

１６０ページのところの中にあるんです

が、目３、水防費、節１９、負担金、補

助及び交付金の中で、淀川沿川整備協議

会負担金というのがあります。これも代

表質問の中でも協議なされていたんです

けれども、淀川の河川敷の整備の話でご

ざいますが、今までも何回も協議があっ

て、私の認識では、摂津市も幾らかの金

額の負担があって、この整備がなされて

いくというふうな方向であったと思うん

ですが、この間の代表質問での答弁も踏

まえて、理解しやすいように、再度ご説

明をお願いしたいと思うんです。最近の

動きと、それから費用負担の話、それか

ら管理の部分とあわせて、お願いいたし

ます。

○山本靖一委員長　宮川土木下水道部長。

○宮川土木下水道部長　質問番号１５番

の第４次行財政改革実施計画案の内容に

ついて、ご説明申し上げたいと思います。

　先ほど工務課の宅地内修繕業務を再構

築しますという件なんですが、この件に

つきましては、これは水道部の工務課の

所管の内容でございますので、私どもの

下水道３課の部分について、ご説明申し

上げたいと思っております。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　その内容につきまして

は、特別会計の審査のときに、改めて、

質問したいと思います。

○山本靖一委員長　それでは、特別会計

の審査のときにお願いします。

　渡辺参事。

○渡辺土木下水道部参事　それでは、公

園みどり課に関します１３番と１６番に

ついてご答弁を申し上げます。

　まず、１３番、公園維持管理事業の中

で、新しくできます境川のせせらぎ水路

の維持管理について、どうされるのかと

いうことでございます。

　境川上部のせせらぎ水路の管理につき

ましては、公園管理委託料の中に組み込

んでございます。せせらぎ水路の植栽部

分の除草清掃業務につきましては、あと

南千里丘の中で公園等もございますので、

それも含めました形の中で毎年シルバー

人材センターの方へ委託をしております

委託料の中で、約２５０万円の追加を見

込んでございます。

　それとあと、せせらぎ施設につきまし

てなんですが、毎年行っております他の

公園にございます水景施設の管理に含め

るような形の中で、せせらぎ水路の清掃

及びポンプ施設などの機器点検です。そ

のあたりの業務に約２５０万円を盛り込

んでおるというような状況でございます。

　委員おっしゃるとおり、確かに、まだ

オープン丸々一年になるかどうかという

のはまだわかりませんので、そのあたり

予算には上げさせてはいただいておりま

すが、その期間によって精査をしてまい

りたいというふうに考えております。

　それとあと１６番目の補正予算の改修

工事の６００万円についてということで、

冒頭、部長の方からの説明もございまし

たけれども、市財政の軽減を考慮した中

で、２１年度の採択年度となっておりま

す地域活性化・きめ細やかな臨時交付金、

これを受けまして、平成２２年度に実施

を予定しておりました公園遊具の取替工

事を前倒しした形で補正計上させていた

だき、明許繰越をさせていただいて、２

２年度、遊具の取替えの実施をさせてい

ただきたいというふうに考えております。

よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　下水道業務課に

係るご質問で、まず１番目、確認したい
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んですけど、これは、し尿収集運搬委託

料の根拠も示せということなんでしょう

か。補償金の根拠ということでよろしい

ですか。

　補償金でございますけれども、２２年

度については５０件を見込んでおります。

本年２月末の残件数でございますけれど

も６１９件。このうち下水道整備により

減少した世帯に対して補償していくとい

うことになっております。２０年度の補

正で減額しておりますけれども、２０年

度の件数については３０件でございます。

　次に、２番目のクリーンセンターの体

制でございますけれども、今現在、職員

１名と臨時職員４名で業務を行っており

ます。臨時職員につきましては、業務量

に応じまして午前中が４名で、業務量が

減る午後については３時までが２名、そ

れから５時までが１名というふうに、業

務量に応じた人員配置としております。

　３番目の正雀処理場の整備負担金の問

題でございますけれども、決算でもご説

明いたしましたが、本市は、この整備負

担金というは、本市のし尿を本市の下水

道整備が完備するまで、吹田市において

処理していただくことを前提にした負担

金というふうに考えておりまして、２５

年度から本市のし尿を処理されないので

あれば、整備負担金の支払いについては

免除していただきたいと、こういう申し

入れを行っております。これに対して吹

田市は、整備負担金自体は整備する時点

で既に確定しているものであって、これ

を分割払いにしているにすぎないもので

あるということで、免除ということにつ

いては難色を示しておられます。

　それから２４年、２５年ぐらいに一括

払いになるのかということでございます

けれども、これについては担当レベルの

話でございますけれども、一括というこ

とではなくて、これまでの償還計画に沿っ

て毎年支払ってもらえばよいというよう

な回答はいただいております。

○山本靖一委員長　大田参事。

○大田都市整備部参事　それでは、１１

番目、建築指導課に係ります耐震診断補

助金、耐震改修補助金の目標件数の達成

と周知方法について、ご答弁させていた

だきます。

　まず、耐震診断、耐震改修の平成２２

年度の目標件数についてでありますが、

耐震診断は２０件、耐震改修は８件を予

算要求させていただいております。

　また、周知方法につきましては、市の

広報紙の掲載や、地域の防災演習、防火

フェア、これは昨年度はパンフレットの

配布などを行いましたが、今回３月７日

の防火フェアでは、相談コーナーを設け、

大阪府の耐震化アドバイザー員を派遣し

ていただきまして、若干ではありますが、

相談のコーナーの窓口に来ていただいた

経過がございます。また、公民館で開催

されます防災関係の講座の際に、チラシ

の配布や、去年は昭和５６年以前に建築

された地域を選び、大阪府、摂津市、大

阪府住宅耐震化アドバイザーの方と、み

んなで進めよう住宅の耐震化との講演会

を開催いたしまして、多数の参加をして

いただき、成果があったものと考えてお

ります。今後もいろいろな機会をとらえ

てＰＲを行ってまいりたいと思いますの

で、よろしくご理解のほど賜りますよう、

お願いいたします。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　質問番号１０番と

１２番につきまして、ご答弁申し上げま

す。

　まず、質問番号１０番のＪＲ千里丘西

口のエレベーターを進めていくにつきま

して、ＪＲの姿勢についてどうなのかと
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いうお問いだったと思います。まず、Ｊ

Ｒに対しましては、市としましても平成

１８年度から１９年度にかけまして、千

里丘駅のバリアフリー化の補助を行って

きております。平成２１年度には西口に

おきまして、歩行者の交通量調査も行っ

ております。ＪＲ千里丘駅の自由通路は、

ＪＲで設置された通路であり、ＪＲの利

用者も多数おられますことから、この平

成２１年度の調査結果も踏まえまして、

エレベーターの設置検討についての今後

の具体的な協議につきましても、協力が

得られますように、ＪＲ西日本に対して

働きかけ、協議を進めてまいりたいと考

えております。

　続きまして、質問番号１２番、市道千

里丘２３号線の改良事業につきましてで

すが、千里丘ガードの供用に伴いまして、

ＪＲ千里丘駅西口沿いのガードの取り合

いのところがボトルネックになるという

ことで、当初、大阪府が買うということ

になっていたのではないかというような

お問いだったと思います。まず、大阪府

が買う部分につきましては、千里丘三島

線の都市計画道路部分、千里丘西口のＪ

Ｒ沿いのガードの上の部分を、大阪府に

買っていただくということでございます。

本市が購入する部分につきましては、Ｊ

Ｒ千里丘駅西口と千里丘ガードの上部の

取り合いの部分、大阪府が買収する場所

のちょうど横になりますが、この部分が

狭隘になるために、この部分をＪＲ西日

本より買収し、拡幅整備してまいりたい

と考えております。

○山本靖一委員長　堀課長。

○堀道路課長　道路課に関する質問につ

きまして、６番、７番、１４番は私が回

答させていただきます。８番、９番につ

きましては、山本参事の方から回答させ

ていただくことにいたします。

　まず、６番目の新駅摂津市駅前広場管

理事業でございます。この委託内容の件

でございますが、日常の歩道の清掃、そ

の出てきましたごみの収集運搬、あとバ

スの停留所シェルターの清掃、あと照明

器具の清掃、樹木の剪定、樹木の水やり、

こういう点がございます。委託先という

のはまだ決まっておりませんが、日常の

歩道整備とか簡単な水やりなどにつきま

しては、モノレールの摂津駅や南摂津駅

で行っておりますように、シルバー人材

センターに委託していきたいと考えてお

ります。

　もう一つ、ごみにつきましては、先ほ

ども申しました摂津駅や南摂津駅と同じ

ように、こういう処分を一括して発注す

れば費用も安くなると考えておりまして、

これを処分をさせております摂津都市開

発の方に委託していきたいと、今は考え

ている次第でございます。

　次の７番目の狭隘道路の整備、実績が

なかなか上がってないだろうということ

でございますが、平成２０年、２１年の

実績をご報告させていただきます。平成

２０年度は１４件の事前協議がありまし

た。そのうち５件が交付決定を決定して

おります。その年度内、平成２０年度内

に払われたのが４件、この支払われた額

が２９４万８，０００円でございます。

その残りの１件につきましては、平成２

１年５月に年度を超えて支払いという形

になっております。平成２１年度につき

ましては、事前協議が６件、交付決定し

たのが１件でございます。この交付決定

につきましては３月、今時分に交付決定

をいたしましたので、今年度の支払いは

ございません。ということで、平成２１

年度の支払いは１１６万４，０００円。

先ほどの平成２０年度当初予算の率でい

きますと１４．７％ほど、本年度は２，
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０００万円に対しての５．８％。なかな

か伸びてないので本当に申しわけないの

ですが、これにつきましては今の現状の

経済環境の悪化ということもありまして、

個人の皆様が、狭隘道路に対する建替え

とかを控えられているのではないかと、

そういう考えはしている次第でございま

す。

　平成２２年度はどうするかということ

でございますが、私どもは狭隘道路の整

備ということで、少しでも皆さんが生活

道路の確保ということで、私どもは厳し

い予算なのに２，０００万円という金額

を市長の方からつけていただいておりま

す。それを、ないからといって、１，０

００万円に減らす、半分に減らすことは

できません。要望があれば、それに対応

していきたいという形で、こんな厳しい

折で５００万円を減額させていただきま

して、１，５００万円、最低１５件は申

請していただいて、交付していきたいと

いうことを考えております。

　次に、千里丘駅前、これも長年ござい

まして、私が担当しまして、なかなか進

んでなくて申しわけないことでございま

す。この管理協定につきまして、管理区

分につきましては、もうＪＲとある程度

納得している次第でございまして、それ

ぞれ所有地を四半分線、そのＪＲ側と市

側につきましては、それぞれＪＲ、市が

管理しようという形で、意見は一致して

いるところでございます。

　ただ残りのラックの問題につきまして、

不法駐車されたときはどうするんだと。

ラックにつきましては、大阪府の用地、

道路は申請できますので、その中で幾分

か解消できるんじゃないかということを

考えております。解消できても、将来は

まだわかりませんので、これにつきまし

て、まだ協議を続けたいという意思をＪ

Ｒも持っております。一番懸念になって

いきますのは、放置自転車をまたそこに

置かれるんではないかと。

　それにつきまして、私ども、掃除につ

きましては、一応問題になっていました

費用をＪＲから出していただければいい

んではないかと。それがなかなかＪＲの

方から出してくれないことで、今のとこ

ろ、ＪＲの方で、その放置撤去に対する

費用の一部を出していただきたい。もし

くは何かの形で、私どもが費用をかける、

賃貸料も出しておりますので、その中か

らも差し引きできないもんかという形の

交渉も、相手に投げかけている次第でご

ざいます。これも近々交渉、うちの方と

しまして、３月末をもって交渉の期限と

いう形も相手方に伝えておりますので、

鋭意、相手も回答に努力していただきた

いという形は申し伝えております。

○山本靖一委員長　山本参事。

○山本道路課参事　それでは、藤浦委員

の８番目と９番目のご質問について、ご

答弁させていただきます。

　千里丘三島線の平成２２年度の１億４，

６００万円の内容でございますが、平成

２２年度におきましても、引き続き、用

地交渉を進めるために、測量委託料とい

たしまして１００万円、移転補償のため

の鑑定手数料といたしまして２００万円、

交渉が整いました場合の移転補償費とい

たしまして１億４，０００万円、買収済

み用地の仮囲い等の費用といたしまして、

修繕料３００万円、合わせまして１億４，

６００万円を計上させていただいており

ます。平成２１年度分の補正減額２億５，

０００万円というお問いでございました

けれども、５，０００万円につきまして

は、千里丘三島線、平成２１年度に移転

補償までは至らなかった部分がございま

す。１億円ついておりましたけれども、
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移転補償に至らなかった分の５，０００

万円を減額補正いたしております。残り

の２億円につきましては、正雀駅前３路

線の分でございまして、その分も年度内

での移転補償に至らなかった分を減額補

正させていただいております。

　続きまして、９番目の、交通バリアフ

リーの件ですけれども、平成１２年度に

施行された高齢者・身体障害者等の公共

交通機関を利用した移動円滑化の促進に

関する法律に基づき、平成１７年３月に、

摂津市交通バリアフリー基本構想を策定

しておりますけれども、基本構想に基づ

く事業の実施につきましては、公共交通

事業者、道路管理者及び都道府県公安委

員会は、基本構想に従って具体的な事業

計画をそれぞれが作成し、バリアフリー

のための事業を実施するとされておりま

す。この交通バリアフリー道路特定事業

計画策定に当たりまして、基本構想の実

現に向け、具体的な事業箇所や内容、事

業のスケジュールを立案するために、委

託するものであります。特定道路の区間

といたしましては、ＪＲ千里丘駅周辺と

阪急正雀駅周辺のそれぞれの区間におい

て、現地調査等を行いまして、現地調査

の結果の取りまとめ、並びに問題点、改

善点等を資料整理を行うことを考えてご

ざいます。

○山本靖一委員長　大砂参事。

○大砂土木下水道部参事　交通対策課に

係りますご質問について、ご答弁申し上

げます。

　まず、放置自転車等移動委託料でござ

いますが、現契約業者につきましては、

平成１９年６月に、補償に係る代替業務

の委託期間は、平成１９年７月１日に始

まり、平成２３年３月３１日をもって終

了すると協定書を交わしておるところで

ございます。

　次に、これに係ります予算でございま

すけれども、契約につきましては、移動

保管に係ります車両と、従事職員によっ

て１日幾らと定めております。したがい

まして、今回、阪急摂津市駅周辺につき

ましても、放置禁止区域と指定いたして、

今後、撤去を行ってまいりますけれども、

摂津市駅周辺が入ることによって、予算

が増となっているということではござい

ません。年間の日数の関係でございます。

　それから５番目、公共交通整備事業に

ついてでございますけれども、懇談会に

おける交通事業者の参画についてでござ

いますけれども、現在、摂津市には路線

バスとして阪急バス株式会社、それから

公共施設巡回バスで委託を行っておりま

す、同じく阪急バス株式会社、それから

市内循環バス、これは補助を行っており

ます近鉄バス、それから鳥飼地域で京阪

バスが走っておりますけれども、現在、

本市が委託もしくは補助を行っておる阪

急バス株式会社と近鉄バス株式会社に参

画を願いたいということで、考えておる

ところでございます。ただ、ご質問にご

ざいましたように、吹田市、それから大

阪市交通局、高槻市交通局についてでご

ざいますけれども、さきの代表質問の中

でもご意見をいただいておりますので、

要請なり、またそういった確認での中で

は、寄せていただきたいなと考えておる

ところでございます。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　１７番目の淀川

沿川協議会の負担金について、ご答弁申

し上げます。

　この協議会は、淀川の治水安全度の向

上、それから良好な市街地整備を進める

ために、高規格堤防の整備促進を図ると

いう目的で立ち上げられておりまして、

近畿地方整備局、大阪府ほか沿川自治体
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６市１町で構成されております。負担金

につきましては、市町分が一律５万円、

大阪府、それから地方整備局が２０万円、

大阪市が１０万円となっております。

○山本靖一委員長　宮川部長。

○宮川土木下水道部長　今の１７番目の

質問の中で、淀川沿川整備の協議会負担

金とあわせまして、淀川河川公園のお話

もあったかと思います。この件につきま

してですけども、淀川河川公園の一津屋

の付近、それと鳥飼下付近、この２か所

があるんですが、主に鳥飼下付近の方で

国土交通省近畿地検の方で、平成２１年

度でどういうふうに整備していくかと。

主に鳥飼下地区の方です、こちらの方の

基本設計をされているという状況です。

せんだって３月５日に、第１回目の地域

協議会ということで、その基本設計の内

容の、どういうふうな沿川の方々の意向

があるのか、そういう意見を求めるため

の協議会が１回目開催されております。

それを平成２２年度、何回か重ねられて、

その中で基本計画案を具体化していくと。

平成２２年度に具体化すべく実施設計に

入っていくというふうに伺っております。

そして、それらがうまくまとまりますれ

ば、平成２３年度、そういう事業実施に

向けて取り組んでまいりたいと伺ってお

ります。グラウンドゴルフなどのご意見

もちょうだいしておりまして、淀川河川

公園の整備に当たりましては、多目的広

場という名目の中で、グラウンドゴルフ

も可能なそういう整備もあわせて、その

中に取り組んでいくという状況で、今の

ところ確認している次第でございます。

○山本靖一委員長　一通り答弁が終わり

ましたので、また追加して質問してくだ

さい。

○藤浦雅彦委員　ありがとうございます。

そしたら、順番にお話をします。

　まず、１点目のし尿収集運搬委託料に

ついてでございますが、平成２０年度が

確定３０件になりましたということと、

それから平成２２年度が５０件というこ

とで、２月末で６１９件ということでご

ざいます。もう少し掘り下げて話をしま

すと、平成２２年度についての切りかえ

目標もそれぞれあるんだろうと思います

けども、そういうものがあるんであれば、

お答えいただきたいと思います。

　それから、残りの件数の中には、下水

道整備区域にありながら、何らかの理由

があって接続をされていないという件が

ありますね。そういう部分については、

件数としてつかんでいらっしゃるのか。

それから未整備区域、これはつなぎたく

てもつなげないという部分がありますね。

これについての件数、それぞれ分けてつ

かんでらっしゃるだろうと思うんですが、

それぞれの件数を教えてください。

　それから、今年度の中では東別府地域

に下水道管の布設が計画されていますけ

れども、この地域も浄化槽が非常に多い

わけですけれども、今年度予定どおり布

設ができた場合には、当然、平成２２年

度は何ぼかは減らせる目標にはこの分が

加味をされているのかもわかりませんし、

ないのかもわかりません。また、浄化槽

汚泥というのは、また補償の関係が違う

のかもわかりませんけど、その辺もあわ

せて、一度総括的にご説明いただきたい

と思います。

　それから、クリーンセンター問題でご

ざいますが、職員体制はわかりました。

それで、本当に聞きたいのは実は、やっ

ぱり問題になるのは、クリーンセンター

の移転です。これも代表質問でも随分議

論になりましたが、今この関係者、大阪

府、中央水みらいセンター、私は中央水

みらいセンターが一番いいと思っていま
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す。吹田市案というのもありますし、い

ろいろそれぞれ相手のあることですけど

も、関係者の態度というか可能性ですね。

今まで交渉してこられて、その辺につい

て答えられる範囲で、一遍答えていただ

きたいと思います。

　それから、吹田市の調整池、これは今

のちょうど職員寮として使っている土地

があるんですね。吹田市が職員寮を置い

ている土地があるんです。ここに設置を

しようと考えているだろうみたいなこと

が伝わっては来るんですけど、この辺の

新たな情報が入っていないのかどうか、

どんどん進めているというふうな情報も

聞きますし、その辺のことですね。

　それから平成２４年度に正雀処理場が

機能を廃止するということですから、こ

れは計画から逆算していくと、代表質問

でもありましたが、いつまでに計画を、

クリーンセンターを移転する計画が決定

されていないと間に合わないんだという、

逆算的にスケジュールが決まってくると

思うんですけど、この逆算をすると、一

体いつぐらいのめどには決めておかなだ

めなのかということで、代表質問では、

ちょうど跡地の問題とあわせた議論があ

りましたけど、同じような状態が、本当

に摂津市も、もうすぐ目の前に来るので

はないかということですから、この辺も

あわせてお願いしたいと思います。

　３番目、正雀終末処理場の問題でござ

いますが、なかなかこれも先ほどのクリー

ンセンターの問題と、この問題や調整池

の問題や、いろんなものとリンクして、

これだけで単体にということにはならな

いような複雑な問題になってくるんだろ

うと思うんですね。すべてが交渉条件の

１つになってくるんだろうと思うんです

ね。いかにこれを摂津市が有利に進めて

いくかということになろうと思いますか

ら、逐次またそういう情報をいただきま

して、少しでも摂津市が有利なように進

めていただきたいということは、これは

お願いしておきたいと思います。

　それで、終末処理場がなくなってしま

う場合、もう少し関連することで、例え

ば正雀川、これは一級河川ですね。これ

は経緯を聞きますと、処理場を接続せん

がために一級河川に格上げになったとい

うふうにお聞きをしています。というこ

とは、処理場がなくなると、これは二級

河川以下に落ちますね。そうすると、摂

津市の管理ということになるのかもわか

りません。また、逆に言うと、調整池が

あって、調整池からの排出口が接続され

ることによって、いや、まだまだ一級河

川の機能が必要になると、こういうこと

になるかもわかりませんが、この見通し

をつかんでいらっしゃれば、正雀川の一

級河川の問題とあわせて、一度ご説明い

ただきたいと思います。

　４番目の放置自転車の委託料問題でご

ざいますが、何かわかりにくい、範囲が

広がったことについては、委託料との関

係はないんだということでございました

けれども、日数計算になるということで

すけど、範囲がふえるので、日数がふえ

るということにはならないのでしょうか。

今までの日数の中に、うまく出動する時

間も組み入れて、時間を能率を上げてや

るという考え方になるのでしょうか。一

度その辺もあわせて、もう一度ご説明く

ださい。

　それから、放置自転車の撤去状況につ

いて、近年は減ってきているように感じ

ているんですが、その辺の推移ですね。

それから、土、日はやっぱり、土、日、

祝日というのは、この日は来ないという

ことはよく知ってますので、その辺の対

策ですね。一部、土曜日に撤去が始めら
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れてますが、平成２２年度は同じ体制に

なるのかもわかりません。だけど、体制

を変えるということであれば、委託に今

度、切りかえていくということになれば、

平成２２年度は一定、検討をするという

ことになるんだろうと思いますから、土

曜、日曜、祝日の考え方を、平成２２年

度の中でどう整理されるのかということ

も含めて、ご説明ください。

　５番目の公共交通整備事業でございま

すが、先ほど３者、吹田市、大阪市交通

局、高槻市交通局についても、しっかり

呼びかけていくということでございまし

たので、これはこれでしっかりお願いし

たいと思います。それで、私の前々から

言っているバスのイメージですが、ＪＲ

千里丘という１つの拠点があります。今

度できます阪急摂津市駅という１つの拠

点ができますね。これは、阪急摂津市駅

を中心としたバス路線というのは、特に

阪急なんかは考えてしかりだと思うんで

す。だから、今、山田の人たちは、吹田

市の山田のお客さんは、岸辺のバスステー

ションからのバスもあり、みんな岸辺に

流れていく、もしくは千里中央の方へ流

れていくと、こういうバス路線になって

いますから、これを例えば一部、摂津市

駅を中心としたバス路線で、お客さんを

集客するというふうな考え方があってし

かりだと思うんですけど。そういう考え

方を促すというか、阪急に対しても、やっ

ぱり環境を整えていくということも、やっ

ぱり必要じゃないかと思っています。

　例えば、茨木も阪急茨木市駅、ＪＲ茨

木駅とありますが、２つともやっぱりバ

スの中心的な路線のものが含まれていま

す。高槻も同じですね、近いですけど、

それぞれでバスも組まれています。そう

いう意味では、もう一つ大きな顔ができ

たという意味からも、やっぱりバス路線

もそういうことがテーブルの中で協議さ

れてしかりだと思うんですが、その辺、

市としての考え方を教えてください。

　６番目、摂津市駅前の広場の管理事業

でございますが、主にシルバー人材セン

ターに委託と。それから、摂津都市開発

に委託ということでございます。これは、

摂津駅前とか、モノレールの駅前なんか

も同じ形態になるのかもわかりませんが、

とにかく今、管理委託については指定管

理者制度が今度改定されて、外部委託を

どんどん取り入れるという方向になって

いきますから、そういう公平性とか、そ

ういう説明責任などが、しっかりとでき

るようにしておいていただきたい。安く

なる、それだけではなかなか、本当にそ

うかということになりますから、入札を

して、これが一番安いところです、これ

はもう紛れもなく、だれもが納得します

けれども、そうでないという部分につい

て、しっかりと説明責任を果たせるよう

にしておいていただきたいということを、

これは要望といたします。

　７番目の狭隘道路の事業でございます

が、平成２１年度は６件の協議があって

１件だったと。決算のときも聞きました

けど、平成２０年度はごねて、私は下が

りません、こういうのはなかったという

ことでございました。平成２１年度もな

かったのかどうか、確認したいと思うん

です。これはあくまでも条例でも何でも

ありませんから、とめてしまうというこ

とはなかなかできへんわけですね、もう

それはしませんということがあっても、

とめれないということになってますから。

やっぱりどこか蟻の一穴があいてしまう

と、崩れてしまうという性質があります

から、これは確認をしておきたいと思い

ます。決算のときに聞きましたけど、例

外としたような案件はなかったんだろう
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なということについて、お答えをいただ

きたいと思います。

　８番目、千里丘三島線の道路改良につ

いてでございます。２億５，０００万円

のうち５，０００万円が予算執行で減額

になりましたということでございますが、

もう現地に行きましたら、もう既に壊さ

れている家がありますし、随分、買収に

ついては進んでいるというふうにはお聞

きをしています。なかなか交渉事ですか

ら、明らかにしてはちょっと困るという

こともあるんでしょうけれども、大体の

進捗ですね、もう例えば何％とか、この

ぐらいのパーセントまでは進んでいます

とか、言える範囲で結構なんですが、そ

の辺のことを教えていただきたいのと、

それから代表質問でもありました、これ

は３年で完了する事業であるというふう

なことでしたけども、３年というのは、

具体的に年度に置きかえると、平成２２

年度で買収、大まかな目標として、平成

２３年度には工事に入りたいということ

になるのか。それとも、平成２３年度で

一部買収が残っても、もう工事に入って、

それで残った分は引き続き買収を交渉す

るという考え方なのか、この辺もお答え

ください。

　それから、反対側については、道路の

反対側については、一定、分けて考えて

いくというようなことでございましたか

ら、この反対側とあわせると、どういう

ことになっていくのか。お願いいたしま

す。

　次に９番目、交通バリアフリー化事業

ですが、再び委託をするということで、

また現地調査をして、また整理をして、

また多分、冊子みたいに製本にして、成

果品をつくり上げるための５００万円で

すか。必要なのかなという気がするんで

すね。一度ちゃんと現地調査もされて、

これは平成２２年までにする分について

は、もう終わってますよね、一応終わっ

たようになってますから、平成２２年度

以降に工事を実施しますという部分につ

いて、これから取りかかるということと

認識をしていますが。一回調査したもの

を、もう一遍調査する必要があるのでしょ

うか、再度ご答弁をお願いします。

　１０番目、ＪＲ千里丘西口のエレベー

ターの関連でございますが、今の答弁は、

ＪＲの姿勢はどうですかということを聞

いてますから、これまだ土地の買収とか

いろんなこともあるんでしょうけど、Ｊ

Ｒの姿勢について聞いていますので、今

答弁に出たかよくわかりませんでしたか

ら、もう一度お願いしたいと思います。

　それから、今回は検討業務委託料と基

本設計業務委託料というのが含まれてい

ますけども、これは工事実施が実施され

るまでのめどとされているスケジュール

があるのであれば、お示しをいただきた

いと思います。最初、業務委託しますね、

それからある程度めどがついてきたら、

基本設計業務委託ということになるんで

すか。それから、実施設計がありますよ

ね。実際に施行ということになっていき

ますけども。目標でも結構です、お願い

いたします。

　１１番の耐震診断補助金と耐震改修補

助金についてでございますが、いろいろ

とご苦労をされて、啓発のためにやって

いるということで、非常に好評を博した

ということですが、好評を博したら数字

が上がらないといけないんですけれども、

やっぱり不況の問題もあるのかもわかり

ませんけども、摂津市の耐震計画という

のがありますね。平成２７年までに９０

％の耐震改修の実施をするというふうに

うたってあるわけで、それを見据えて、

やっぱり進めていくということが大事だ
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と思うんです。

　耐震計画で、これも逆算ですわ、平成

２７年が達成やからね。逆算していくと、

この平成２２年度の目標というのは、ど

ういう位置づけになるのか。もう少し６

年間の長期の目標で即していくと、どう

いう計画を持ってらっしゃるのか。これ

をあわせてお願いします。

　１２番目の千里丘２３号線の改良でご

ざいますが、ガードの上の部分が府が購

入をして整備をすると。既にちょっと広

げて工事をしてはりますね。それから駅

側の方、少しの部分を摂津市が購入をし

て整備をする。境界線がわかりませんけ

ども、ちょうど下におりていく、昔の階

段の跡がありますから、あそこまではだ

めやと思うんですが、どの辺がどうかわ

かりませんが、少しでも広げるというこ

とで理解をしたらいいんですか。それは

しっかりと進めていただきたいというこ

とで、これは要望としておきたいと思い

ます。

　１３番目、公園維持管理事業ですが、

これは１年間の事業ではありませんから、

実際にやってみないとわからないという

こともあると思いますし、ガランド水路

のように、藻ということにはならないん

だろうと思います。雨水でこれはやって

いきます。ただ、雨が降らなかったとき

どうなんだというようなこととか、いろ

いろやっぱり疑問に思うところもありま

すし、これは実際にやりながらになると

思いますけど、しっかりお願いしたいと

思います。

　それから、この遊歩道をつくるときの

コンセプトの中に、ホタルが飛び交う水

路という、理事者の方からご答弁がある

んです。そういう答弁が今までされてい

るんですけども、しっかりとこの言葉を

引き継いでいただきたいと思うんです。

例えば南千里丘でホタルが飛ぶようなま

ちになりますと、これは環境をテーマに

しているまちでございますから、本当に

すごいことになると思いますし、人工的

なふ化から挑戦するという意味でも、例

えば南千里丘ホタル保存会というような

ものをつくってみるとか、いろいろ考え

ていただいて、挑戦してはどうでしょう

か。こういう考え方なんですが、一度お

考えを述べていただきたいと思います。

　それから、ＪＲ千里丘東口の管理につ

いては、わかりづらかったのは、管理費

用として３月末には交渉期限として、Ｊ

Ｒに対して、管理費用の一部負担を求め

ていくという話ですかね。そういうふう

にとれたんですが。あとはラックの設置、

僕が思っておったのは、ラックを設置を

して、表面の管理を摂津市がやりますよ

ということを、向こうに認めさせるとい

うことだったと思うんですけど、管理費

用をＪＲの方に一部求めていくとかとい

うことになれば、今までの流れとは変わっ

て、それはラックは、もうあきらめて、

今、ガードのところの上がったところに

ラックを設置をするスペースがあります

から、それを代用としていくという考え

方もありという考え方で交渉されている

のか、その辺、もう一度あわせてお願い

したいと思います。

　１６番は、これはもうわかりました。

これはよしとしておきます。

　１７番の淀川河川敷の整備については、

もう少し進んだ交渉になっているのかと

思ったんですけども、経緯をこれはしっ

かり見守っていきたいと思いますので、

しっかり進めていただくということで、

要望しておきます。

○山本靖一委員長　大砂参事。

○大砂土木下水道部参事　２回目のご質

問について、ご答弁申し上げます。
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　放置自転車の移動委託料でございます

けれども、現在の勤務時間の中で効率的

な移動保管ができないかということで、

今現在、検討を進めております。阪急摂

津市駅周辺につきましても、契約の時間

内で、巡回する順番等を変えながら行っ

てまいりますので、摂津市駅周辺ができ

たからということでは、金額は変わりま

せん。

　それから、自転車の移動保管の実績で

ございますけれども、平成１６年が４，

９００台、平成１７年が４，８００台、

平成１８年が４，１００台、平成１９年

になりまして２，８００台、平成２０年

が３，１００台、今年度途中でございま

すけれども、２月末までで２，０３０台。

バイクにつきましても減少いたしており

ます。

　それから、土、日の移動保管でござい

ますけれども、平成２１年度から月１回

土曜日の移動保管を開始いたしておりま

す。平成２２年度につきましては、さら

に日曜日も加えて移動保管を実施する予

定で協議を行っております。また、土曜

日につきましては、土曜日の午前中とい

うことで今まで撤去を行っておりました

けれども、平成２２年度につきましては、

午前、午後等、移動保管の時間を変更し

ながらでも、効率的な移動保管を実施し

ていきたいと考えております。

　それから５番、公共交通整備事業の摂

津市駅前の阪急バス株式会社の考え方で

ございますけれども、阪急摂津市駅前に

つきましては、環境に配慮したまちとい

うことの中で、ロータリーについては経

路の中の１バス停留所しか設置できない

というふうに伺っております。ですから、

バスが待機をするとか、時間調整等はで

きないと伺っておりますので、経路とす

れば、あくまでも千里丘が中心となって、

１つの経路の中のバス停留所ということ

で、運行されるというふうに伺っており

ます。

○山本靖一委員長　大田参事。

○大田都市整備部参事　建築指導課に係

ります１１番目、２回目のご質問につい

てご答弁させていただきます。

　平成２２年度の目標はどういう位置に

あるかということですが、耐震促進計画

をつくりまして３年、本来、年次割りで

いくと約３０％が耐震化をしていただく

ような数字になると思うんですけども、

残念ながら耐震診断、３年で今年度は約

１７件で、平成２１年度は１７件であり

ましたけれども、やっぱりその全体をす

るという意味では、件数的には大幅に少

ないと思われます。また、それに伴って

改修工事が、平成２１年度が２件、平成

２０年度が２件と。診断に対して改修工

事も大幅に少ないとは思っております。

ただ残念なことに、耐震診断についても、

昭和５６年以前の建物ということで、皆

さんがもう危ないという認識があって、

わざわざ診断を受けるというとこまで至っ

てない方がたくさんおられるみたいに考

えられます。この改修工事になりますと、

やっぱり費用がかかるもので、国、府、

市の補助が限度額６０万円と、改修工事、

ざっと工事だけでも２１０万円から２４

０万円ぐらいが改修工事に必要な金額に

なろうかと思います。それで、かなり市

民の方が個人負担が増となるために、診

断は受けられても、改修工事に至ってな

いのが現状であります。ただ、国からも

平成２７年度達成率９０％ということで

うたわれておりますけども、今の現状を

見ますと、非常に困難と思われます。た

だ、それに向けて鋭意ＰＲに努めてまい

りたいと思いますので、ご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。
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○山本靖一委員長　渡辺参事。

○渡辺土木下水道部参事　公園に関しま

す１３番目の２回目のご質問にお答えさ

せていただきます。

　境川のせせらぎ水路、一応ホタルが飛

び交う水路というコンセプトで今、南千

里丘の工事を実施していただいておりま

す。そんな状況の中で、施工の方はきちっ

とやっていただけると思います。あと、

管理、我々、引き継ぎもきちっと行う中

で、今のホタルが飛び交う、まだ摂津市

内こういう状況下にあるところはござい

ませんので、そのあたりの勉強もさせて

いただきながら、やっぱりホタルとなる

と、やはり水質の問題であったり、より

自然に近い形というような方向にも持っ

ていかないかんということもございます

ので、非常に管理の方も難しくなってこ

ようかと思いますので、今後そのあたり

を勉強しながら、検討はしてまいりたい

というふうに考えております。よろしく

お願いいたします。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　質問番号１０番の

２回目のご質問にご答弁させていただき

ます。

　千里丘駅西口のエレベーター設置につ

いて、ＪＲの姿勢についてもう一度とい

うことでありますが、今までＪＲとはエ

レベーターの設置について、西口も必要

であるということで協議を行ってきてお

ります。設置箇所等の用地の協力等につ

いては、無償でお願いしますということ

も伝えておりますので、今後もそのよう

な具体的な協議につきましても、強く協

力を求めてまいりたいと考えております。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　質問番号１番の

２回目の質問のうち、下水道管理課でお

答えできる内容について、ご答弁させて

いただきます。

　まず、下水道整備区域にありながら、

何らかの理由で接続ができない件数につ

いてでございますが、分流地域につきま

しては約１，０００件、合流地域につい

ては約２００件ございます。

　それと、質問番号３番の２回目の質問

でございますが、正雀川の一級河川の格

下げ等についてでございますが、正雀川

の行政区域は、吹田市域になっておりま

して、本市が管理することはできないと

思っております。ただし、遊歩道整備と

格下げ等につきましては、一度、大阪府

の方に出向きまして、内容等を伺ってま

いりたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

○山本靖一委員長　堀課長。

○堀道路課長　狭隘道路の整備状況の中

で、平成２１年の整備はどういう状況に

なっているかということでございますが、

平成２１年度は、６件事前協議を受けま

して、１件が交付決定という形で決まっ

ております。残りの５件につきましては、

これは店舗、それとか戸別、戸建ての住

宅販売、それから皆さん、個人で自分の

ところで管理していきたいという物件で

ございまして、皆さん整備はされていっ

ております。

○山本靖一委員長　藤井次長。

○藤井土木下水道部次長　１４番目のＪ

Ｒ千里丘駅の東口の、先ほどの答弁で、

わかりづらかった点を補足させていただ

きます。

　ＪＲ西日本と今現在協議している内容

でございまして、かねてよりご指摘をも

らっております、道路敷に入れられない

のかと、なぜやということにつきまして、

西日本京都支社と詰めてきた内容で申し

上げますと、どうしてもやっぱり道路敷

には入れてもらうことはできないと。こ
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れにつきましては、どの駅につきまして

もそういうふうな状態で、西日本は臨ん

でおるということをかたくなに言ってお

りまして、これについては無理ですとい

うことで、今現在で申し上げております

のは、今月末をもちまして、ＪＲ敷地の

上部の清掃等につきましては、もう打ち

切ると。ＪＲが敷地と言っておるのだか

ら、自分のところで掃除等についてはやっ

ていきなさいと、４月１日からですね。

　あと問題としまして残りますのは、か

ねてより申し上げておったラックの設置

についてです。これについては設置して

いただいて結構ですということを言って

おりますので、ただ摂津市におきまして

は、ちょっと状況が変わってきまして、

ＪＲの千里丘のガードができ上がったこ

とによりまして、中島と申し上げますか、

その部分が大阪府の用地でございまして、

この用地にラックを設置していいという

ことで、現在もうそういうふうな形で進

めております。こういうようなところが

生まれたことによって、ラックを設置し

てまで駅前を整備しなければならないと

いうことが急務でなくなると。いずれ設

置するかもしれないと。設置できるよう

な内容で協定は締結していこうというこ

とでございます。

　そうしますと、あとＪＲ用地におきま

す放置自転車の撤去、これが問題になっ

てまいります。このことについてどうす

るんですかと。うちもやっぱりただでは

やっておらないんですよと。ですので、

ＪＲ用地の放置自転車撤去に係る費用の

応分の負担をしなさいということも、も

う既に投げかけております。ですので、

あとこの内容についてどうするんだと。

答えは決まっているんです。ＪＲでは放

置自転車の撤去はできませんということ

を言うておりますので、これはうちの方

でやっていかなければならない。そうし

ますと、やはり私が申し上げたんは、Ｊ

Ｒ用地やからということで、地下の駐車

場の借地料を、もうずっと払っておりま

すので、そういうふうな払うべきもんは

払いますよと。ですので、かかる費用に

ついては支払ってくださいということで、

今現在、それを詰めております。そのめ

どとしましては、今月末をめどにするん

やでということで、きつく言うておりま

すので、また来月以降、どういうふうな

形で言ってくるかということについては、

現在、待ちの状態になっているのが、今

の状況です。

○山本靖一委員長　山本参事。

○山本道路課参事　それでは、藤浦委員

の２回目の質問にご答弁させていただき

ます。

　８番目の、千里丘三島線の状況でござ

いますけれども、平成１９年度から事業

を始めまして、平成２１年度にようやく

一部建物等がなくなって、形が見えてき

たところでございます。平成２１年度に

おきましては、２件の所有者の方との交

渉が調いまして、移転補償の支出を進め

ているところでございます。用地につき

ましては、土地開発公社の方で約２３６

平米の先行買収を行っていただいておる

ところでございます。

　その続きについてなんですけれども、

今交渉は進めておりますけれども、１億

４，０００万円の移転補償の中で、どこ

までできるかというところなんですけれ

ども、年度当初に部分的ではありますけ

れども、交渉はしていただけるのかなと

いうところぐらいまでは、進んでいると

ころはございます。

　それと、９番目の交通バリアフリーな

んですけれども、基本構想の際には、特

定経路の設定のための現地調査等を進め
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ておったと思われます。今回は、基本構

想に基づきました特定経路のＪＲ千里丘

駅前、駅周辺、阪急正雀周辺のそれぞれ

の特定道路、市道認定している道路の部

分の特定経路を特定道路を言わせてもう

とるんですけれども、その現地調査と点

検ですね、どういう状況であるのかとい

うことの点検と問題点、改善点を出して、

資料整理を行うということから、その基

本構想のメニューに基づいた特定道路の

基本計画図の作成ということが生じてま

いりますので、委託発注をさせていただ

きたいというふうに思っております。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　１点目と２点目

の質問にお答えいたします。

　まず、平成２２年度のし尿等の切りか

えの目標というのがあるのかというご質

問でございますけども、具体的な数値目

標というのは持っておりませんけども、

啓発等により１件でも多く切りかえてい

ただけるよう、平成２２年度についても

努力をしていきたいと考えております。

　それから、東別府の下水道計画の中で、

今年度工事をするとすれば、すべてこれ

も対象世帯は浄化槽になってくるんです

けども、４９件でございます。浄化槽の

業者に対する補償ということでございま

すけれども、今現在、本市は浄化槽業者

に対する支援というのは行っておりませ

ん。補償というのは行っておりません。

　２点目のクリーンセンターの問題でご

ざいますけれども、今、中央、それから

吹田市案ということで、本市は優勢案と

位置づけて協議、交渉を続けております

けれども、その可能性ということで、今

年度に入っても何度か吹田市、大阪府と

協議はしております。大阪府におかれま

しても勉強会を立ち上げておられまして、

何とか協力をしようという姿勢はうかが

えるんですけれども、具体的に進展があ

るかと言われると、非常に厳しいと。大

きな問題は、やはり地域住民の合意とい

うことで、このハードルはかなり高いと、

見通しとしても非常に厳しいと考えてお

ります。

　それから、吹田市の調整池で何か情報

があるのかということでございますけれ

ども、吹田市は今の正雀処理場の施設を

利用して、調整池を設けるというような

ことを検討されておられます。これは、

本市のまちづくりにかかわる問題でもご

ざいますので、うちだけじゃなく、今後、

まちづくりの方とも連携をして、協議を

していきたいと思っております。

　それから、平成２４年度の処理場廃止

に向け、移転等のスケジュールはどうなっ

ているのかということでございますけれ

ども、以前から協議会等でも説明してお

りますように、移転となれば３年程度必

要ではないかなと。設計、それから建設

を含めて、一般的には３年程度。これは

場所ですとか、施設の仕様等によって、

期間についても変わってくると思われま

す。いずれにしても移転となれば、スケ

ジュール的にも非常に厳しい、何とか平

成２２年度には、一定の方向性を出す必

要があると考えております。

○山本靖一委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５４分　休憩）

（午後　０時５８分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　それでは、午前中の議

論に続きまして、質問を続けたいと思い

ます。

　まず、１点目のし尿収集運搬について

でございますが、お問いをしたことにつ

いて、答弁がなかったように思われます。

１つは、くみ取りを今やっているのは６
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１９件のうちの、未整備区域の部分が幾

ら、それから整備区域だけども、事情が

あって残っている分が幾らという振り分

けがありませんでしたので、もう一度ご

答弁をお願いします。

　２番目、クリーンセンターの問題でご

ざいますが、逆算をしますと３年かかる

と、移転にということですと、平成２５

年の春、完全に機能廃止ということにな

りますと、平成２２年の春ぐらいからと

いうことは、この春から移転準備をスター

トしないといけないということになりま

すから、これはもう出来るだけ早い時期

に、行き先を決めていただかないといけ

ない。もう夏ぐらいにはやっぱり決めて、

スタートしなければいけないというふう

になるのではないかと思うんですけど。

だから、いつまでに期限を切って、夏やっ

たら夏までにということで、期限を切っ

て進めていただくということで、でない

ともう、せっかく移転先が決まっても、

ずれてしまったら、それは工期を短縮し

て突貫工事をすれば間に合うのかもわか

りませんけども、一定そういう目標をしっ

かり持っていただいて、進めていただく

ということを、これはお願いしておきた

いと思います。

　そして、議会としましても、何か援護

射撃ができるのであれば、またしっかり

これは委員長の下で当委員会でも検討し

ていただきたいということで、進めてい

きたいというふうに、委員長にお願いし

ておきたいと思います。これは要望で結

構です。

　３番目、終末処理場の負担金関係でご

ざいますが、先ほど正雀川が吹田市の領

域で、吹田市が管理ということですから、

これは二級河川に落ちたって、吹田市が

管理すればいいということになるのかも

わかりません。さしてそのことについて

追及する必要もないかもわかりませんが、

一応、情勢としてはどうなるのかという

のは、一応つかんでおいていただきたい

なということでございますので、これは

お願いしたいと思います。

　それから、終末処理場につきましては、

何度も言っていますが、やっぱり調整池

も含めてこういうものを残さないと。市

内に、もう何としても残さないというこ

とを、これは大原則として、もう跡形も

なく、なくすという、これのみでござい

ますから、それ以外の解決策はないとい

う考えで進めていただきたいということ

で、これは要望としておきます。

　４番目の放置自転車についてでござい

ます。先ほど、日曜日についても平成２

２年度は実施、検討しますということで

ございますから、これは効果的に進めて

いただきたい。それから土曜日も午前ばっ

かりじゃなくて、午後も入れて、要する

に固定化しないと。市民の皆さんは、い

つ来て、いつ来ないということをよくご

存じですから、不意打ちと言うたらおか

しいですけど、そういうマナーを、しっ

かりと向上するための取組みとして進め

ていくということでございますから、こ

れは引き続き鋭意努力をしていただいて、

これは市民の皆さんのマナーがしっかり

と向上するように、これからもお願いを

するということで、要望としておきます。

　５番目、公共交通整備事業ですが、バ

スの問題でございます。懇談会として、

先ほど呼びかけると、吹田市、大阪市交

通局、高槻市交通局ですね。これが懇談

会という同じ席ではちょっと難しいかも

わかりません。それだったらそれで、も

う直接摂津市が交渉するなり、何らかの

形、とにかくもう引きずり込むんだとい

うぐらいの思いで、巻き込んでいただい

て、とにかくもう摂津市にとって一番有
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利な方向へ交渉、これはもうしっかりと

交渉していただくということで、また副

市長の下に、また手腕を発揮していただ

きたいということで、よろしくお願いし

ておきたいと思います。これは要望とし

ておきます。

　７番目の狭隘道路整備事業です。先ほ

どのご答弁では、６件中ややこしくなる

ようなのはなかったということでござい

ますから、これは執行率が低いというの

は、先ほど言われたように長引く不況で、

なかなか件数が上がってこないと。これ

はもうどうしようもないわけでございま

すが、理事者の皆さんとしては、出てき

たものについては、もう水も漏らさず、

これはもう執行していくんだという強い

思いを持って、とにかくやっぱり道路拡

張の大きな施策ですよね。茨木市なんか

は、これでどんどん広げてきているとい

う、こういう経緯もありますし。摂津市

はたとえどんな相手が来たとしても、こ

れはもう窓口で攻防戦を繰り広げていた

だいて、一歩も引くことなく、これは実

施を続けていただきたいということを、

強く要望しておきたいと思います。この

件はこれからも毎回質問いたしますので、

よろしくお願いいたします。非常に僕も

期待をしておりますので、よろしくお願

いします。

　８番目、千里丘三島線の改良工事です。

聞いたことに対しての答弁が、余りはっ

きりしてなかったので。本会議では３年

後というふうに、完成が３年後という目

標を言われています。３年後というのは、

買収が始まった平成２１年度が初年度な

んですか、平成２１年、平成２２年度、

そして買収をして、平成２３年度に工事

をして完了と、こう考えたらいいのか。

いや、平成２２年度が初年度で、平成２

２年、平成２３年で、平成２４年度が完

成と、こう言われたのか、そこを聞いた

んです。それが１つです。

　それから、例えば順調に買収が進んだ

らと言われていますが、順調に行かなかっ

たときはどうするんですかということを

聞いたんです。もし、２割、３割残りま

した。だけども、一応３年のめどとして、

できたところについてはやるんですよ、

残りは引き続き買収を進めていくんです

よというスタンスをとられるのか、いや、

買収が進まない限りは工事には入りませ

んというスタンスをとられるのか、ここ

を聞きました。それをお答えください。

　それから、３点目は、反対側は残して

おくということですね、反対側には手を

つけないと。わかりますね、反対側とい

うのは、道路の反対側です。幼稚園側の

方ね。こちらはいろいろと問題があって

残しておくということですが、こちらの

方は、当然、後からになりますけど、こ

ちらはどういう考え方をするのですかと

いうことでございますので、それをお答

えください。

　９番の交通バリアフリー化事業のこと

でございますが、やっぱりその費用に５

００万円かかるんですか。とにかく費用

対効果という部分をよく考えていただい

て、これは執行をお願いをしたいという

ことでございますので、これは要望とし

ておきます。

　１０番目、ＪＲ千里丘駅西口のエレベー

ターの設置についてでございますが、先

ほどもＪＲの姿勢のことについては答弁

が、余りはっきり言われなかったんです

けど。どうなんですかと。テーブルにつ

かれたときに、真っすぐ座ってはるんで

すか、斜めに座ってはるんですかという

ことを聞いているんですけど、単刀直入

に言うとそういうことですが、ＪＲは手

ごわいのか、それともこっち向いてるの
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かということでございますが、それによっ

てやっぱり我々議会も、これは援護射撃

が必要やということであれば、もうこれ

は委員会としても、乗り込んでいく必要

があるかなということも考えるべきだと

思いますので、そのところをもう一回聞

きます。

　それから、もう一つは工事に至るまで

のスケジュール、目標を聞きましたけど

も、それもご答弁がなかったですが、順

番から言うと、検討業務委託について懇

談会を始めて、それから基本設計業務が

後から始まるんですか、一緒に始まるん

ですか。それで、実施設計はどんな段階

に始まるんですか。それから工事と、こ

うなるんでしょうけども、私は、早けれ

ば早い方がいいと思っているんです。だ

から、その辺、目標を聞きたいんです。

　１１番の耐震補助金でございます。耐

震の補助金ですが、なかなか大変ですね。

しかし、まだ６年間ありますから、せっ

かくつくった計画です。導入をした制度

ですし、多くの人が本当に利用していた

だけますように、右肩上がりでふえてい

くのが一番望ましいですが、そこをとに

かく目指していただいて、あきらめるこ

となく、あきらめてしまったら、もうそ

れで何もないですから、担当者としては

決してあきらめることなく、最後の最後

までこの目標を目指して頑張っていただ

きたい。モチベーションを高めて頑張っ

ていただきたいということを要望してお

きたいと思います。

　１３番目、公園の維持管理についてで

ございます。先ほどホタルの話をしまし

たけれども、これは非常に興味深い試み

として、やっぱりこの南千里丘は環境の

コンセプトですから、それは前々から私

は言ってますが、今まで川の水を使うと

かはちょっと不可能でしたけども、今回

は雨水ということで、要するにまじり気

がないということでもありますし、可能

性が大きく膨らむと私は思います。そし

て、幸いなことに、我が庁舎には、小山

参事というホタルにとっては大変博学な

方がおられますし、その人の意見も、こ

れはもう本当に庁内にとっては幸せなこ

とでございますから、その知識も大いに

利用していただいて、真剣にホタル保存

会の設置も含めて考えていただきたいな

と思うんです。

　それから、事業の予算書なんですが、

これはガランドなんかもきちんと分けて、

ガランドの管理料として項目を、その水

路の部分だけ、ぜひ分けていただきたい

と思うんです。というのは、非常に注目

を我々もしてますし、管理料がどうなっ

ていくのかということもあります。膨ら

むか減るか。それから、環境という部分

で、やっぱり費用対効果をしっかり見届

けていかなあかんということがあります

から、これはぜひ１つの事業として、比

較しやすいようにしていただいた方があ

りがたいなと、これは私の個人の見解で

すが、一度ご検討ください。

　それから住民管理という問題。例えば、

ガランド水路ですと両自治会の方に協力

をいただいて、２か月に１回清掃をして

いただく、つくるときに実はこういう協

定をして、今もずっと清掃活動を、花を

植えたりとかいう活動をしていただいて

いますが、非常にそういうことでは絡ん

でいただいてますね、管理について、ま

た親しんでいただいていると言えますけ

ど。こういう環境をつくるということも、

南千里丘のところにも必要だと思います。

ただ、まだ住民がいません。向こうはま

だマンションの建設中ですから。これは、

ぜひやっぱり、今後どういう形になるか

わかりませんが、ホタル保存会になるか
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もわかりませんが、何かの形でそういう

住民との絡みを、管理者として考えてい

かないといけないと思うんですが、今、

課長として何か描かれているイメージが

あれば、お答えください。

　それから、ＪＲ千里丘駅東口の管理協

定の話については、よくわかりました。

これは認識しているより少し変わってき

ているということもわかりますし、ラッ

クについても、設置について、駅前の部

分もあったし、反対側の不動産屋の前の

あたりについても計画があったと思いま

すが、あわせて保留になってましたから、

そういうのを含めて、一定、落ちつく場

所に最終落ちつけるような方向で、早期

実現を目指していただきたいということ

で、これは要望とさせていただきます。

○山本靖一委員長　渡辺参事。

○渡辺土木下水道部参事　公園の維持管

理事業についてのご質問に、ご答弁をさ

せていただきたいと思います。

　境川のせせらぎ水路、まだ完成はして

おりませんが、今後管理に当たって、市

民参画というような形も踏まえた形の中

の管理のイメージということで、お尋ね

と思うんです。まさにガランド水路も近

隣の自治会の方々ともども、年４回とい

う清掃活動も実施していただいておりま

す。そんな状況を、この今の境川につく

れていったらなというのは考えておりま

す。まだ今、住民もおらない状況でもあ

る中で、今、ちょっと場所的には違うん

ですけれども、今の境川の阪急軌道を挟

んで北側、ちょうど境川の堤防になるん

ですけれども、不法駐車対策も兼ねて花

壇の設置を今考えています。それを、今、

緑化推進連絡会の方に投げかけながら、

そこの管理、日々の管理を近隣の住民の

方にお願いして、その辺の了解も今取り

つけたような状況でもありますので、そ

ういう状況で、やはり日々管理していた

だくのは、なかなか行政だけで管理する

というのは非常に難しいところがござい

ますので、日々そこを通っていただくこ

とによって、見ていただくことで管理が

充実していくような、市民と協働の管理

方法というのを、今後、検討していきた

いとは考えております。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　１点目の、くみ

取り件数６１９件のうちの未整備区域の

件数というのは、どれぐらいなのかとい

うご質問でございますけども、正確な数

はつかめていないんですけれども、今、

整備の方で毎年工事をやっておりまして、

大体１００件に１０件ぐらい、１０件に

１件ぐらいの割合でくみ取りの世帯があ

るということでございます。一般家庭で

いきますと６１９件ですけども、これ以

外に事業所等が２３０件を超えておりま

して、全体で言いますと８５０件近くの

件数があると。このうちの１０％、１割

程度が未整備区域の件数ではないかと。

これは正確な数じゃないんで、単純に今

の工事の中でのくみ取りの割合という、

１割ぐらいという割合を掛けますと、そ

ういった数字になるということで、正確

な数字は把握しておりません。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　エレベーターの関

係ですが、エレベーターの工事に至るま

でのスケジュール、目標ということでご

ざいますが、平成２２年度にエレベーター

の設置検討業務を予定しております。設

置検討業務の中でエレベーターの設置箇

所を決めまして、その場所が決まりまし

たら、エレベーターの基本設計を行うと

いうことで、平成２２年度はそこまでの

予定をしております。その後、平成２３

年度には実施設計を行い、平成２４年度
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にエレベーターの設置工事を行っていき

たいというようなスケジュールで考えて

おります。

○山本靖一委員長　新留課長、エレベー

ターのことで、ＪＲの方は非常に協力的

な対応をしていただいてますかというお

問いがありますので、そのことについて

答えてください。

　中谷部長。

○中谷都市整備部長　ＪＲの方が前向き

な取組みをしていただいているかという

ことについては、私の方からお答えさせ

ていただきます。

　私も個人的に何度かお会いさせていた

だいています。エレベーターの設置につ

いては、ＪＲの職員の方も前向きに取り

組んでいただいていると私は思っており

ます。ただ、ＪＲ西日本は各駅がたくさ

んございます。千里丘駅と同じような構

造の駅がたくさんあるということで、取

扱いというのは一定、千里丘駅だけが特

別というわけにはまいりません。ＪＲの

方も内部というんですか、決まり事があっ

て、こういう駅に対しては、こういう対

処をすると。それを外して何か特別な千

里丘のエレベーターにしていただけるか

というのは、基本的な部分では難しい部

分がございます。ただ、それ以外のもの

ですね、設置場所とか、その他いろいろ

な点について、向こうの協力をどれだけ

得れるのかということに対して、今年度、

交通量調査等を行いまして、実際にその

エレベーターを利用されるであろうとい

う方々が、ＪＲをどれだけご使用になる

のかという数字を示して、ＪＲ側の協力

をより得やすくしていきたいという思い

で、ことし行ったものでございますけれ

ども、姿勢そのものは前向きに取り組ん

でいただいておりますので、こういう数

字を提示した中で、より一層、協力を得

た中で、エレベーターの設置を進めてい

きたいというふうに思っております。

○山本靖一委員長　藤井次長。

○藤井土木下水道部次長　８番目の千里

丘三島線の拡幅の予定でございますが、

３年と申し上げておりますのは、用地買

収、あえて今現在行っております側を西

側と、残っております側を東側と申し上

げますと、今現在西側を進めております。

西側を平成２２年、平成２３年度に終わ

らす目標で、今現在取り組んでおります。

あと、万が一交渉に応じてもらえなかっ

た場合どうするのかということでござい

ますが、方法といたしましては、粘り強

くやっていくということと、あとここに

つきましては都市計画法の決定を打って

おりまして、都市計画法の事業認可を取

得すれば、そのまま収用をかけられるわ

けなんですが、何せ道路事業でやってお

るもんですから、強制収用するためには、

道路の事業認定という認定の許可を受け

なければならないと。この事業認定を受

ける許可基準というものがございまして、

おおむね７割、８割ぐらいが用地買収が

済んでおるということが条件にされてお

りまして、そうしますと、この割合は東

側も含めましての割合でございますので、

ですから西側だけの道路の事業認定が取

れるかというたら、これは不可能だと思

われます。ですので、西側を優先的に進

めていく上では、もう粘り強く相手方と

交渉していくということが不可欠であり

ます。

　あと、反対側の予定でございますが、

今のところ予定としましては、今、目標

にしております平成２３年度末をもちま

して用地買収が終わりました。そうしま

すと、西側だけの道路工事に入りたいわ

けなんですが、この工事もやはり国費を

取り入れて工事をしていきたいと。ただ、
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このことにつきましても、片一方といい

ますか、西側だけで国費の採択が受けら

れるか。両側を整備するということになっ

て、初めて国費がいただけるものなのか

等につきましても、やはり平成２２年度

から大阪府との交渉も、あえて突っ込ん

でやっていきたいと。これは進捗ぐあい

等を見合わせながら、国費の取得が可能

かどうか等につきまして、進めていきた

いと。これが可能になりましたら、その

国費事業を取り入れまして、西側の整備

にかかっていきたいと。一定その流れを

見てから、東側の計画については、その

後、考えて進めていきたいと今現在思っ

ております。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　もうこれで最後にした

いと思います。

　先ほどの、し尿の関係でございますが、

未整備区域は意外に少ないなということ

で、大体今言われた８５件ぐらいが未整

備。あとは大半が整備区域でありながら、

何らかの理由で接続ができないと。こう

いうことになっているんだろうと思いま

す。いろいろ条件があると思うんです、

高齢者のみの居住であるというふうな、

私も知ってるところがあります。高齢者

だけの居住で、もうちょっとそれだけの

負担が難しいとか、あと土地と家と、そ

れから店子といいますか、住んでいる方、

３者の権利者がおって、権利関係が非常

に複雑で、接続に対してどこがお金を出

すんだというようなことで、なかなかま

とまらない。こういうような理由も聞い

ています。さまざまにあると思いますけ

ども、やっぱりケース・バイ・ケースで

よく配慮していただいて、無理な負担に

つながらないようにということは、最大

に配慮していただきながら、件数を減ら

すという意味では、これはちょっと逆行

しますけど、努力をしっかりとお願いし

たいと思います。

　また、最初の方にありましたが、東別

府地域にいよいよ下水管布設ということ

でございますから、これは予定どおり下

水管の布設が行えるように、要望してお

きたいと思います。これは件数を減らす

ということが、いわばクリーンセンター

の移設の問題に大きくかかわってまいり

ますし、できれば減らせれば減らせるほ

ど移転の話もしやすいと。汚泥もこれは

全部クリーンセンターに入れてますから、

浄化槽になったら浄化槽汚泥なんかも発

生しているわけで、総件数を減らすとい

うのが大きな目標でございますから、しっ

かりこれは取り組んでいただきたいとい

うことを要望しておきたいと思います。

　それから、千里丘三島線でございます。

はっきり聞きますと、何となくまたちょっ

と遠のいたような感じがして、希望がま

た遠のくなという感じがしたんですが、

これは交渉で、何もかも条件がよくなっ

たら３年ということで、これから国の意

向やいろんなことの動向で、若干変わる

かもわからないということが含んでいる

ということですね。しっかり、鋭意努力

をしていただいて、お願いしたいと思い

ます。全部の買収が終わらなくても、も

しかかられるのであれば、可能であれば、

これはできるところからやっていただく

ということが、やっぱり理想だと思いま

すから、これは進めていただくように、

しっかり要望しておきたいと思います。

　それから、ＪＲ千里丘駅西口のエレベー

ター関連。ＪＲが、前向きに真っすぐ構

えていただいているということです。だ

から、しっかりお願いしたいと思います。

　それで、自由通路という名前で呼んで

ますが、非常に中途半端な扱いですよね、

自由通路と言いながら、実はシャッター
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が閉まるような自由通路はないんですが、

シャッターを閉めるとか。それから、両

サイドに広告をずっとやってますね、広

告板が張ってあるんです。申し込んだら、

掲載代を高く取るんです。例えばＢ２サ

イズのポスターならば、７日間張るのに

１万１，１３０円取られるんですよ。そ

ういうことはきちっと、金は取るところ

は取って、広告も全部お金を取って管理

もしているのに、通っているお客さんは、

うちのお客さんじゃないんだと。それで、

エレベーターもエスカレーターも費用を

出せということになってますから、非常

にそういう中途半端な都合のいい考え方

になってますから、それやったらエレベー

ターも市につけさすんやったら、そこも

開放してほしいと。

　例えば今、写真のアート展とか、文化

連盟なんかがやっているの、なかなかや

るところがなくて困っています。あそこ

にばっと張らせてもらったら、多くの人

に見てもらえるというようなことになり

ますし、例えばモノレールの門真駅なん

かだったら、そういうとこに張れるスペー

スがありますから、ちゃんとやっている

ところがありますから、そうやってでも

市にちょっと開放すれば、多少はこうやっ

て管理料を払う意味も出てくるんじゃな

いかと思いますから、そういうことも１

つの交渉材料として、こんなおかしいこ

とになってますよということで、せめて

こんな管理料を払うのなら、ここの広告

板は全部取っ払って、文化連盟なりにちょっ

と貸してくださいなというようなことを、

一遍交渉の材料にすればどうかなと、こ

れは提案しておきたいと思います。どち

らにしましても、これは早期実現を目指

して、今、平成２３年実施設計、平成２

４年から工事と言われてましたけども、

前倒しできるんであれば、補正を組んで

でも、少し実施設計を早めて、半年でも

早めてということで、実施に向けて鋭意

努力をしていただくということで、これ

は要望しておきたいと思います。

　それから、公園維持管理の方でござい

ますが、先ほどの南千里丘の境川の上の

水路の遊歩道ですけど、住民管理につい

ては、今後、ビジョンをしっかり持って

いただいて、みんなで管理ができるとい

うふうなことを目指して、心がけていた

だいて、管理を進めていただきますよう

にお願いをし、要望として、質問を終わ

ります。ありがとうございました。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　まず、歳入についてお伺

いいたします。

　道路占用料について、平成２２年度は

９，８００万円ということで、前年より

５０万円アップをされています。申し上

げますのは、南千里丘地区の道路占用の

内容について、お尋ねをいたしたいと思

います。ご案内のとおり、電柱はないと

いうことで、共同溝の中にいろんなもの

をされていると思うのでありますが、そ

れの内訳等をお聞かせいただきたいと思

います。

　続きまして、市営住宅の家賃について

お尋ねいたします。平成２２年度当初、

７，３１０万９，０００円の計上でござ

いますが、現年、過年も含めて、説明を

お願いいたします。

　次に、市営住宅の建替工事がいよいよ

平成２２年度から始まりますが、今期の

工事費は３億８，７５０万円ということ

でありまして、１６億３，６００万円の

一部ということであるわけでありますが、

継続費の設定もされておられますので、

どのような状況で、いわゆる工事が進ん

でいくのか。あるいは金額的な問題につ

いて、お尋ねいたします。これは歳出で
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もありますが。

　続きまして、都市再生地籍調査の業務

について、お尋ねをいたします。これは、

補正予算第８号ともありますので、あわ

せて平成２２年度と補正８号と両方でお

答えをいただきたいと思います。補正第

８号につきましては、当初６００万円の

事業ということで、国、府、市の割合が

決められておりまして、補正で国が２５

万円、府は１２万５，０００円、そして

市が１０４万２，０００円の減額であり

ますが、これについての内訳等をお尋ね

いたします。そして、平成２２年度は、

国が３００万円の事業のうち１５０万円

の歳入、補助金ということです。大阪府

は３００万円の４分の１ということで７

５万円ということでありますが、本市の

予算は５００万円でありますが、この内

訳についてお尋ねいたします。

　続きまして、橋梁保守点検委託料とい

うことで、補正第４号で８００万円が国

の一次補正とあわせて、本市の予算となっ

ておりましたが、補正第８号で６５万円

の減額でありまして、実績７３５万円の

支出かと思いますが、この点検結果と今

後の対策についてお尋ねいたします。

　続いて、道路冠水警報設備設計委託料

ということで、平成２１年当初３６０万

円の予算でありましたが、補正で３７万

９，０００円の減額であります。これに

ついてお尋ねをいたしたいと思います。

　続きまして、公園遊具点検業務委託料

でありますが、平成２１年度１５０万円、

平成２２年度も同額ということでありま

す。補正で６００万円の工事費が組まれ

ておるわけでありますが、この繰越明許

もされまして、平成２２年度でやるとい

うことでありますが、これと連動いたし

まして、この点検業務委託は、やはり変

えなければならないと思うのであります

が、これについてのお考えを聞きたいと

思います。

　公園管理工事で３８０万円の予算が計

上されていますが、これについての内容

等についてお尋ねいたします。あわせて

修繕料ということで１，４９４万６，０

００円の執行予定でありますが、これに

ついてお尋ねいたします。

　公園等の砂場消毒清掃委託料が、この

間かなりふえてまいりまして、４９９万

１，０００円でありますが、実績等も踏

まえて、どのようにやっていこうとされ

ているのか、お尋ねいたします。

　債務負担行為でありますが、先ほど部

長の方からご説明をいただきまして、府

営まちづくり水路整備事業ということで、

平成１９年から平成２２年度で８６０万

７，０００円の限度額を設定をされて、

３年間ということであります。ところが、

２２０ページの説明を見ると、非常にわ

かりづらいので、改めてご説明いただき

たいと思います。

　交通指導業務委託料ということで８３

６万９，０００円の予算計上であります

が、これはさきの第４回定例会におきま

して、債務負担行為が設定をされまして、

本年度の事業でありますが、このときの

私の質問に対しまして副市長は、この事

業のあり方について、検討していきたい

ということでおっしゃっておられました。

業務委託料は設定をされておられます。

これについての経過等、あるいは副市長

の考え等もお聞きをいたしたいと思いま

す。

　交通対策費で、土地借上料として平成

２１年度１，８４７万円が９％のアップ

で２，０２３万円となっておりますが、

これの内容についてお尋ねいたします。

　市政の重点施策と言うんですか、この

中に駐車場料金のあり方について検討し
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ていきたいということでありました。こ

れはどうなっているのか、お尋ねいたし

たいと思います。

　道路反射鏡の点検委託料６６万円の予

定でありますが、さきの議会等で、損害

賠償の請求の話がありました。カーブミ

ラーが倒れて、そんな状況の中で、どの

ような点検と、そして対策が講じられて

いるのかお尋ねいたします。

　これも決算の委員会で申し上げました

が、鳥飼西３８号線の側溝への転落防止

対策として、安全柵を設置をしてほしい

という要望を踏まえておこないましたが、

今年度事業に入っているのか、入ってお

らないのか、お尋ねいたします。

　鳥飼地域には数多くの水路、農業用水

路を含めて水路がたくさんあるわけであ

りますが、これに水路の安全柵がたくさ

んあるわけで、この中で非常にさびて、

見ばえが悪い状況でありますし、一部、

塗装をしていただいたんですが、まだま

だやらなければならないところがたくさ

んございます。この水路の柵の塗装につ

いて、どのような取組みをしていただけ

るのか、お尋ねいたします。

　これも第４回定例会で質問いたしまし

たが、市内の水路、特に別府地域の水路、

味生水路、あるいは別府水路等が、先ほ

ども出ておりましたように、公共下水道

がまだ布設をされておらないという状況

で、水路に流されておるわけであります

が、これに対して、やはり神崎川の浄化

に対して、水路の浄化対策は必要だとい

うふうに感じておるわけでありますが、

この取組みはどのような状況でしょうか。

　三島緑地公園というのがございまして、

温水プールの西側でありますが、この公

園の維持管理について、どのようにされ

ているのかお尋ねいたします。

　最後に、府道十三高槻線の工事進捗状

況について、市としてどのような状況を

お持ちで、今後どのようにされていくの

か、お尋ねいたしたいと思います。

○山本靖一委員長　林課長。

○林建築住宅課長　市営住宅に係ります

原田委員ご質問の家賃につきましては、

野口参事の方から、建設事業費につきま

しては、私の方から答弁させていただき

ます。

　市営住宅本体工事費の算出根拠につき

まして、ご答弁申し上げます。市営住宅

本体工事につきましては、旧市民プール

跡地敷地の一部を利用しまして、平成２

２年度から平成２３年度、事業費１６億

３，６１８万５，０００円。内訳といた

しまして、市営住宅本体工事が１５億５，

０００万円、三島２３号線整備工事が３，

０００万円、工事監理委託料が３，８３

０万円。合わせまして１６億３，６１８

万５，０００円。その中で平成２２年度

にかかる工事、３億９，４０４万７，０

００円につきましては、おのおの出来高

率２５％を掛けさせて、計上させていた

だいたものでございます。工事費につき

ましては以上でございます。

○山本靖一委員長　渡辺参事。

○渡辺土木下水道部参事　原田委員の公

園に係りますご質問をいただいており、

ご答弁申し上げたいと思います。

　まず、１点目の公園遊具の点検業務委

託についてでございます。この業務につ

きましては、昨今、新聞紙上で遊具の事

故報道がされたことを受けまして、国土

交通省が示しております指針の内容に沿っ

て、子どもたちの安全・安心の観点から、

平成２０年度から実施をいたしておりま

す。

　位置づけといたしましては、新設遊具

及び経過年数の浅い遊具は外しまして、

その他の全遊具に対して定期点検を実施
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いたしております。一応、年間の遊具の

点検に対する今の対策なんですけれども、

日々の突発的な破損、これに対しては公

園パトロールによりまして、日常点検で

修繕等で対応させていただいております。

ところが、遊具は非常に年数もたってい

る遊具が数多くございますので、内面の

腐食や重要な稼働部の磨耗、このような

ものに対して、専門的な知識を持った技

術者による委託業務、これを定期点検と

して年１回、発注いたしているという状

況でございます。

　ですから、確かに毎年、毎年という形

にはなるんですけれども、本市の公園は

２０年から４０年、開設後たっている公

園がほとんどでございますので、かなり

老朽化が進んでいるというのも事実でご

ざいます。ですから、毎年、毎年、やは

り経年変化を見た形の中で、定期点検で

悪いものについては、取り替えていくと

いうことを行っていきたいということで

考えております。

　そんな状況の中で、平成２１年度、ま

だ竣工物件としては上がってないんです

けれども、平成２１年度の判定結果とい

うことで、今、公園みどり課で把握して

おります公園遊具の数なんですが、都市

公園で３５１基、ちびっこ広場で３０１

基、計６５２基の遊具が設置されてござ

います。そんな状況の中で、平成２１年

度の点検につきましては、５７７基の点

検を行っております。その判定の中で、

要は至急対策が必要なD判定というもの

が３５基ございました。３５基の内訳と

いたしましては、腐食による、やはり至

急撤去していかないかんというのが９基、

あと修繕等によって対応しなさいという

のが、残りの分が上がってきておるよう

な状況でございます。その結果を見据え

た形の中で、先ほど委員がおっしゃって

おりました、補正で組ませていただいて

いる公園遊具の取替えの６００万円、こ

の辺の金額を充ててまいりたいというふ

うに考えております。

　続きまして、公園の工事、公園施設整

備事業の中の工事請負費３８０万円の内

容でございます。これにつきましては、

先ほども申しましたが、本市が管理する

公園、もうほとんどが２０年から４０年

経過している公園ばかりでございます。

そんな状況の中で、その中にある公園施

設、これにつきましてはもう修繕、修繕

での延命を図っておるというような状況

でございます。そんな状況の中で、もう

修繕で耐え切れなくなったもの、それに

対しての取替工事というものを考えてご

ざいます。今年度、この３８０万円で行っ

てまいりたいと考えておりますのが、都

市公園でも結構やはり使用頻度の高い公

園のフェンスの新設、このあたりを考え

てございます。それとあとは市民からの

ご要望、今のジョギングロードとか、か

なり年配の方が歩かれている状況の中で、

そこへおりる階段があるんですが、そこ

らへの手すりをつけることによって、お

りていくのが楽になるというような要望

もいただいておりますので、そのあたり

も今、検討しておるような状況でござい

ます。

　修繕料についてでございますが、これ

が前年度と比べますと２３万円ほどの増

額をいただいております。内訳といたし

ましては、通常、修繕、経常的な公園施

設の修繕料といたしましては、先ほども

申しましたフェンスであったり、ベンチ、

そのあたりの補修に対し、あと公園灯の

灯具の補修、あと便所施設の補修、その

ようなものにも使っておりますが、こと

しはやはり特色ある公園づくりというの

もありまして、新幹線公園の新幹線車両
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の塗装、それとあと正雀交通公園という

のがございます。せっかく交通教室を開

こうにも、今、信号機がもう老朽化した

状態になってございます。このあたり、

交通対策課とも連携をとりながら、小学

生の交通教室に使ってもらうために、こ

の辺の信号機の取替え、このあたりも今、

検討しておるというような状況でござい

ます。

　それと、公園等砂場消毒清掃委託料と

いうことで、前年度平成２１年度なんで

すが、これ当初予算では２１０万円上げ

させていただいております。あと、１回

目の補正で緊急雇用という形で、ほぼこ

の５００万円ぐらいの増額をいただいて

おります。そんな状況の中で、今年度も

当初から今の緊急雇用創出基金を組み込

ませていただいておりまして、通常の予

算では２１５万円、あと緊急雇用創出基

金として２８４万１，０００円の合計４

９９万１，０００円という形の計上をさ

せていただいております。

　それと、温水プール裏の緑地の管理に

ついてのお問いでございます。そこには

三島２丁目第１、第２緑地と、ちびっこ

広場がございます。三島２丁目ちびっこ

広場がございます。それぞれちびっこ広

場につきましては地元に、わずかではあ

りますが補助金をお渡しする中で、管理

をしていただいております。そこの地区

で緑地につきましても、ちびっこ広場の

管理の折に、地元の方が除草等の清掃活

動をやっていただいていたというのが、

今までの実績でございます。

　しかしながら、このちびっこ広場の管

理につきましては、かなり温度差がござ

います。どうしてもちびっこ広場の地元

がコミュニティの場として使われる頻度、

これによってかなり清掃活動の温度差が

非常にあらわれてきます。本市としまし

ても、市管理公園でもありますので、十

分に目を行き届かせながら、今後、管理

を充実させていきたいと思っております。

○山本靖一委員長　野口参事。

○野口建築住宅課参事　質問番号２番目

の市営住宅の家賃、その内容についての

ご質問をいただいています。これは、３

２ページ、使用料及び手数料、項１、使

用料、目５、土木使用料の中で節２、公

営住宅使用料で７，３１５万１，０００

円ということで、その中身で市営住宅の

使用料の方が７，３１０万９，０００円、

それから市営住宅用地の使用料４万２，

０００円ということになっております。

お尋ねの家賃の方が市営住宅使用料とい

うことで、７，３１０万９，０００円で

す。これの中身を言いますと、家賃の方

が６，６１９万７，０００円と、あとは

駐車料ということです。この予算計上を

させてもらっている内容といいますのは、

平成２０年度の決算額で計上した数値で

ございます。ですから、平成２０年度の

収納の額だということです。なぜこうい

うふうになっているかというのは、予算

組みする場合に、普通予算額というのは、

その年度に収納するべき現年分がござい

ます。それと、それまでの滞納の繰り越

し分がございます。どうしても１００％

現年で取れるというわけにはまいりませ

んので、滞納が出てきます。それプラス

したものを想定して、家賃の予算算定を

させていただいています。

　ところが、現年度を申し上げますと、

入居者の方の家賃を算定する場合、その

方の収入に応じて家賃が決定されるとい

うことになりますと、居住者の方の収入

の申告をしていただくと。普通３月に税

金の申告をされた後、また申告をいただ

いているということで、居住者の方もか

なり煩わしいということもありまして、
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遅れがちということもあります。そこへ

もって、私どもの方の予算の計上時期が

秋になってきますので、どうしてもその

時期では間に合わないということで、現

年度の予算計上が難しいと。滞納につき

ましても、繰り越しした、例えば平成２

１年度の場合でしたら、平成２０年度ま

での滞納繰越しは確定でわかるんですけ

ど、現在進行中の現年度の分が、次年度

の平成２２年度の場合は、５月の出納閉

鎖で確定されるものですから、現年度と

滞納分との両方を加味しながら算定する

ということになると、かなり難しい部分

もありますので、そういった面で、決算

額、実際の実績額でありますので、それ

を用いさせていただいているというのが

現状でございます。もちろんこれが最善

の方法であるとは考えておりません。こ

れから他市の計上のやり方、あるいは収

入申告されるのに、できるだけ早く繰り

上げしていただくよう、お願いしようか

なとも考えているところでございます。

そういういろいろな事情をお察しいただ

きまして、よろしくご理解をお願いした

いと思います。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　質問番号１６番

の鳥飼地区の水路柵が、かなりさび等が

浮いて老朽化していますということで、

補修等についてでございますが、この地

域の安全柵は、ほとんど神安土地改良区

が管理いたしておりまして、従前より委

員からもご指摘等も受けておりましたの

で、神安土地改良区へ水路柵の補修を要

望しておりました。平成２２年度より藤

森神社の北側を流れております鳥飼南水

路の鳥飼野々３丁目６番地先から、上流

の鳥飼下３丁目４５番地先、天理教のと

ころの間でございますが、約１４５メー

トル新たに安全柵を設置していただく予

定になっております。地元市といたしま

しては、神安に７４万９，０００円を負

担する予定でございます。参考までに負

担割合でございますが、大阪府が５０％、

神安が２５％、本市が２５％でございま

して、大阪府の割り当て配当によりまし

ては、変更があるとも伺っております。

そして、平成２３年度以降も、引き続い

て施行していただけると伺っております。

　続きまして、質問番号１７番でござい

ますが、味生水路等の水路におきまして

の水質浄化等についてでございますが、

水路の水質につきましては、以前は非常

に汚濁が進み、環境の悪い状況でござい

ましたが、最近におきましては、公共下

水道の整備も進みまして、かなりよくなっ

ている状況でございます。水質の浄化に

向けての方策でございますが、もちろん

公共下水の整備以外、特に対策を講じて

おりませんが、神安土地改良区と地元自

治会、そして本市がかかわりまして、水

辺周辺環境の向上を目的といたしました、

花いっぱい活動を行っておりまして、そ

の中では水路の環境を少しでも美化でき

ないかと、水生植物等を一部区間におい

て植えております。また、神安の取組み

といたしましては、小学生向けに水路に

関心を寄せる啓発活動の一環といたしま

して、ＥＭ菌を使ったＥＭダンゴを投入

し、その効果を認めている状況でござい

ます。今後も、関係機関と地元自治会と

の連携を図り、水質保全の活動に努力を

してまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　大砂参事。

○大砂土木下水道部参事　交通対策課に

係りますご質問について、ご答弁申し上

げます。

　交通指導業務委託料でございますが、

平成２１年第４回の定例会で、３年契約

－37－



の債務負担行為ということでご審議をい

ただき、その折、指導業務委託の見直し

のご意見をいただいております。私ども

としましても検討を行い、第４次行財政

改革の実施計画、事務事業改善の中で、

平成２２年度実施を掲げております。検

討の結果といたしまして、実施改善等の

見直しを行い、契約金額を下げた中で、

現在入札の手続きを行っておるところで

ございます。契約につきましては３年契

約を締結いたしますが、警察署の民間取

り締まり等の業務が開始された場合につ

いては、再度見直しを行うということで、

契約の変更が行えるような契約を考えて

おります。

　それから、借地料でございますけれど

も、千里丘ガードが今回開通したことに

よりまして、ガードの大阪方でございま

すけれども、千里丘駅東自転車駐車場、

これはＪＲ西日本から借地しております

けれども、ガード工事の間、工事として

使っておられました。これが７月から９

月に復元するということで、その金額を

見込んだ中で予算計上させていただいて

います。

　それともう１点、駐車場の値上げとい

うことをおっしゃられたと思うんですけ

れども、市立自転車駐車場、また自動車

駐車場の方で値上げとか、そういった形

の検討は考えておりません。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　１９番目の十三高

槻線の進捗状況と今後の方向についてと

いうことで、ご質問があったと思います

が、この十三高槻線につきましては大阪

府の事業でありまして、府道正雀一津屋

線から、吹田市の山崎パンのところまで

事業認可を取得され、延長約１．３キロ

メートル、摂津市域が３００メートル、

吹田市域が１キロメートルという内容で、

現在工事が行われております。府道正雀

一津屋線から吹田市の都市計画道路豊中

岸部線までは、平成２２年度末、つまり

２３年春の整備予定で進められていまし

たが、現地は想定より地盤が軟弱であっ

たこと、並びに昨年度の工事現場内での

ガス管の損傷事故や、その後、工事施工

業者の倒産等もございまして、工程調整

の結果、おおむね１年程度おくれると、

大阪府茨木土木事務所より聞いておりま

す。なお、本年１月には、地元自治会に

事業の現状と、次の工事の説明会が行わ

れまして、今後の工事の予定について説

明をされております。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　府営まちづくり

水路整備事業の債務負担行為の内容につ

いて説明をさせていただきます。

　この事業は、神安土地改良区が管理す

る番田排水路の樋門の改修ですとか補修、

それから電動化、遠隔操作等を、平成１

８年から平成２２年度にかけて行ってお

るものでございまして、この事業費の１

０％を本市が負担することになっており

ます。平成２２年度につきましては、親

局を７基と子局を６基設置するというこ

とで、その全体の事業費が６，３００万

円。このうち本市の負担額が６３０万円

となっております。この額については、

本市は債務負担行為を設定しておりまし

て、平成２３年から平成４２年の債務負

担行為、この中で限度額８６０万７，０

００円としております。

○山本靖一委員長　堀課長。

○堀道路課長　原田委員の１回目の質問

に回答させていただきます。

　まず、１番目の歳入の件、占用料につ

きまして来年度は９，８００万円、本年

度は９，７５０万円で、占用料５０万円

アップという形のご質問でございます。
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この占用料につきましては、平成２２年

度の算定に当たりましては、平成２１年

１２月末の占用料をまず基礎にして、占

用料を検討しております。今後、平成２

２年度に占用料を増加するというのはな

ぜだろうかと考えますと、大阪ガスの配

管工事、おっしゃってますように南千里

丘の地中線、南千里丘につきましては、

地下のガス管等がございます。また、バ

ス停とかタクシーの標識なんかがござい

まして、これで大体５０万円増額すると

いうことになっております。

　その次に、都市再生地籍調査につきま

して、平成２１年度、平成２２年度を比

較しなさいということで、まず平成２１

年度、当初６００万円の国費事業が５５

０万円の補助対象になったということで

ございます。これにつきまして、私ども、

平成２１年度は千里丘６丁目の地域の地

籍調査を行いましたが、本来、私ども７

５０万円の予算で６００万円の補助金を

要望してまいりました。しかし、要望し

てまいりましたが、交付決定された額が

５５０万円ということでございまして、

これにつきましては国費が２５万円、府

費が１２万５，０００円が収入減になっ

たわけでございます。あわせて、私ども、

入札方式で業者を決めておりますので、

その落札差金といいますか、残額を合わ

せて１２万５，０００円と、一般市費で

出して、合計１０４万２，０００円を減

額したわけでございます。

　その次、橋梁保守点検の６５万円減額

しているということです。これは予算額

８００万円で入札による契約は７３５万

８，０００円ということで、その分を減

額しております。現在、平成２１年１２

月７日から平成２２年３月２５日の工期

で、現在、保守調査をやっている最中な

んです。これにつきまして、橋梁は市内

には１６４基ございます。そのうちの橋

梁長が１０メートル以上の３６基につい

て、今、目視などによる調査をやってい

るところでございます。

　平成２２年度予算についてないという

ことで、今後はどうするんかということ

でございます。これ、現在、成果がまだ

上がっていない状況でございます。平成

２２年度につきましては、でき上がった

成果に基づきまして、今の橋梁がどのよ

うな状況になっているか、そういうのを

把握しながら、例えばこの橋はすぐかけ

かえせないかん状況であるとか、この橋

は修理が必要だと。あるいは、また簡単

な塗装だけをするという形の仕分け作業

を平成２２年度に行いまして、またその

ときにもっと必要な細かい調査をしない

と危ないんじゃないかという結果も、今

回出るかもわかりません。そういうのを

鑑みまして、平成２３年度には、適切な

補修計画、現行をもとにしますと長寿命

化修繕計画を作成していきたいと考えて

おります。

　それと、もう一つ、前回に私が答弁し

たと思うんですが、この補修計画につき

ましては、国費が対象だということも答

弁したと思います。しかしながら、今現

状、国政の方で国費対象として、この制

度が残るかどうかまだわかりませんので、

その行方も来年度を見据えていきたいと

思っております。

　その次、道路冠水事業でございます。

３６０万円の委託費で、委託金額は３２

２万円弱でございまして、それで３７万

５，０００円の減額をしております。こ

れにつきましては、ＪＲ京都線、阪急京

都線の軌道の下をくぐりますガードと言

われますアンダーパスの道路、竹ノ鼻ガー

ド、坪井ガード、庄屋のガード、正雀駅

のガード、その４か所につきまして、ゲ

－39－



リラ豪雨の雨が降ったときの道路冠水、

それにより通行の車両が水没し、運転手

が車内に閉じ込められる危険性というこ

と、こういう事故を防止するために、道

路冠水警報装置の設置を検討しておりま

す。現在、成果は仕上がっておりまして、

優先順位をつけたり、あと今後どこにつ

ける場所とかいう形で、平成２２年度に

つきましては予算は計上しておりません

が、関係機関、ＪＲ、阪急とも、つける

場所等を協議していきたいと思っており

ます。

　道路反射鏡の点検保守の内容でござい

ます。委託予算額が６６万円で、現在点

検をやっている最中でございます。これ

につきましては、誠に申しわけありませ

んが、平成１９年度に続きまして、今年

度もまた、ミラーが転倒するという思い

がけない事故が起こりまして、道路管理

の瑕疵が問われるという形になりました

ことにつきましては、誠に申しわけあり

ません。

　これにつきまして、前回、平成２０年

度に私ども職員で点検しました１，１０

０か所ぐらいの当時、カーブミラーがご

ざいました。そのうち点検して９３０か

所がもう１０年以上、７年から１０年以

上たった、老朽化したカーブミラーとい

うことがございまして、またその点検自

体につきましても、職員だけでは見落と

しもあるだろうと。専門家の目でも点検

を行って、危ない箇所を見ていったらど

うだということも踏まえまして、カーブ

ミラーの清掃時と同時に、点検を行って

いる次第でございます。点検の内容は、

やっぱり目視、それとあとはハンマーで

たたくというような状況で、音を聞いて

いくという形です。私ども、これに基づ

きまして台帳をつくりまして、修理の状

況、点検状況を保存していって、記録に

残して、カーブミラー自身がどのように

なっているかを見守っていきたいと考え

ております。

　次に、鳥飼西３８号線、去年委員会の

方でご指摘を受けまして、私はすぐ現場

を見に行きまして、本当にこれは危ない

と、それは十分理解しております。ただ、

私どもが現場を見たときに、これは現場

を見ますと、かさ上げ状態になっている。

これにつきましても、ちょっと改修も必

要じゃないかという形も考えております。

委員がおっしゃいますように、本当に安

全柵を早急につける場所と認識は十分し

ております。一番いいのは費用的にも安

全柵、安いかもわかりませんが、道路構

造という形も視野に入れておりますので、

適切な方法を、十分検討させてもうて、

期待に沿えるような形もとりたいと思い

ますので、よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　先ほど、十三高槻

線の進捗についてご説明させてもらいま

したが、十三高槻線の正雀一津屋線から

吹田市の豊中岸部線までの整備時期でご

ざいますが、当初、平成２３年春、完成

予定で進められておりましたが、これが

変更になりまして、平成２４年の春に完

成予定ということで伺っております。

○山本靖一委員長　原田委員の方から、

副市長の答弁を求められていますけれど

も、後でまとめて答弁をいただくという

ことでよろしいでしょうか。

○原田平委員　答弁は結構です。

○山本靖一委員長　林課長。

○林建築住宅課長　市営住宅の建設工事

の継続費について、訂正させていただき

ます。

　平成２２年度３億９，４０７万円につ

きましては、市営住宅建設工事費１５億

５，０００万円に、監理委託料の２，６
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１８万５，０００円をあわせた数字推定

出来高率の２５％を掛けさせていただい

たものでありまして、平成２３年度につ

きましての１２億４，２１３万８，００

０円につきましては、残りの住宅工事費

に、三島２３号整備費と、移転料を足し

たものが、１２億４，２１３万８，００

０円でございます。合わせまして１６億

３，６１８万５，０００円ということで

ございます。

　それと、あとスケジュールが抜けてお

りましたんで、スケジュールにつきまし

ては、平成２２年度５月ごろより、契約

事務に係りまして、９月ごろの議会の同

意を得まして、平成２３年度末ぐらいに

竣工と考えておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。

○山本靖一委員長　答弁は的確にお願い

いたします。

　原田委員。

○原田平委員　道路占用料につきまして、

５０万円ということでありますが、含め

て言われたんですけど、南千里丘地区だ

けわかれば、ひとつ抽出して教えていた

だけないでしょうか。

　市営住宅の家賃でございますが、先ほ

どご説明いただきましたように、平成２

０年度の収入済額の額を平成２２年度に

掲載をしたということであります。平成

２０年度は、当初７，１４２万円、調定

額は７，９６３万円、収入済額が７，３

１５万円ということで、３５０万円が未

収になっているわけですね。ことしの平

成２１年度は、当初で７，０６７万円と

いうことで、この分ものっていると思う

んですけれども、平成２２年度の当初で

７，３００万円ということで、ちょっと

流動的なこともあるんでわからんでもな

いんですが、やはりこの間、滞納の処分

をきちっとやっていただくということを

お願いもしておりましたので、やはりも

う少し数字が上がってくるというふうに

思うわけであります。そして、調定額に

類する収入をいただくということにして

いただきたいわけでありますが、これぐ

らいは最低入るだろうという予想であり

ますが、もう少し、ことしはもういいで

すけれども、次年度において、やはり十

分精査した上で家賃の収入額を推定して

いただきたいというふうに、これはお願

いをしながら決意を聞きたいと思います。

　住宅の本体工事がいよいよ９月の議会

で契約の承認を得ながらやりたいという

ことでありますが、この間で２５％の事

業執行ができるのかどうか、ちょっと不

安に思います。基礎の部分はかなり重要

になってまいりますので、基礎部分を中

心とした工事だと思うんですが、実際に

その半年間の余りで、こういった事業の

進捗ができるのかどうか、決意を聞きた

いと思います。

　都市再生地籍調査でありますが、当初

６００万円と言っておった補助対象事業

費が、いつの間にやら５５０万円に下がっ

ていると、５０万円。いきなり補正第８

号で減額されて、そういう状況だという

ことでありますが。それならば、補正の

１２月の段階で、やはりわかっておると

思うんです、契約との関係もありますの

で。この時点でやっぱり数値を出してい

ただきたいと思うわけでありますが、こ

れについてお尋ねいたしたいと思います。

　同時に、平成２２年度のこの事業であ

りますが、３００万円、府は、４分の１

ということで７５万円、国が１５０万円

ということです。ところが本市の予算は

やはり５００万円組んでおられます。こ

ういう減額していく状況の中で、非常に

厳しい財政状況の中で、やはりもう少し

シビアに見た形での予算計上をしてもら

－41－



わんと、大体これぐらいやろうというこ

とで、されているような感じがしますの

で、再度決意を聞きたいと思います。

　橋梁の保守点検委託料でありますが、

安心安全を守るために点検が必要だとい

うことで、補正予算第４号を認めたわけ

であります。ということは、その保守点

検を委託事業としてやりながら、平成２

２年度は検討して、平成２３年度以降ど

うするかということを決めていきたいと

いうことでありますが、やはりこういう

市民の命にかかわるような問題、特に１

６４基の点検をされて、やはり早急に必

要なところについては手だてを打たない

かんということで、やはり目視も含めて

ですけど、あるいは建築の古いやつ、鳥

飼大橋なんかそうですよね、早くやられ

たということであります。もう早くから

わかっておるということ。これについて、

やはりそういう状況で取り組まなければ

ならないんじゃないかと、これも莫大な

費用がかかるんですから、早急にそうい

う結論を見出して、やはり対策をとって

いくということが必要だと思うんであり

ますが、再度決意を聞きたいと思います。

　同じく、道路冠水警報設備設計の委託

料、先ほど説明がありましたように、本

当にゲリラ豪雨が起こってガードが冠水

して、生命に危険があるということで、

必要なんだということで、昨年度、当初

で委託設計を、我々は、良いことをやっ

てくれるなということで認めているわけ

でありますから、その結果、工事はやら

ないということでは、ちょっといかんと

思います。どれぐらいの費用がかかるの

で、年次計画を置きたいとか、総額は大

体２，０００万円かかるんやから、４年

計画で５００万円ずつかけていきたいと

か、危険な箇所から順次図っていきたい

とか、やはり方向性を出してもらわんと、

設計委託だけをしておいて、予算をつけ

ないということでは、ちょっといかんと

思うんで、決意を上層部の方からお聞き

をしたいと思います。

　公園遊具の点検業務委託でありますが、

補正予算を、いわゆる繰越明許をされて、

平成２２年度に６００万円の事業をやる

んだということであります。先ほどのご

説明でいくと、かなりこれまで危険があ

るということで、点検活動をずっとやっ

ていただきました。そのデータをお持ち

だと思うんです。それに基づいて、いわ

ゆる更新計画とか、あるいは取替え、あ

るいはもう撤去するとか、いろんな方法

はあると思うんですけど、先ほどの説明

では、やはりむだな使い方をしているな

と感じます。というのは、もう既に工事

をやった後に点検する必要がありません

からね。そういうところでは通年で１５

０万円、１５０万円組まれているという

ことについては、平成２２年度について

はやっぱり減額せないけない。もう必要

ありませんから。設置遊具６５２基のう

ち、その中の５７７基を調査をしたとい

うことでありますから、やっぱり毎年す

るというのは、ちょっとむだ遣いになる

んじゃないかなという考えを僕は持って

いるんですけれども、再度聞きたいと思

います。あと、工事費等についてはいい

です。それだけお願いします。

　府営まちづくり水路整備事業でありま

すが、どこを見ましても、２２０ページ

の債務負担行為のこれまでと、今後の部

分について、ちょっと理解に苦しむので、

もう一度ご答弁をいただけたらありがた

いと思います。

　交通指導業務委託料について、副市長

は検討させてくれということでありまし

たけれども、実施日数等を減らしながら、

予算執行について経費削減を図っていく
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ということでありますので、つけ加えて

いただけましたので、摂津警察の方でそ

ういうことが民間に取り締まりを任すと

いうことになれば、直ちに廃止をすると

いうことで、これは了解としておきます。

　土地借上料も結構です。

　もう一つ、平成２２年度の中で、駐車

場料金のあり方、例えば庁舎の車両利用

者、駐車場利用者に対しての使用料をも

らうとか、あるいは公共施設の駐車場に

対しての使用料をもらうとか、そういう

お話が出ておったので、そういったとこ

ろについてはどうなのかということでお

聞きをいたしましたので、検討するとい

うことでありましたので、後で結構です。

そういうことでお聞きをいたしたいと思

います。

　道路反射鏡の点検であります。やっぱ

り何とか、反射鏡が折れないように。事

故で、そういうお店に迷惑をかけるとか、

あるいは市民の子どもたちが遊んでおっ

たら、当たって亡くなるとかいうような

ことがあってはいけないので、そのため

にも点検をずっとやってもらっていると

思っておったんですが、やはりもう少し

取り組んでいただきたいなと思います。

これは、再度決意だけ聞きたいと思いま

す。というのは、我々素人が見ても、あ

れは危ないな、下がえらい腐ってそうや

なということが、大体わかるわけですね。

もう取り替えたらええのになというとこ

ろについて要望もしてるけれども、１，

１００基の中でも地区を分けて、あるい

は地域を分けて、いろいろ点検をやれば、

職員でもできるわけですね。揺すれば、

危ないなと。もう撤去して持ってかえっ

て、新しくつけるということをやってい

ただきたいと思います。これも決意を聞

かせてください。

　鳥飼西３８号線は、安全柵を設置する

ということでありますので、ぜひ事故が

起こらない前に、ひとつ対策をお願いい

たします。

　鳥飼地域の水路柵の美観に関して、や

はりぜひひとつ、１４０メートルですけ

れども、鳥飼下の方にも、ぜひひとつ延

ばしていただけるように。土木維持の委

託事業がありますね。あの人たちの活用

も願って、そういうこともできないのか

どうか、ひとつお願いをしたいと思いま

す。

　浄化対策は、ぜひひとつお願いしてお

きます。

　三島緑地公園のちびっこ広場、もとも

と大体わかっておられたんで、樹木と雑

草と背比べをやってまして、だれか地元

がやってくれるのか、市がやってくれる

のかなと見とったら、１年間何もやって

くれなかったんです。これはひとつ来年

度から、きちっと管理をしていただこう

ということでありますが、決意のほどを

お願いいたします。

　府道十三高槻線の工事進捗状況であり

ますが、非常に地域の方も一部お聞きを

するのでありますが、いつごろできるの

だろうかという思いを持っておられる方

がたくさんおられまして、１年おくれる

ということでありますが、私はもっと、

もう少し２年ぐらいおくれるんじゃない

かなと思いますので、大阪府も一生懸命

頑張っていただいておると思うんですけ

れども、再度、この予算の委員会後、き

ちっとした工程表をもらって、こういう

状況で、こういう時期にはこれをやれる

というような状況を、大阪府からご説明

を受けるようにしていただきたいと思い

ます。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　府営まちづくり

水路整備事業を詳しく説明をということ
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でございます。これは、神安土地改良区

が管理しております番田水路流域の洪水

調節施設、ゲートですけれども、設置後

３０年以上経過しておりまして、大半が

かなり老朽化している施設でございます。

操作不能時には甚大な被害等が予想され

ますので、災害時には確実な把握状況を

しなければならない。そして、迅速な連

絡体制を整備する必要があるということ

で、この事業が進まれております。事業

は平成１８年度は実施設計をされており

まして、工事は平成１９年度から平成２

２年度にかけてやっております。総事業

費は２億３，５４１万円でございまして、

そのうち摂津市は１０％の負担をいたし

ております。

○山本靖一委員長　渡辺参事。

○渡辺土木下水道部参事　それでは、２

点のお問いにお答えをさせていただきま

す。

　まず、公園遊具点検業務委託について

でございます。委員おっしゃるとおり、

点検をし、判定が出た結果、遊具の交換

をした新品まで点検内容に入れなくてい

いんじゃないかと、もうそのおっしゃる

とおりと思います。そんな状況の中で、

今後、平成２２年度から実施に当たりま

しては、そのあたりをきっちり、公園遊

具の経過年数等を考慮しながら、発注の

方を考えていきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。

　それともう１点、温水プール裏の緑地

につきましては、市の管理責任の下、平

成２２年度よりきちっと管理をしてまい

りたいと思っております。よろしくお願

いいたします。

○山本靖一委員長　堀課長。

○堀道路課長　南千里丘の占用料でござ

いますが、これは３月１１日に区域の供

用開始の告示をやりまして、１４日から

うちの方が占用させている状況になって

おります。そのため、現在のところ占用

の書類が順次出てきておりますが、額と

いうのまで算定していないのが現実でご

ざいます。

　その次、２番、地籍調査でございます。

６００万円から５５０万円に補助金が確

定したときに、先に減額補正を議会にか

けたらどうだということでございます。

これにつきましては、事業を発注し、地

元の説明会等を催しまして、区域等の変

更設計とかもないという形を考えまして、

今回、額の変更の減額補正をさせていた

だいたわけでございます。

　あと、平成２２年度、市の事業費５０

０万円を持っており、しかしながら国の

国費対象額は３００万円、なぜだという

ことでございます。私どもが地籍調査を

やるにつきましては、やる区域、今回で

したらこの５００万円の対象区域、大体

０．０７平方キロメートルですか、そこ

らの区域の箇所につきまして、区域を決

定しまして、それで算定していくわけで

ございます。

　私も本来でしたら、この区域５００万

円に対して、今までの実績とかを見ます

と、４００万円国費を要望したかったわ

けです。うちからしたらもっとやる能力

もありますので、大きい区域をやりたい

ということで、国費要望したんですが、

やっぱり府の状況、国というよりも府の

状況の財政の悪化とかいうこともござい

まして、ついてきたお金が去年より下回っ

てきたと。それに加えまして、また各市

町村が順次地籍調査に手を出し始めたと

いうこともございまして、またそれで計

画されていると。

　そういう状況で、もうぎりぎりまで額

が決まるのは、本年と同じようにわから

ない状況です。前回２月に、この額につ
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きまして、大阪府の方から説明に参りま

した。いろいろ区域の調整もしながら、

額を決定したいということで、これまた

下がるかもわかりませんし、今回、実施

しない地区も出てくるかもわかりません。

額は、確定がはっきりはしてないような

状況でございます。そういうことで、ま

ず私どもの方は区域、この区域をやりた

いという予算を計上しまして、国費要望

しております。

　しかしながら、府の方の決定額が３０

０万円という形になりまして、本来３０

０万円でできるところを３００万円でやっ

たらいいんですが、やっぱり満額消費す

るにしましては、ちょっと大きい、オー

バー設計にして、落札でも考えないかん

ことも出てきます。そういうこともござ

いまして、５００万円という形に上げて

いることでございます。ご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　長野次長。

○長野都市整備部次長　２点目の市営住

宅の使用料についてでございますけれど

も、決意になるかどうかわかりませんけ

ども。市営住宅の家賃につきましては、

委員ご指摘のとおり、前々年度の決算額

でいってますので、実態と滞納額も含め

ると乖離があるというのは、もう事実ご

指摘のとおりと思います。

　この点につきましては、先ほど野口参

事もご答弁申し上げましたけれども、他

市も含めまして、財政当局とも協議して、

精査した数字で研究したいと思います。

それと、あと公営住宅というのは、やは

り低所得者の住宅困窮者のセーフティネッ

トであるということは、もう事実でござ

いまして、滞納があればいいということ

ではないんですけども、税金でもって運

営されているんですから、それはもう当

然、徴収しなければならないのはよく認

識しております。

　こういった中で、２月に北摂７市と町

も含めまして、公営住宅、市営住宅担当

者会議というのを初めて持ちました。こ

れは、今まで府全体ではあったんですけ

ど、なかなか本音の協議ができないとい

うことで、吹田市、茨木市、池田市のあ

たりから、何か声が出たようで、私も出

席いたしました。その中で、やはり問題

は滞納が結構各市とも見られていると。

同様の悩みでございます。ある市は、明

渡しなんかを、府営住宅と同様に結構求

めているんですけれども、そうすると、

明渡しはできるんであるけども、今度、

出ていって家賃を滞納したままで出てい

かれて、居所不明になり、不納欠損をし

なくてはならないという。そういった悩

みもあると。それと、その市はかなり事

務的にやっておられるようで、弁護士費

用なんかも、そんなにかかることはない

でと。ただ、１回、２回、何年に１回と

かいうことになると、弁護士の費用もか

なりかさむと。その明渡しを求めるのが、

かなり一番の対策とも思えませんけども、

滞納を徴収するという観点からいくと、

なかなか厳しいもんはあるんかなという

ことは考えております。

　この間の会議では、定期的にこういう

情報交換をして、実際の運営とかもやっ

ていきましょうということで帰ってきて

おります。そういったことで、私どもも

督促、催告、訪問はやっております。そ

れをなお根気よく続けていくしかないん

かなということは思っております。今後

とも、またそれを続けて、できるだけ滞

納がふえないようには努力したいと思い

ます。

○山本靖一委員長　市営住宅の答弁も一

緒にあわせてしてください。

　林課長。
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○林建築住宅課長　市営住宅の工事を秋

から着手して、２５％の出来高ができる

かと、決意を聞きたいということでござ

います。

　工期的には１０月から着手しまして、

ほぼ１８か月あるんですが、平成２２年

度分につきましては６か月、１８分の６

か月ということで、３３％、単純に言え

ば上がってくるような状況になるんです

が、建築工事というのは、後で仕上げる

とかいう分が入ってきますんで、出来高

カーブが、急激に上がってくるような状

況になってまいります。それにつきまし

て、当初３０％で計上させてもらっておっ

たんですが、そういう特殊な出来高カー

ブになってきますんで、修正して２５％

で計算させていただいたんですが、もう

ちょっとカーブが急になってきますんで、

できるだけ２５％に近づくような形で、

現場の工事を頑張ってまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。

○山本靖一委員長　できるのかどうかと

いう端的に聞かれていますから、それを

答えてください。

○林建築住宅課長　できるように頑張り

たいと思います。

○山本靖一委員長　堀課長。

○堀道路課長　先ほど答弁できませんで、

追加で答弁いたします。橋梁補修につき

ましても、冠水装置を設置する事業やカー

ブミラーの点検につきましても、皆さん

の人命をあずかる大切な行為だと思って

おります。橋梁保守点検につきましても、

成果を利用して、早い保守をやっていけ

るような形で頑張っていきたいと思いま

す。それにつきましては、平成２３年、

予算という形で計上していきたいと思っ

ておるところでございます。

　冠水装置につきまして、これにつきま

しても、特に危険な竹ノ鼻、坪井、これ

につきましては、できる限り早く、それ

までにつきましては、たとえ看板でもつ

けるなりして、ドライバーの皆さんに喚

起を促すような形で、危険防止に努めた

いと思っておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。

　カーブミラーの点検、これは私どもの

平然の道路パトの中でもできることだと

考えております。現場に出た間とか、そ

の周辺のところを調査をするなりして、

そんなに時間はかからないと思いますの

で、これは私は職員の中でもできる限り

反映させていきたいと思っております。

○山本靖一委員長　今、それぞれ決意を

聞かれていますので、それぞれの担当部

長から、聞かれていることについての決

意を述べてください。

　宮川部長。

○宮川土木下水道部長　それでは、決意

ということですので、まず都市再生の地

籍調査の件でございますが、先ほど、堀

課長が申し上げましたとおり、やはりこ

の調査におきましては、補助金が出る範

囲、私どもは補助金はできるだけ有効に

使いたい。その中で、やはり整備を確定

するに当たりまして、その面積、あるい

は地形、地物、町丁目、そういう形での

区切りをつけようとすると、やはり最低

限、私どもはこれだけやりたいという気

持ちを持っています。ですから、今後、

国の方の補助事業がどういうふうに反映

されるかわかりませんが、私どもとしま

しては、できるだけ有効な形での調査に

入っていきたいと考えます。

　橋梁の点検の件ですけれども、この件

につきましても、やはりどういう事態が

発生するやわからない。事故なくして、

落橋という最悪の事態が発生した場合、

これは大きく市民生活にも影響を及ぼす
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内容ではございます。ですから、今年度、

私どももそういう思いを持って予算要求

に当たりましたけれども、残念なことに、

今の財政事情の中で追求でき得なかった、

この部分につきましては、やはり堀課長

が申し上げましたとおり、平成２３年度

確保できるように、最善の努力をしてま

いりたいと考えております。

　道路の冠水の件でございますが、これ

は私どもは４か所考えております。その

中でも私どもが考えています一番危険箇

所は、竹ノ鼻のガード。このガードに至

りまして、もし冠水した状態で車が水没

というようなことになりますと、ドアも

あけられない状況の幅員の状況になって

まいります。そうなりますと、閉じ込め

られた方は、フロントガラスを割るか、

何かそういう工作をしないことには、閉

じ込められてしまう。非常に危険な箇所

だというふうに、私どもも認識しており

ますので、竹ノ鼻ガード、坪井ガード、

こういうところについては、もう一度、

予算要求の折に、その危険性を私どもが

重々説明して、必要性をアピールして、

予算確保に努めたい。そして、危険箇所

を少しでも解消に努めたいと考えます。

　それから、反射鏡です。私もせんだっ

て報告を受けまして、非常に残念やなと。

平成１９年に転倒事故がございまして、

その記憶も新しいままに、次のカーブミ

ラーが転倒すると。これはもう非常に残

念なことでございます。平成２０年には

職員でパトロールをし、不良箇所を摘出。

それで、平成２１年度で、その摘出した

２００か所程度の不具合の部分、その部

分を予算計上させていただいた範囲で補

修をかけたと。倒れた部分につきまして

も、この平成２２年度で取り替えたいと

いう枠組みをしておりましたが、残念な

ことに、年度末をもちまして、それまで

耐えられ得ない状況があるかと。これは

非常に残念なことで、私どもも目視もし、

多少振ってみたりというような状況も確

認はさせているんですけれども、やはり

経年変化と、あとは犬の尿ですね、これ

らのものによる金属の疲労劣化、これが

影響したんじゃないかと。非常に残念な

内容で、今年度、平成２２年度の範囲の

中でも、できるだけもう一度本年度やる

箇所、プラスもう一枠ふやした形の点検

も含めまして、その中で取り替え範囲を

検討してまいりたいと考えます。

　緑地公園、この管理は非常に不徹底な

部分があったことは、非常に残念かと思

います。私どもも公園パトを実施させて

いる中で、目につく範囲では、手を加え

るという状況をつくっておる状況ではご

ざいますが、漏れているという、これは

情けない話でございます。今後、こうい

うことのないように進めてまいりたいと

思いますので、よろしくご理解賜ります

ようお願い申し上げます。

○山本靖一委員長　市営住宅の問題につ

いて。

○中谷都市整備部長　市営住宅の次年度

における家賃の収入額についてなんです

けれども、この分につきましては、今後、

精査し、積算してまいりたいと考えてお

ります。できるだけ正確な数字を提出で

きるように努めてまいります。

　また、市営住宅の建設に当たりまして

は、当初計画どおりスケジュールが進み

ますように努力してまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。

○山本靖一委員長　原田委員から公共施

設の料金の関係で、第４次行財政改革の

関係でお問いがあったと思いますけど。

　大砂参事。

○大砂土木下水道部参事　先ほどのご答
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弁で、私どもが所管しております市立駐

車場については、現在、値上げ等は考え

ておりませんということでお答えさせて

いただきましたけれども、第４次行財政

改革の中で、歳入改革として、公共施設

附属駐車場を有料化しますということが、

内容として明記されております。これに

つきましては、例えば市役所庁舎であれ

ば、総務防災課でありますとか、各施設

の所管課の対応となりますので、私ども

の所管ではございませんので、よろしく

お願いしたいと思います。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　市営住宅の家賃について

でありますが、けさの読売新聞に、家賃

の福祉減免のあり方の記事が載っており

まして、これは大阪市の市営住宅であり

ます。そんな状況で適用基準を見直して

いくと、こういう状況であります。先ほ

ど決意をいただきましたので、的確な数

字をきちっと出していただくと。そして

滞納もやっぱりなくしていくと、こうい

う取組みをこの１年間、一生懸命頑張っ

ていただきたいと思います。

　都市再生地籍調査ですが、だんだん１，

０００万円から３００万円になってきて

るんですね。そういう補助対象額がぐっ

と下がってきているという状況をやっぱ

り認識した上で、やはり地区の設定とか、

必要な優先順位をつけていただいて、こ

の地域はやはり重点にやる。１年ででき

なかったら２年かかるというような状況

ね、きちっとやっぱり実のあるものにし

ていかなければならないと思います。せっ

かく使うんですから。そういうところで、

お金をあんまり返すということのないよ

うに、３００万円きちっとできるように、

執行していただきたいと思います。

　橋梁保守点検は、先ほど決意をいただ

きましたので、人命の問題もかかわって

おりますので、ぜひひとつ頑張っていた

だきたいと思います。

　特にカーブミラーについて、新設ばか

り考えているけれど、既存のカーブミラー

を、折れるのは必ず地べたとの接点のと

ころなんですね。だから、それを工夫し

て、切って持ってかえって、悪い部分を

撤去して、そして新しい補強用をつくっ

て、そこにやっぱりつくって、既存のや

つを使うとか、いろいろ頭を使わないと

いけません。新規ばかり考えてないで、

そういう今の現状のあるものを再利用す

るというふうなことを、検討していかな

いけないと思う、金がないのですから。

そうでしょう。そういうことも、早い時

期にそういう対策をとっていただければ、

そういう事故がないと思うので、そうい

うことにしっかり取り組んでいただくこ

とを要望いたしまして、終わります。

（「議事進行」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　今、原田委員が十三高

槻線の質問があって、工程表をやっぱり

示すべきやという話がありました。これ

は、ガスが漏れたときにも、ちゃんと資

料を示して、地元住民に説明されておる。

また、下請け企業が倒産したときにも、

ちゃんと資料を出して説明をされとると

いうことやから、そういう点では、そう

いう資料を、地元説明会に出したやつは、

せめて建設常任委員会の委員の皆さんに

は配付をするということを、今後やっぱ

り検討していただきたいと思います。

　説明の仕方も、結果は一緒やけれども、

さきに課長が答弁されましたけれども、

地元の説明会は平成２３年春の完成が、

結局企業の倒産によって平成２４年の春

になりましたということで、そういう年

度、切り方をしているんですね。それで、

これ、議論がされた議事録が外へ出ていっ
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たときに、単純に見られた方は、平成２

３年度、ということは平成２４年の春や

ということを理解される方もいらっしゃ

いますし、いや、平成２４年違うのとい

うような誤解をされる方もいてはるから、

やっぱりその辺は地元の説明をする年の

切り方という形で、統一しておいてもらっ

た方がいいと思うんで、その辺のことを、

委員長の方で、資料のことも含めて、一

遍検討してもらいたいと思います。

○山本靖一委員長　議事進行について、

理事者の方から、この資料について、ま

た提出するように要請しておきたいと思

います。

　答弁してください。

○中谷都市整備部長　実は、ことしの１

月末に、おくれているということで地元

説明がございました。それで、その資料

をいただいております。この資料につき

ましては、我々入手しておりますので、

建設常任委員の方々には、改めて配付し

たいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

○山本靖一委員長　提案について、きちっ

とまた整理して、委員会の報告をお願い

したいと思います。

　次に質問があれば。

　木村委員。

○木村勝彦委員　３点ほどに絞って質問

したいと思います。

　１つは、１４８ページの都市計画費の

中ですけれども、今日の摂津市には、大

阪府が都市計画決定をされました道路、

千里丘寝屋川線、あるいは千里丘三島線、

また正雀停車場線、正雀一津屋線という

ものがありますし、ほかに大阪府道大阪

高槻線もありますけれども、もうこれは

少なくとも３０年以上前に、私が議員に

なったのが昭和４７年で、もう３８年た

ちますから、そのときには既に計画決定

をされておったと思うんです。それが一

向に進んでいないということについて、

私は、やはり都市計画決定がそんなに軽

いものかという認識を、今改めて持って

います。

　そういう点では、そういう今日までの

都市計画決定された道路について、担当

部としてはどのように認識をされておる

のか。とりわけ摂津市の都市計画決定道

路である鳥飼上新在家線、これは鳥飼野々

３丁目で今切れておりますけれども、前

から何回もいろんな議員が、私も含めて

質問をされて、それの延長ということを

質問しているんですけれども、一部、用

地買収をして資材置き場になっておりま

すけれども、それ以後、一向に用地買収

も進んでいないということであります。

　今後、やはりバス交通の見直しをして、

懇談会を設けて議論していくんですけれ

ども、その前提というのか、同時に道路

整備をきっちりやっていかないと、バス

の運行がスムーズに進まないということ

もありますし、そういう点では、とりわ

け鳥飼上新在家線は、少なくとも中央環

状線に接続するということは、やっぱり

急いでいかなければならないと思うんで

す。その辺のことについて、担当部とし

てどのような認識を持っておられるのか、

ひとつお聞きをしておきたいと思います。

　もう一つは、先ほどから藤浦委員なり、

原田委員も言われましたけれども、クリー

ンセンター、正雀終末処理場の問題、こ

れは私も本会議場で質問をして、一応平

成２２年の早い時期という答弁を出して

もらったんですけれども。そうなります

と、平成２２年の早い時期というのは、

もう直前に来ます。そういう点では、事

務方で折衝する時期は、もう過ぎてきて

るんではないかと。やはり、あとはトッ

プ会談で決着をつけていくということが
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求められていくと思うんですね。

　この前にも、上村議長、安藤副議長が

理事者にも申し入れをし、そしてまた建

設の正副委員長としても、山本靖一委員

長と野原副委員長が一緒に理事者の方に、

やはり大阪府なり吹田市に、強い姿勢で

交渉するようにということも申し入れを

していますし、そういう点では、その後

にそういう強い姿勢で交渉された経過に

ついて、この機会に改めて聞きたいと思

いますので、これは先ほど申し上げまし

たように、担当部のもう領域を超えてき

ている問題ですから、副市長の出席を求

めて、ここで答弁をしていただきたいと

思います。

　もう一つは、カーブミラーの問題は、

いろいろ先ほど来、議論を聞いておりま

すけど、やはり基本的に根本的に解決を

するためには、やっぱり私はカーブミラー

の資材の問題があると思うんです。今、

摂津市内の、大阪サニタリー金属工業協

同組合という企業が、摂津市に対して、

人間基礎教育の推進について使ってくだ

さいということで、寄附をいただいてお

ります。そこは、やはりステンレスのプ

ラントを建設する企業ですから、そこか

ら寄附をいただいていることもあって、

そういうステンレスの資材を使用して、

そこに人間基礎教育のステッカーなり、

標識をつけるというようなことも考えな

がら、やっぱり根本的には腐りやすい鉄

ではなしに、今、いろんな道路などのバ

リカーでもステンレスを利用している分

もありますし、そういう点では、そうい

う根本的な解決策を模索すべきではない

かと思うんですけれども、その辺のこと

について、ご説明願いたいと思います。

　それともう一つは、正雀の駅周辺の用

地買収が、今進められておりますけれど

も、その辺が今のところどのように進ん

でおるのかということが、私たちには見

えてきません。そういう点では、いろい

ろ担当の方で取り組まれて、いろんな交

渉をされておる経過があろうかと思いま

すので、その辺の交渉経過、現在の取組

み等について、一遍お聞きしておきたい

と思います。

○山本靖一委員長　暫時休憩します。

（午後２時５０分　休憩）

（午後３時１９分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　４点について質問なされていますので、

答弁を求めます。

　新留課長。

○新留都市計画課長　１点目の質問でご

ざいます。都市計画道路の関係でござい

ますが、まず、都市計画道路千里丘寝屋

川線、千里丘正雀一津屋線、大阪高槻線、

これは都市計画道路名としては、大阪鳥

飼上上田部線となっております。千里丘

寝屋川線が、昭和４３年に都市計画決定

されております。次に、千里丘正雀一津

屋線が昭和３７年に都市計画決定をされ

ており、また、大阪鳥飼上上田部線（府

道大阪高槻線）も昭和３７年に都市計画

決定をされております。いずれも都市計

画決定後、４０年以上経過している路線

でございます。

　この路線につきましては、現在、主と

して予算上の事情によりまして、整備が

なかなか大阪府の方で進んでおりません

が、府の新年度予算要望の折には、早期

整備の要望をしてきております。加えて

昨年は、大阪高槻線の鳥飼八防二丁目に

おきまして、市、府連携の下、大阪府に

歩道の危険箇所の整備を行っていただい

ておるところでございます。今後につき

ましても、可能なところは市、府連携し

て、拡幅の整備を進めてもらえるように、

大阪府へ要望してまいりたいと考えてお
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ります。

　それから、新在家鳥飼上線、新幹線の

側道のところでございますが、野々３丁

目のところでとまっておると。それから、

中央環状線までは未整備であると。今後、

バス交通の見直しもやっていくわけであ

るから、どのように考えているのかとい

うことであったと思いますが、新在家鳥

飼上線につきましては、以前から整備の

要望をいただいておる路線でありまして、

我々担当としても、重々承知しておりま

す。ただ、現在では、都市計画道路とし

て整備する必要性は十分考えております

が、街路事業での国の補助採択は困難な

状況でございます。市の財政状況を考え

ますと、市単独での取組みは、現状では

難しいと言わざるを得ない状況でござい

ます。

○山本靖一委員長　山本参事。

○山本道路課参事　それでは、木村委員

の正雀駅周辺の用地買収の進行ぐあい、

交渉経過についてのお問いに、お答えさ

せていただきます。

　平成１９年度には、用地交換で９２平

方メートルを取得しておりますけれども、

それ以降、土地所有者の方と交渉は進め

ておりますけれども、価格面で難航して

おりまして、現在、成立までには至って

ない状況でございます。

○山本靖一委員長　堀課長。

○堀道路課長　カーブミラーが転倒して

いるということで、支柱として鋼管を使

わず、ステンレスポールの支柱を使えば

どうかという提案でございます。これも

昔になりますが、ステンレスポールにつ

いて、山本委員長の方からご指摘があっ

たと思います。それにつきましては、そ

のときから一つは市場性の価格の問題、

これが非常に高い。そのカーブミラーの

支柱用にステンレスポールが支柱として

成果品がないだろうということが、一つ

問題がございまして、ただいま寄附とい

うことでは、一つこの問題を解決するの

ではないかと思っております。

　ただ、その次は強度の問題です。普通

強度を、一般鋼材というのはしなりとか、

揺れ、カーブミラーは上で重たいものが

ありますので、揺れたような形で、減衰

みたいな形で、かちっととめたような構

造ではございません。ある程度柔軟性を

持たせているところもあります。そのた

め、曲げの強度、これがどのぐらいある

かというのを市場性でテストというのが

出ておりませんので、仕様書でもステン

レスの鏡、それに対しては使っていいで

すよという形は指標はございます。支柱

についての基準等は記載されていないの

が現状でございます。それで、さびはも

うないということで、利点があるとされ

ておりますが、車両によるぶつかったと

き、傷による腐食とかに弱いということ

も聞いております。あと、私どもで現在

使ってますのは鋼管の曲柱、これは技術

的には難しいのではないかとは考えてお

ります。あとは金具、鋼材とかメッキ、

取りつけ金具ですね、そこら辺の取りつ

けぐあいのところ。そこら辺の相性がはっ

きりしていないというような形でござい

ます。一番維持管理に大切なことかもわ

かりませんが、ステンレス支柱を空気中

にさらしたときのデータが、どういうふ

うになっているのかというのも問題であ

るという形で、私どもも業者、メーカー

に問い合わせていますが、そういう形の

データがございません。そういうことで、

今まで使用はしていないと。

　もう一つ、これは私だけで考えたんで、

業者のメーカーはどう考えるかわからな

いんですが、やっぱりそのぐらい肉厚も

しっかりしたものになると、肉厚も太く
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なってきます。そうなると自重もふえて

くるだろうということになりますと、今

使っている基礎の問題、コンクリートの

基礎がもう少し大きくなってくるんじゃ

ないかと、そういう検討も必要だと思っ

ております。この問題につきましても、

数年来検討していますが、まだはっきり

したデータがないもので、検討が最後ま

でし切れてない状況でございます。

　以上で、私どもの方のステンレスポー

ル使用の、今までの途中の経過というこ

とで報告させていただきます。

○山本靖一委員長　副市長の方から答弁

をお願いしたいんですが、クリーンセン

ター問題について、これまで正副委員長、

あるいは正副議長の方からも、議会とし

ての要請をお願いしてきました。そうい

うことを踏まえて、今の到達点、決意を

示していただきたいと思います。

○小野副市長　市長も参りましたし、私

も参った中で、今、大体見えてきてる、

多分、吹田市はこう考えておられるだろ

うということを、若干申し上げたいと思

います。

　まず、吹田市の方としては、機能停止

は平成２４年度末ということを考えてお

られると思います。更地化についての目

標は、平成２７年度末というふうに考え

ておられるというふうに思います。その

上で、吹田市の考え方は、その処理場の

機能停止に伴いまして、どうしても不明

水対策として、汚水調整池を設けなけれ

ばならないと。不明水の原因は、一般家

庭等における誤接続という形で、これの

処理をどうしてもしなければならないと

いうことに迫られていると。その場所と

いうのは、もちろん未定でありますが、

吹田市の利益を考えるのであれば、正雀

の処理場敷地内、もしくは同処理場北側

にあります官舎跡地と、こういうことを

考えておるんではないかというふうに見

ます。

　その上で、この前の本会議でもありま

したように、市長としても平成２２年の

早い時期ということでありますが、この

平成２４年、吹操跡地の後の活用問題に

も、これ大きく摂津市も影響してまいり

ますので、摂津市も３万平米ほど開発可

能用地を持っていますから、それの真横

に隣接しようと。有効的な活用をしよう

とすれば、そういうものがあれば値段が

つかないという可能性、低いという可能

性が高いということで、この問題は、私

は、やはり今年度、来年度のところで、

具体的な形ができておらなければという

ように思っております。

　それで、市長がトップ会談されたのは

１１月１８日、トップ会談をされました。

その中で、市長同士ですから、そんなに、

大まかな話だと思いますが、市長の方か

ら、今日までの経過を言われる中で、汚

泥については、吹田の方で処理をしなけ

ればならないやの発言があったというふ

うには聞いております。ただ、これは吹

田市の事務当局は、全くこの問題は想定

しておりませんので、阪口市長の、あの

ときは個人的な見解で言われたんじゃな

いかと。別に煮詰まった話ではないと。

しかし、その発言は、私どもはものすご

く重いというふうにはとらまえておりま

す。

　それで、私は１１月２７日に、大阪府

の方に小河副知事、それから大阪府の小

田垣さんという事業課長なり課長補佐な

り、主査がつかれて、行ってまいりまし

た。そのときに、メモが残っております

ので、若干詳しく申し上げます。１０点

ほど言ってまいりました。

　一つは、正雀終末処理場というのは、

大阪府が昭和３５年にニュータウンを建
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設するために、大阪府は本市に建設した

ものだという事実があります。

　二つ目に、この歴史から見たら、この

処理場用地は当時の三島町が工場誘致策

として、いわゆる地元の所有者に協力を

求めて売却をした土地であるということ。

　しかしながら、現実にはそうではなく

て、ニュータウンのこのまちづくりのた

めに、昭和４０年７月に、非常に大きな

反対運動があった中で、これができて、

この５０年近く、地域の、摂津市の、市

民の方に大きな犠牲を強いてきましたよ

ということを申し上げました。

　四つ目には、処理場の廃止は、地域住

民にとってはこれはいいことであります。

しかし、これによって私どものし尿の前

処理をどこに持っていくのかということ

が、いまだ我々としても見えない。代案

が出せない状況であると。

　そして、正雀処理場を廃止して、その

処理区を流域下水道に編入するというこ

とは、吹田市の方にとっては大きなメリッ

トがあると。摂津市にはないと。

　その上で、六つ目には、本市は、この

し尿処理の処理方法の変更に伴って、多

額の財政負担、６億円とか７億円とも言

われる、これが要ることになりますと。

一般廃棄物と言われるんであれば、うち

で自前処理はわかってますと。その財源

は摂津市が出すべきものなのかどうか、

非常に疑問でありますということを言っ

てまいりました。

　もう一つは、七つ目には、私どもの吹

田操車場跡地のまちづくりに大きな影響、

悪影響を及ぼすと。

　それから、もともとはその処理場廃止

に伴うし尿処理の問題というのは、これ

はもう歴史的には、大阪府にそもそもの

原因がありはしませんかということを言っ

てまいりました。

　九つ目には、このときに左藤義詮さん、

深田さん立ち会いの下で、いわゆるし尿

処理に、付近に影響が、多大な被害を与

えるようなときは、場所の移転について

も考慮すると、ここまで書いておるとい

うことを言っております。

　それから、もう一つは、この吹田操車

場跡地のまちづくりの中で、平成１８年

１１月に、当時の梶本副知事が、私ども

の森山市長の質問に対して、そういう経

過があるんで、大阪府もかかわっていき

ますという、副知事発言があったという

ことを、私どもは承知していると。今、

副知事はもう出られたと。それなら小河

副知事がこれをやってもらうべきだとい

うことで、申し上げました。それで、最

後には、正雀処理場に付随しているクリー

ンセンターの機能については、中央の水

みらいセンターにしてもらいたいという

ことを申し上げました。

　そのときに、大阪府が言っておったの

は、これはあくまでも、いわゆる下水処

理場であって、し尿処理施設ではないと

いう地元の約束事があると。他市もここ

へ持ってくるだろうと。これは府の約束

違反であるということで、小河副知事は、

これは極めて難しいということを言われ

たことを覚えております。そうであれば、

私は、やはり、その吹田市と摂津市の利

害が一致しないところはたくさんあるん

だから、これの立会人というか、仲介者

は小河副知事がやってもらうべきである

と。少なくとも、それは約束してもらい

たいということを申し上げました。小河

副知事も、私しかないですなと、そうな

らないようにお互いが努力してもらった

らということやったんですけど。そのよ

うなことは、お互い努力したところで、

その利害が全く相反するので、少なくと

も小河さん、中に入ってくださいという
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ことを申し上げた経緯があります。

　それ以降、吹田市と私どもの両市であ

りますから、森山市長もその都度、阪口

市長に言っておられます。私もことし１

月に会議がありました。吹田市で冨田副

市長にも会いました。冨田さん、わかっ

てくれてますねと。中央水みらいセンター

は厳しいと言ってるよと。当時は私と冨

田さんで、中央水みらいに、大阪府に持っ

ていこうやないかと。その努力もしても

らわなあかんし、しかし、府はなかなか

ガード固いと。阪口市長の発言もあった

と。これはきちっと覚えておいてもらわ

ないと困るということで、私どもは言っ

てまいりました。

　それで、私どもが一番望むのは、両市

のトップ会談であった、汚泥は、吹田市

で受けてもらう。生し尿については、他

の市町村で受けてもらう可能性がありま

すから、それも当該町長に私も確認いた

しましたけれども、そのことは摂津市に

おける、今までの協力関係の下に、口頭

ではありますが、私どもについては、十

分頭に入れていますということをもらっ

ております。文書で持っていきましょう

かと言ったら、文書まで持ってきてもら

わなくても、よくわかっているからとい

う、今度は新町長、日下町長がかわりま

したんで、そのときに私が申し上げてお

りますので、そういうことをもう一遍確

認しながら、この日下町長の後の町長で

あります、今の町長に、これが日下町長

がかわったから、全然これを引き継ぎを

してなかったら困るんで、私の方から申

し入れをしようかと思ったんです。それ

は、そこまで来てもらわんでいいと。町

長と私は、この間お会いしましたんで、

その話をしたときに、それは間違いあり

ませんと。ちゃんと日下町長からも引き

継いでますし、そのことは私も十分、今

まで摂津市にごみでお世話になったんだ

から、豊能のダイオキシン問題でという

ことで、それは十分わかっておりますと

いうことでした。

　したがって、私どもは、中央水みらい

センターが第２位、もしくは第１位。第

１位、第２位が、今言いました他の町村

でし尿、汚泥は隣の吹田市で持ってもら

うことが、今までの摂津市がこうむって

きて、ニュータウンの利益はすべて吹田

市に入っているわけですから。そのこと

については、これからも訴えながら、私

は今年、来年度中には解決しないと、逆

算すれば、この平成２４年に廃止という

のはわかります。そして、私どものまち

びらき等々が、操車場が出てくるのが大

体平成二十七、八年ぐらいになったら出

てきますから、やっぱり、そこではきちっ

としとかないと、摂津市のまちづくりに

も大きな影響をするということは間違い

ありませんので、私は、来年度がもう限

度いっぱいであるというふうに思ってお

りますので、市長もそういうふうに思っ

ておられますので、ともども頑張ってい

きたいなというふうに思っています。

　それが今までの内容の経過でございま

す。また、質問がございましたら、よろ

しくお願いします。

○山本靖一委員長　木村委員の３番目の

質問の、カーブミラーについて、資材の

関係ですね。ステンレスのお話が出まし

たけれども。

　休憩します。

（午後３時３６分　休憩）

（午後３時３７分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　今、３点目のカーブミラーの質問の件

で、完成品がないから、データがないか

ら答弁できないということはわかるんで

すけれども、自分の感想で、それも答弁
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ということは適正を欠きますから、きちっ

としたデータに基づいて答えていただき

たいと思います。

　例えば、自重についても、鉄とステン

レスはほとんど変わらんのですよ。ニッ

ケルとかクロムの含有量を変えれば、強

度だってはるかに鉄よりありますんで、

そういうきちっとしたデータに基づいた

答弁をしていただくように、委員長とし

てお願いをしておきます。

　木村委員。

○木村勝彦委員　副市長から答弁をいた

だいて、一定の方向性というのは今、お

聞きをしたんですけれども、これは吹田

操車場の跡地問題を、吹田市、摂津市で

まちづくりをしていく上での大きなネッ

クになる施設ですので、この問題を処理

しないと、やはりまちづくりはスムーズ

に進んでいかないと思うんです。

　そういう点では、やはり過去において、

今、副市長がおっしゃったように、三島

町が工場誘致という形の中で、当時、た

しか武田薬品だと思うんですけれども、

そこへ売却するということで、地元に話

をされて、用地買収をされた。しかし、

実際はそうではなしに、ああいう処理場、

クリーンセンターが来たということで、

地元の方たちは大変失望し、怒りを覚え

られたわけですね。

　だから、そういう過去の経緯、それと

もう一つは、先般の代表質問でも申し上

げたように、ちょうど日本で初めてニュー

タウン、多摩ニュータウンに先駆けて千

里ニュータウンができたというのは、や

はりこの処理場、クリーンセンターがあっ

たからこそできたと思うんですね。それ

で今日まで、４０年近く大阪府は、分譲

の利益、そしてまた賃貸の家賃をずっと

４０年近く収入としてきているわけです

ね。吹田市も、そのクリーンセンター、

処理場があることによって、今日までずっ

と下水道使用料が入っているという経緯

があると思うんですね。

　そういう点では、やはり相当、吹田市

が譲歩してもらわないと、この問題は私

は非常に解決が難しいと。先ほど、藤浦

委員の質問でも、やはり一切の施設を残

してもらったら困るよと、更地にしても

らわないかんよというような指摘もあり

ますので、そういう中で、吹田市、大阪

府との交渉は非常に難しい局面があろう

かと思うのですけれども、精いっぱい、

やはり摂津市の今日までの現状みたいな

ものを十分勘案しながら、吹田市、大阪

府に譲歩を迫っていくという交渉を、し

ていってもらいたいと思います。

　大阪府は小河副知事が窓口になって、

これからやっていかれるという方向性が

一定出てきてるんですけども、吹田市の

方向性というのが、先ほど市長と阪口市

長のトップ会談で、一定の方針が出たと

はいえ、やっぱりきっちりとした対応策

が出てませんので、そういう中で、摂津

市としても、７つの案を検討して、最終、

２つの案に絞ってきているという経緯が

あります。この２つを、今度は１つに絞

らないけないわけですから、それを絞っ

て、あと交渉をどうするかということを

考えていかないといけませんので、そう

いう点では、やはり今日やってこられた

と思うのですけれども、今まで以上に、

副市長、あるいは市長が、この問題につ

いて、吹田市、大阪府ときっちりと交渉

してもらうということを、お願いしたい

と思うのですけれども、その辺の決意を

込めて、もう一度副市長の方から答弁願

いたいと思います。

○山本靖一委員長　小野副市長。

○小野副市長　例えば、この９月に機構

改革の案の案が出てきました。その案の
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中には、このし尿問題は、今の生活環境

部に移す案が出てきました。これは、私

の方が市長と相談してなかったんですが、

これはおかしいと。生活環境部に移して

しまったら、何が何かわからんようにな

ると。それまでの間は、この問題が解決

するまでの間は、この現在の土木下水道

部で処理すべきと。それから以降、移す

については、それはそれなりの議論があ

るだろうということも言ってまいりまし

た。

　いずれにいたしましても、この摂津市

のクリーンセンターを吹田市もわかって

おるのは、クリーンセンターのこの廃止

なり、またその方法によっては、浸入の

水対策と機能停止、更地化というような

ことはできないわけでありまして、うち

の方がきちっとしないと、向こうも動け

ない。向こうも動かなかったら、うちも

動けないという、もう同時のところがあ

りますから、必ず、私はこれは向こうか

らもアクションがありますし、私どもも

仕掛けていかなあかんところがたくさん

ありますので、今、木村委員がおっしゃっ

ているように、宮川部長、それから藤井

次長を、どんどん向こうに行かせまして、

また来たんですかというぐらいに行かな

あかんと思います。それで、必要があれ

ば、冨田副市長と私ともう一遍会談をす

る、それでトップ会談もすると。ほっと

いたら、向こうはどんどんと既成事実を

積み重ねられたら困りますので、ただ、

今言いましたように、うちも残っとった

ら、向こうも処理場はできません。更地

化というのはもっとできませんので、こ

こにうちの方の、また形を持っておりま

すので、私どもも同意しなければ、あれ

はできないということも聞いております

ので、議決の問題がまた若干残りますの

で、そういうことも十分考えながら、け

んかするわけじゃありません、お互いが

お互いの利益を求めて、精いっぱい頑張っ

てまいりたいと。また、逐次その点につ

いてご報告申し上げますので、よろしく

お願い申し上げます。

○山本靖一委員長　質問はよろしいです

か。

　休憩します。

（午後３時４３分　休憩）

（午後３時４４分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　木村委員、質疑を続けてください。

○木村勝彦委員　都市計画道路の問題で、

今答弁をいただいたんですけれども、例

えば、大阪高槻線、これは大阪鳥飼上上

田部線とも言うみたいですけれども、そ

の道路については、今大阪府の方針は凍

結という答申が、私は出ているように聞

いているんですけども。そういう中で、

山新金物の跡地が地権者の寄附もあって、

凍結の中でやはり道路の拡幅、歩道の確

保ができたという経緯があると思います

ので、そういう点では、できないことが

ないわけやから、いろんな理由をつけな

がら、大阪府に対してこの道路の拡幅を

していくということに対しての働きかけ

を、きっちりやっていくべきだと思いま

す。

　例えば、今の餃子の王将のもっと手前

かな、昔の志な乃亭のあたりの信号が、

大変イレギュラーで危険やという話もあ

りましたし、そういう点では、あそこの

道路改良というのは、やっぱり信号の変

更等ということについても必要性が出て

くると思うんで、その辺のことを踏まえ

ながら、大阪府に対して道路の整備を迫っ

ていくというような交渉を進めていかな

いと、ほっといたらひとつも凍結のまま

で、眠ったままになってしまうというこ

とになりますので、やはりそういう点で

－56－



は、一つひとつ理由づけをしながら、道

路改良を図っていくと。そうしないと、

先ほど申し上げましたように、いくら懇

談会をつくって、市内のバスの問題を議

論しとっても、肝心の道路が整備をされ

ておらないということでは、やはりいろ

んな問題が出てきますので、そういう点

では、玉子が先か、ニワトリが先か。や

はり、道路の整備をした上で、本来なら

ば、バス路線網の整備、構築をやってい

くということにしていくべきだと思うん

ですね。

　それともう一つは、鳥飼上新在家線の

問題は、今現状、私もしょっちゅうあそ

こを走りますけれども、非常に離合が難

しいということが１つありますね。もう

初心者の運転手なんかとまってしまって

動けないと。前から大きな大型車が来た

ら、よう前へ進まないというような現状

がありますし、我々でもすれ違いざまに、

もうほとんど接触寸前の危険な状態で離

合しているという経緯があります。そう

いう点では、やっぱり一日も早く中央環

状線に接続することが、一津屋交差点の

渋滞の解消にもつながっていきますし、

そういう点での問題解決が、急がれると

思うんですけれども、その辺の取組みが、

もう今日まではもうあきらめてしまって、

鳥飼上新在家線も大阪府の道路と一緒で

凍結という状態と、私は一緒だと思うん

ですね。だから、そういう点では、市の

都市計画道路でありますから、市として

この問題、少しやっぱり前へ進めていく

努力をしていってもらわないと困るんで

すけれども。その辺のことについての一

定の考え方を、お聞かせ願いたいと思い

ます。

　それと、カーブミラーの問題、いろい

ろ答弁されて、相変わらずやはり既存の

資材に固執されているという点では、私

は非常に残念に思います。先ほど委員長

の話もありましたように、ステンレスの

強度はいろいろあるわけですね。ニッケ

ルとかいろんな化合物の配合によっては。

だから、そういう点では、いろんな用途

に使えるステンレスパイプがあるはずで

すし、スーパーとかその辺のバリカーを

ステンレスでやっているところもたくさ

んあります。だから、そういう点では、

やはりステンレスの使用価値というもの

が十分あると思いますので、せっかく５

００万円近くサニタリー金属から寄附を

いただいて、人間基礎教育に使ってくだ

さいという資金も、使われたと思うんで

すけれども、そういう経緯を踏まえて、

値段を安くしてもらって購入をするとい

うのも、一つの方法ですし。また、改め

て寄附を募って、そこに人間基礎教育の

ステッカーなり看板を上げていくという

ことも、私は一つの知恵として考えるべ

きだと思うんですけれども、その辺のこ

とについて、もう一度答弁を願いたいと

思います。

○山本靖一委員長　堀課長。

○堀道路課長　先ほどのカーブミラーの

ステンレスにつきまして、やはり私ども、

既存という形にとらわれることも一つあっ

たんですが、部分的な改良というのは、

鋼材につきましてはメッキ仕上げという

形で、その上に塗装を塗るとかいう形も

考えておりました。できる限りは電柱共

架という形も考えていました。根本的に

腐って問題を起こしているのは、鋼管支

柱という形もございますので、木村委員

がおっしゃるように、うちの仕様、鋼管

としての仕様の形状はどんなものがある

か、それを十分検討いたしまして、ステ

ンレス支柱、市場性のあるものは市場性

を使えるものを考えておりますが、ちょっ

と市場性では高価だということもありま
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すので、カーブミラーの交換として使え

るような強度も考えまして、業者とも相

談して、前向きの方向で検討してまいり

たいと考えております。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　新在家鳥飼上線の

問題でございますが、現状は車の離合も

難しい状態であると。一日も早く中環ま

でやるべきではないか。市の都市計画道

路でもあり、市として進めてもらいたい

ということであったと思います。我々も

前々からこの整備の要望はいただいてお

り、都市計画道路として当然、優先して

取り組まなければならない路線として認

識しておりますが、都市計画道路として

取り組むには、相当の期間を要すると考

えております。それまでの間、歩行者や

自転車、なおかつ車が安全に通行できる

ように、関係機関、関係部署と協議を行っ

てまいりたいと考えております。

○山本靖一委員長　宮川部長、大阪府へ

の働きかけと、それからカーブミラーの

資材の問題、寄附のことも絡めて質問さ

れてますが、全体的にもう一度、きちっ

とした答弁をしてください。

○宮川土木下水道部長　それでは、私の

方からお答えしていいのかどうかわから

ないんですが、府道の分です。都市計画

街路の内容は別にしまして、今回、私ど

もと、中谷部長の方で、非常に用地交渉

などを重ねていただきまして、結果的に

ああいういい対応ができたと。ほかにも

やはり府道大阪高槻線上におきましては、

八防のバス停付近の問題、これらもまだ

未解決という状況でございます。ただ、

大阪府ともその問題点につきましては共

有する形の中で、現場の立ち会いも行い、

今の状況で、まずどれだけの改善ができ

るかどうか、こういうところを今、現状

の中では検討しているところでもござい

ますので、今後もそういう大阪府とのタ

イアップといいますか、協議を重ねる中

で、問題意識を共有しながら解決できる

内容については取り組んでまいりたいと

考えるところでございます。

　それと、カーブミラーの件でございま

すけれども、私もせんだって、委員長の

方からカーブミラーの事故の報告の折に、

ステンレスのお話を伺いました。私も土

木下水道部におりながら、ステンレスの

利用ということについて、初めてそのと

きに認識したような次第でございまして。

今、カーブミラーで私どもが一番困って

いるというのは、やはり犬の尿、これに

よる被害が非常に大きいと考えておりま

す。堀課長も申し上げてますように、従

来の塗装だけでなしに、亜鉛メッキを加

えた上で塗装する、こういう形の一つの

改善策。もう一つは、その上に尿対策と

しまして、根本をさや管方式にするよう

な形で、尿をじかにポールにかからない、

こういうふうな形の対策も講じてまいり

ました。そういう形の中で、今、ステン

レスのお話も伺っております。やはり、

ステンレスということにつきましては、

価格の関係もございます。それで、やは

り十分な対応ができるかどうか。ただ、

やはり本市にはそのステンレスを扱って

いる企業が在所しているということ、こ

の強みを活用した形の中で、もう一度ス

テンレスについての活用も含めた形で、

カーブミラーの長寿命化などを図ってま

いりたいと考えている次第でございます。

よろしくお願い申し上げます。

○山本靖一委員長　中谷部長、大阪高槻

線の改善など、これからの働きかけも含

めて。

○中谷都市整備部長　木村委員にお答え

いたします。府道なんですけども、昨年

度、１か所、大阪鳥飼上上田部線で山新
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金物のところは歩道を改良できたと。こ

れは、我々が日ごろから摂津市内で、悪

いところは１か所でも直したいという思

いですね、職員全員の思いが、これ実を

結んだと思っています。私一人が動いた

んじゃなく、各部署の各担当者が皆、協

力していただいて、動かないところが動

いたと私は思います。その分については、

動いていただいた職員に感謝しています

し、皆がこれ、摂津市内の道を少しでも

よくしたいという思いを持ってくれてい

るというのは、このときに改めて私は再

確認いたしました。

　これからもいろんな条件がございます。

府の持っている条件、それから地主が持っ

ている条件、それと各担当部署が持って

いる懐というものがございます。これか

らも我々、こういう条件が合えば、市民

のために少しでもよくなる道を整備した

いと思っておりますし、そうすべきだと

思っております。これが一つの道しるべ

になって、また次の一つ、こういう条件

のところが出てくれば、また同じように

アタックしたいと思っております。今後

もそういう努力は続けたいと思いますの

で、その決意だけは、今ここで改めて都

市整備部長として申し上げておきたいと

思います。それと、大阪府に対しても、

できるだけの努力は働きかけたいと思い

ます。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　各部署の英知を結集し

たら問題が解決をしたという一つの大き

な例ができたわけですね。だから、今、

中谷部長がおっしゃったように、みんな

の英知を傾けて、この一つの前例を目標

にして、今後、これをどんどん広げていっ

てもらいたいということを、要望してお

きたいと思います。

　鳥飼上新在家線、これも今までずっと

いろんな議員が質問をされてきて、結局、

何も進んでないというのが現状ですし、

きょうの答弁を聞きましても、相当この

問題については年数がかかるということ

で、さらにそのことが先延ばしになって

いくということになってしまいますと、

この都市計画決定は全く動かない都市計

画決定になってしまいますので、そうで

あればどうするのかということが、やは

り次の対策みたいなものを考えていくべ

きだと思うんです。できない都市計画決

定をいつまでも追求しているのではいけ

ませんし。何らかの解決策を模索すべき

と、私は考えます。そういう点では、全

く３０年以上動いていないこの都市計画

決定を、前進をさせるのか、次の代替案

に移るのか、そんなことも含めて、やは

りきっちりと今後、摂津市としての見解

を持っていくべきだと。というのは、こ

の道路は大阪府の都市計画決定ではなし

に、摂津市の都市計画決定で取り組んで

いる問題ですから、摂津市の主体的な判

断が、できるわけですから、そういう点

では、今後この問題について、きっちり

と対応してもらうよう、これもお願いし

ておきます。

　先ほど質問が漏れましたんですけれど

も、正雀駅周辺の用地買収についての経

過。これ、担当の藤井次長の方でいろい

ろ取り組まれて、大口の地権者とも接触

をされておられますし、そういう点では、

これからこの１年間、そういう点では下

準備をされて、いろいろと続けてこられ

たと思うんですけれど。これからいよい

よ具体的に用地買収をどうしていくかと

いうことの段階に入っていくと思います

ので、その辺の問題の取組みの決意につ

いて、藤井次長の方から一遍答弁を願い

たいと思います。

○山本靖一委員長　藤井次長。
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○藤井土木下水道部次長　それでは、正

雀駅前の用地交渉につきましてのことで

ございますが、大口の現在駐車場にお貸

しになっておる部分、駅の目の前の部分

でございますが、その方と用地交渉を重

ねておりますが、価格面におきまして難

航いたしております。再度もう一度詰め

に行きまして、最終的には市長と会って

いただいて、どうでしょうかということ

まで、今のところこぎつけようとしてお

ります。市長も、最終私が出向いてつく

話やったら、何ぼでも行くと、こういう

ふうなお声もいただいておりますので、

今後におきましては、何とか土地を手に

入れられるように努力していきたいとい

うのが、最近の状況でございます。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　その大口地権者もさる

ことながら、パチンコ屋とか、あの周辺

の用地買収もやっていかなければいけま

せんね。その辺の今まで取り組んでこら

れた取組み、それから今後の取組みにつ

いて、もう一度答弁を願います。

○山本靖一委員長　藤井次長。

○藤井土木下水道部次長　今いただきま

したパチンコ屋、このことにつきまして

は、正直いい感触をもらっております。

いい感触をもらっておりますけれども、

先ほど申し上げました大口の土地の所有

者の土地の買収動向によりまして、我が

市の道路線形が若干変わる可能性がござ

いますので、優先度といたしましては、

先ほど言いました大口土地の駐車場の方

の、最終的にだめなのか、それとも売っ

ていただけるのか、これによりまして二

段構えでパチンコ屋には、いま一度もう

少し待っていただきたいということは伝

えておりまして、パチンコ屋につきまし

ては、いつになるのやということで、せっ

つかれているというのも現状でございま

す。しかしながら、その辺をうまくタイ

ミングをはかっておるというのも現状で

ございます。

○山本靖一委員長　木村委員、よろしい

ですか。

○木村勝彦委員　結構です。

○山本靖一委員長　次、野原委員。

○野原修委員　それでは、副委員長とし

て最終質問させていただきます。各委員

の皆さんが質問をいただきましたので、

重複の点は省かせていただきます。

　まず１点目、予算書５９ページの自転

車等鉄屑処分金の取組みについてであり

ます。過去から何度となく質問をさせて

いただいて、鉄屑ではなくリサイクルと

して使えるような取組みはしてもらえな

いかというようなお願いをした中で、こ

とし予算書を見れば、例年よりはかなり

倍とは言わんでも、１．５倍か１．７倍

ぐらいの予算がついております。そうい

う経過をご説明ください。

　続きまして、予算書１５４ページ、市

営住宅の建替えで、いよいよ本工事が始

まろうとしております。その中で、過去

にもお聞きしたんですが、たしか前回お

聞きしたときには、１８戸の空き家があ

るという形で、入られている方が６６戸

という形をお聞きしておりますが、今そ

れに変更はないのか。また、一般募集と

して公募される戸数になるのは何戸にな

るのか、お聞かせください。

　そして、先日、２月４日、新聞折り込

みで、オール電化使用の皆さんにお知ら

せという、約３万部ぐらい市内にこうい

うチラシが入ったようにお聞きしており

ます。そういった中でも、過去から電磁

波という形のもので、今度市営住宅にＩ

Ｈ調理器を使われるという形の取組みの

中で、入居者に対してどのような説明を

なされてきたか、その辺の経緯をお聞か
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せください。

　３点目として、予算概要８２ページの、

交通安全啓発事業についての取組みをお

聞かせください。

　４番目、予算概要８４ページ、公共施

設巡回バス掲示板設置委託料１５万円に

ついてお聞かせください。

　５番目として、予算概要８６ページ、

駅前１号線外１路線雨水排水補修事業、

平成２１年に３６０万円の設計委託料が

出て、本年６，６５０万円の予算がつい

ております。その内容をご説明ください。

　６番目として、予算概要９４ページの、

先ほど原田委員からも質問がありました

が、公園維持管理事業のところで、南千

里丘に係る予算はどのぐらいか、どこに

ついておるのか。それと、砂場の消毒清

掃委託料でありますが、昨年より緊急雇

用補助金として、それまでは砂場は年１

回の清掃となってたのが、昨年よりその

補助金を使って２回行うという形で、本

年もその補助金を使って、昨年並みの予

算がついたという、さっきご答弁があり

ました。これは、いつまで続けるのか、

またこの費用をほかに使うことを今後す

るのか、そのままいくのか、その辺のお

考えをお聞かせください。

　７番目、道路管理という視点から聞か

せていただきます。千里丘地区と千里丘

東地区を結ぶ千里丘３１号線は、市にとっ

て重要な道路でありますが、府道から右

折の信号が設置され、竹ノ鼻ガード方面

への車両の通行量もふえています。府道

際に建築物があり、それが原因で見通し

が悪くなり、また府道との取りつけ口の

幅員が狭くなり、信号待ちの車も待機で

きません。まして、歩行者が安全に通行

することもできない状況であります。現

状を見ますと、だれもが建築物が道路上

に建てられていると判断します。市がな

ぜ今まで撤去を求めてこなかったのか、

早急に建築物を撤去し、道路を整備すべ

きと思いますが、お考えをお聞かせくだ

さい。

○山本靖一委員長　大砂参事。

○大砂土木下水道部参事　交通対策に係

りますご質問について、ご答弁申し上げ

ます。

　鉄屑処分でございますけれども、現在、

古物商の許可を得ている業者に、鉄屑処

分として払い下げを行っております。払

い下げを行いました業者の方で、一部リ

サイクル等をされておるということでお

聞きしております。移動保管を行いまし

た自転車につきましては、警察の防犯登

録等の照会を行い、本人に通知を行い、

その後、払い下げという形で行っており

ますが、平成２１年１月から、摂津警察

署と協定を交わしまして、電磁的記録媒

体、ＵＳＢでございますけれども、照会

を行うことにより、一部期間の短縮等も

図っているところでございます。

　２点目の交通安全啓発事業でございま

すけれども、交通安全の啓発用品であり

ますとか啓発看板、また巻きつけ看板、

学校通学路等の看板なりシール等を行っ

ている事業でございます。

　それから、公共施設巡回バス掲示板設

置委託料でございますけれども、以前に

当委員会でも要望いただいておりますが、

市の行事や事業の広報板として活用する

ため、今回、バス運転手の後ろに掲示板

を設置するものでございます。設置後に

つきましては、各課に連絡をとり、市の

事業とか、そういったもののＰＲのため

に使っていきたいと考えております。

○山本靖一委員長　堀課長。

○堀道路課長　駅前１号線外１路線雨水

排水施設補修事業でございます。この事

業につきましては、平成２１年の委託業
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務で、歩道の屋根部に当たります通路の

パネルを外しまして、漏水の原因撤去を

行っております。その結果、上の方から

見えなかった排水口の変形、それと目地

板の劣化や目地板の崩落。歩道の防水シー

トの劣化による漏水など、そういう原因

が見られたところでございます。今回の

平成２２年の補修事業に当たりましては、

この変形しております排水口、金属製な

んですが、それを取り替え、その構造を

二重構造として、上からの側溝からあふ

れた雨水や、目地の方からしみ込んでく

る漏水、それにつきましては、その側溝

で処理をすると。それで、そういう二重

構造に切りかえると考えております。

　目地につきましては、目地を取り替え

まして、また目地材の落下とかも見られ

ますので、それが悪化しないように工夫

をしていきたいと考えております。歩道

部におきましては、完成後長い間補修等

をやっておりません。このため防水シー

ト耐用年数が過ぎまして、また地震とか

があったということで、破損している箇

所も見えると思われますので、防水シー

トを取りかえることにより、雨水が防水

シートをしみ越して、コンクリートの表

面に流れて、側溝の裏側に回ってくると

いう原因を取り除かれるのではないかと

考えており、今回の補修にあわせて、歩

道橋のシートを、防水シートの取替えも

行っていきたいと思います。

　それと、もう一つ、雨どいの問題でご

ざいます。雨どいを受けるときに、局部

なんですが、受けるためにぐるっと曲がっ

ているところがありますが、そこの部分

が一部欠損しているというか、断面が小

さくなっております。この解消として雨

どいの取替えという形を改良していって、

スムーズな流れをするように考えたいと

思っております。

　続きまして、千里丘３１号線の不法物

件の対応でございます。これにつきまし

て、私どもの方では、道路の早期拡幅と

いう形、地元から平成１８年９月に、千

里丘３１号線入口右側の道路拡幅の実現

という要望書を受け取りました。その後、

また地元の有力者の方からも、早急に撤

去して道路を拡幅せよという強い要望を

受けておるところでございます。この道

路拡幅のために調査をしたところでござ

いますが、この建物は昭和４０年、この

ぐらいに築造されたものでございました。

建物の敷地は土地が２筆で、道路との境

界は参道ということで、なかなか決まっ

ていませんでした。道路確定という区域

の確定作業が平成６年に行われています。

次には平成１２年には南側の土地、今の

建物の南側の土地ですが、それを境界確

定を行っております。この立ち会いのと

きには立ち会われた土地の所有者の方、

建物が建っている土地の所有者の方に、

土地の境界線はここだという説明はいた

しております。その後、現在の土地の所

有者が、平成１４年にこの物件を購入し

て、賃貸物件として家賃収入を取ってお

られるということです。これは１階も２

階も賃貸物件として貸しているというこ

とでございます。

　要望を出されておりまして、平成１８

年ということで、その後どうなっている

かということでございますが、土地の所

有者に連絡をとろうとしてずっとやって

きたんですが、あいにくにそのころに、

この土地の所有者が倒れたということで、

施設に療養ということを後になって聞い

たわけです。そのためになかなか連絡が

とれなかったということで、今日まで至っ

ております。ただ、平成２０年に家族の

方とたまたま連絡がとれたときに今のよ

うな状況を聞いて、不法占拠について申
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し入れを行ってきました。ただ、そのと

きはまだ所有者と面談できるという状態

でございませんでしたので、家族の方に

申し入れをしてきたということでござい

ます。

　今度、平成２１年の１０月、私の方が

たまたま家族の方に連絡をとった折に、

本人はちょっと回復してきたと。そのと

きに不法占拠の物件について、こういう

ことであるからという形を、本人に会っ

て、この施設の中で申し入れた経過がご

ざいます。その後、なかなか本人と会え

ませんでしたが、家族の方と面談を重ね

ながら、早期撤去を本人に伝えるように

申し入れております。それにつきまして、

今度はなかなか回答がございませんでし

たので、去年の１２月４日付で、回答期

限をもって私の名前で、道路敷の不法占

用であるので、道路法第３２条に違反し

ているということで、速やかに撤去する

ように求めるという通知も出しておりま

す。その後、相手から回答がありません。

家族の方とも交渉を続けていましたがな

かなか会えず、本格的な個人との交渉は、

遅れまして申し訳ございませんが、去る

３月９日、私が相手方の指定する医療機

関まで行って、２回目の交渉をやってお

ります。

　その中で私どもの方は、本人に撤去す

る意思はあるのかという形を問いただし

ておりますが、本人は所有する家屋は道

路用地に出ていることは、もう十分認識

しておりました。それで、改めて私ども

の要望書、地元からの要望書を提示して、

現状写真を見せ、道路敷に建物がでてい

るのは、早急に撤去してほしいという形

を要求をつけ加えております。ただ、相

手方の言い分としましては、収入という

もので、その方の介護費を出していると。

勝手な言い分だと思いますが、そういう

言い分がありました。本人としましても、

借家人との契約の解除するのに違約金の

発生が必要なんで、今すぐにはできない

と。占用物の取り壊しも費用がかかる。

向こうの言い分としては、残った土地は

市が購入してもらえないかと、そういう

ような要求の話が出ておりました。私ど

もは強く今、入っている方との契約につ

きましては、直ちに契約解除の話を進め

てくれませんかとお話したところなんで

すが、その人は体調もございまして、自

分で移動できないと。相手方に交渉がな

かなか今できないんやという形で、そう

いう返事が返ってきた次第です。

　私どもの方としても、この交渉を続け

ていかないけないということは、随分認

識しております。違反する物件でありま

すので、早急に撤去するように求めて、

また強く言って、今回は交渉を終わった

経過でございます。

　今後は、もうこの交渉、周りでも相当

嫌がられていますけども、しつこくとい

うぐらい交渉を続けていって、不法物件

の占拠に早期に撤去を求めていきたいと

考えております。

○山本靖一委員長　長野次長。

○長野都市整備部次長　それでは、２点

目の市営住宅の建替えにつきましての政

策空き家についてでございますけれども、

委員ご質問のとおり、従来８４戸のうち、

政策空き家が１８戸でありました。その

後、昨年１１月の初めに鯵生野第２団地

のおひとり住まいの方、独居の方が亡く

なられまして、１１月末をもって空き家

となっております。したがいまして、１

９戸が政策空き家となっております。と

いうことで、６５戸が現在入居されて、

対象団地で６５戸が入居されております。

そういうことで、一般募集は１９戸、最

低１９戸は可能と考えています。
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　それとあと電磁波の件についてでござ

いますけれども、これは一昨年１０月に

オール電化ということで、ＩＨ調理器を

採用したわけでございますけれども、そ

の後、昨年７月の説明会の中でもご説明

はしております、こういう電磁波という

のが生じるというのがあるということは、

申し上げております。ただ、危険とかそ

ういうことではなく、電気のあるところ

には、電磁波というのは生じますよとい

う説明でございます。これから時間があ

りますので、今後、ＩＨクッキングヒー

ターのＱ＆Ａとか、こういうふうな形を

ニュースなりで取り上げるとか、そういっ

たことで対応したいなと思います。

　それで、委員ご指摘のこの２月４日で

すか、朝刊の折り込みで、どれぐらい配

布されたかは存じ上げませんが、３万と

いいますと、恐らく対象団地にも配布は

されていると思いますけども入居者から、

こういうことで問い合わせとかは来てお

りません。

○山本靖一委員長　渡辺参事。

○渡辺土木下水道部参事　それでは、お

答えさせていただきます。

　まず、南千里丘開発の公園みどり課が

管理します施設の予算化はできているの

かということで、先ほど、藤浦委員の方

に、せせらぎ水路の方の管理費について

は、一部ご答弁をさせていただいており

ますが、全体的にご答弁させていただき

たいと思います。

　公園みどり課で管理する施設といたし

ましては、区画１号公園、それと今の境

川せせらぎ水路、それと特殊１号道路、

要は阪急の駅の軌道沿いにある植樹帯で

す。それと、駅前ロータリー内の花壇、

この部分を公園みどり課で維持管理を行っ

てまいります。それに伴います管理費で

ございますが、公園管理委託料の中に含

めてございます。まず、シルバー人材セ

ンターにそれぞれ委託しております除草

清掃作業委託費、これの中に南千里丘分

で約２５０万円、それとあと今の境川せ

せらぎ水路の水景施設、これの管理委託

料としまして２５０万円。あと、駅前ロー

タリーの花壇管理ですね、これに約６０

万円。それと、特殊道路１号線植樹帯管

理に１５０万円という予算化をさせてい

ただいております。あともろもろ光熱水

費等も予算としては計上させていただい

ております。総額、約８００万円の予算

を確保させていただいております。しか

しながら供用開始の時期によりまして、

やはり期間等もございます。そのあたり、

十分管理に当たって精査しながら、今の

予算を十分節減に努めながらの管理に努

めてまいりたいというふうに考えており

ます。

　もう１点、公園等砂場消毒委託料につ

いてということで、去年も補正で緊急雇

用創出基金事業でもって、約２倍の予算

をつけていただいてございます。ことし

も当初予算から緊急雇用創出基金事業と

いうことで４９９万１，０００円、約倍

の金額の予算化をさせていただいており

ます。常々これの半分で、通常公園内、

市内に７５か所ある砂場の、犬、猫のふ

ん、ごみなどを除去し、あと消毒作業を

行うと、こういう作業を、通常の委託で

いきますと２か月に１回程度の清掃を行っ

ています。去年、そしてまたことし予算

化することによって、１か月に１回の頻

度で清掃活動はできるんではないかなと

いうふうに考えております。ところが、

この今の緊急雇用創出基金、来年、再来

年と続くかどうかというと、これはわか

らない問題でございます。やはり、この

辺の経費節減に対しましては、やはり清

掃しなければならない状況ですね、これ
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を打開せないかんと。ですから、今の公

園内での犬のふんマナー、このあたりの

啓発にことし十分力を入れながら、少し

でもやはりこの辺の経費を節減できるよ

うな方向で、対応してまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは、２回目の質問

をさせていただきます。

　先ほど、市営住宅の政策空き家という

ことで、１９戸あるという形で、一般募

集される時期はいつごろになるのか、お

尋ねしておきたいと思います。

　そして、電磁波の問題ですが、これは

今の現時点では、いろんなドライヤーと

か電子レンジとか、いろんなところから

出ているという形で、今は体にどうこう

いう影響はなくても、過去、アスベスト

の今の例があるように、これから２０年、

３０年先にどういうような形で体に被害

が起こってくるかもわからないという、

そういう状況もありますので、入ってい

ただく方には納得した形で、自分たちが

ＩＨ調理器を採用したという認識で、きっ

ちり入ってもらうと。あくまでも市がそ

ういう形で、市営住宅が火災とか、いろ

んな便利でつけたという形じゃなくて、

あくまでも入居者の要望でつけたという

形を、きっちり徹底していただけるとい

うことを、これはお願いしておきます。

　それと、鉄屑処分金でありますが、今、

警察との連携で新しい取組みが摂津市で

は始まったと聞いておりますが、なかな

かこれを言い出して、私が議員になって

からですから、もう４年ぐらい。何ら進

まないような状況で、他市では進んでい

るような状況もありますので、今こうい

う経済状況の下だから、本当に鉄屑じゃ

なくて、リサイクルで再利用できるよう

な、本当にもったいない、節約という視

点から、盗難とかいろんな形の警察のチェッ

クもあろうかと思いますが、今のＵＳＢ

ですか、そういう照会をするような取組

みを一歩進まれたと思いますので、これ

が一歩で終わることなく、確実に結果を

出してもらえるような、今後もこれは見

ていきますので、よろしくお願いしてお

きます。

　それから、交通安全啓発事業でありま

すが、これはあくまでも看板とかシール

とか、ティッシュとかで啓発という形は

よくわかるのでありますが、やっぱりこ

ういう物だけじゃなくて、現実に例えば

先ほども言われてました、交通公園の整

備なんかされたときに、そこで新しく今、

一番問題になっておりますが、自転車の

マナーがすごく悪いという形があります

ので、そういうところで自転車の正しい

乗り方の啓発をするとか、また、学校な

んかでＰＴＡの参観の後に、時間を２時

間とか３時間設けて、そういうところで

正しい自転車の乗り方というのを、保護

者の方に指導してもらって、それで今、

小学生には免許証みたいな形を発行して

おりますので、そうじゃなくてその授業

を受けられたＰＴＡの方には、前かごに

今、パトロールというステッカーといい

ますか、目立つものが張っておりますが、

そういうとこに優良自転車証みたいな形

で、皆さんの手本となるような形の自転

車に乗っていただくような取組みの啓発

もできないか、その辺を一度聞かせてい

ただきたいと思います。

　それと、公共施設巡回バス掲示板、こ

れは過去、本来はバスの中に宣伝とかやっ

てもらって、少しでも利益が出るような

形の取組みをしてもらえないかというお

願いをしたところ、なかなかそういう広

告料はとれないけど、まず運転手のバッ
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クのところに掲示板をつけて、いろんな

市でやる事業を一応ＰＲしていくという

取組み、これは一歩前進かと思います。

そういったとこに今回も、あした行われ

るロビーコンサートがあしたあるよとか、

前回議場でも代表質問で木村議員が言わ

れましたような形の、今の住宅用火災警

報器を早期につけてくださいよとか、そ

ういう啓発運動にもそういう形で使って

いただくような取組みも、今後考えてい

ただきたいというのを、これは要望して

おきます。

　それから、駅前１号線外１路線雨水排

水補修事業で、これは多分、雨漏りと言

われているのは、フォルテのとこの雨漏

りの部分かと理解しておりますが、その

辺のところ、もう一度お聞かせしていた

だいて、あのフォルテのところの通路だ

と、フォルテの部分の外装という部分と、

フォルテの協力をどう申し入れられたの

か、入れられてないのか、その辺のこと

を教えていただきたいと思います。

　それと、公園に関しましては理解しま

した。また、「彩りのみち」ということ

で、新たなこのところを整備されて、ガ

ランド水路の親水のところとつなげてい

くような、今後もまたそういうところで、

まだ入居者がないので、そういう方に見

てもらってという形で、これからも整備

してもらうと、これはそういう形で取り

組んでください。

　また、公園の砂場の消毒は、本当にき

れいな形で子どもが安心して使えるよう

な砂場。これは、今、参事の答弁のよう

に、２か月に１回、３か月に１回で済む

ような形で、市民の方が本当にマナーを

持って使ってもらえるような、これこそ

啓発に取り組んで、なるべくこういうと

ころに、こういう予算をとらないような

形でできるように、今後とも取組みをお

願いしておきます。

　それから、道路の不法占拠という部分

で、確かに今お聞きしたら、今の持ち主

の方というか、それはいろんな状況で大

変な部分はあろうかと思いますが、やは

り不法占拠物の早期撤去に向けて、交渉

の方法、いろんな状況はありますが、不

法占拠されているという形に対して、今、

交渉に行ってるというだけではなく、あ

と弁護士といろいろ相談するなり、また

一歩突っ込んだ形の相談をして、やはり

先ほどからも話が出てますように、道路

整備という形が、あそこは特に通学路に

もなっておりますし、私も１日に何回も

通りますが、神社の方に向かって停止し

て、青になって進もうと思ったときに、

あそこから自転車がぱっと出てきたり、

子どもが出てきたりすることがあって、

急ブレーキを踏むこともよくあります。

あれがなければ見通しがあって、そのま

ま行けます。これは、事が起こってから

では本当にどうしようもない話で、今ま

だそういう大きい事故がないこの時期に、

この不法占拠に対してどういう形にする

のかという形の、もう一度考え方、また

取組みについて聞かせていただきたいと

思います。

○山本靖一委員長　大砂参事。

○大砂土木下水道部参事　２回目のご質

問に対しまして、ご答弁申し上げます。

　交通安全啓発事業の中で、最近特に自

転車乗用中のマナーが悪いということで

ございます。私ども、各小学校におきま

して、小学校３年生を対象に実践的な自

転車教室を開催いたしております。また、

平成２０年度から、交通安全子供自転車

大阪府大会にも参加いたしております。

来月４月６日から１５日まで、春の交通

安全運動が開催されますが、全国重点の

中に、自転車の安全利用の推進があり、
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手軽な乗り物である自転車も車の仲間で

あることの意識づけを積極的に推進する

ため、高校生対象でございますけれども、

自転車利用の通学生徒を対象に、主要交

差点において、安全指導を実施してまい

ります。

　それから、先ほど子どもたちの親等も

含めてというご意見がございましたが、

学校またはＰＴＡ等と共同して、安全教

室が開催できないか、こういったことに

つきましては、教育委員会等とも協議を

してまいりたいと思います。

　それからもう１点、平成２０年１２月

１日から、大阪府の道路交通規則の改正

がありまして、携帯電話でメールをしな

がら自転車を運転するとか、危険な行為

の禁止がされております。今後とも摂津

警察署の方に取り締まりとか、また指導

の要望も行ってまいりたいと考えており

ます。

○山本靖一委員長　堀課長。

○堀道路課長　２回目の質問にお答えい

たします。

　駅前１号線外１路線の雨水排水施設の

補修工事でございます。先ほどご指摘、

質問がございました雨漏りの箇所といい

ますのは、駅前広場のロータリーの南側、

今、不動産屋がありますその並びでござ

います。２階の歩道の上を見ますと、店

舗側につきましては、一応屋根がありま

すんで、多分、流出の原因の大部分は歩

道の部分からの雨水の流出が雨漏りの原

因になっているんじゃないかと、そうい

う考えをしております。

　この補修費の負担の問題ですが、そう

いう状況を踏まえて、フォルテの管理組

合の方に、補修費の負担について幾分か

の負担をしていただけないかと申し入れ

てまいっております。それにつきまして、

やっぱり店舗が集まっている施設の方々

が、施設部会という管理組合をつくって

おります。そして、このフォルテの中に

は一般の住民の方が住まれる住居部会と

いうことがございます。今回説明しまし

たのは、この工事の関係もございますの

で、施設部会の方に説明をさせていただ

きました。漏水の原因や修繕の方法、こ

ういうふうにやりますと、先ほど述べま

したように説明いたしました。それにつ

きましては、そうだろうという形で理解

していただいております。しかし、費用

の負担になりますと、やっぱり施設部会

の方ではなく、住民が住まれています居

住区の住民の方も補修費を積み立ててい

るということで、今回は理由はよくわか

るんですが、その補修費の一部はそこか

ら繰り出すことは、フォルテとしては難

しいという回答をいただいた次第でござ

います。結局、そういう形で判断されま

して、摂津市の方で今回、補修費を計上

することになっております。

　次に、千里丘３１号線の不法占拠物の

早期撤去でございます。これにつきまし

て、私も期間が大分たっていることもあ

りまして、どういう方法があるんかとい

うことで、弁護士と行政相談で相談をさ

せていただいております。相談の内容と

いいますのが、こういう長い間不法占拠

物があるんで、早急の撤去を求めたいが、

今のとおり交渉だけでいいんかと。普通、

道路法に基づきますと、文書で通知して、

それで調査とか、その後、また勧告書を

出す。また細かい調査をして、相手の方

に弁明の機会を与えると。そして措置命

令を出して処分をしていくと。これはま

た代執行になるかもわかりません。そう

いう流れとなるけれども、ほかにとる方

法は何かないんだろうかということで相

談をしております。弁護士の意見としま

しては、とる方法は２つぐらいあるだろ
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うと。まず１つは、今言います道路法に

沿って不法占拠物を撤去する手続き、こ

れが大原則です。その次は、ちょっと視

点を変えて、のいていただくために道路

敷を不法占拠していることに対して、損

害賠償請求の訴えを起こすのはどうでしょ

うかという話も出ました。ただ、これに

つきましては、裁判所はこういう事例は

少ないと思いますので、なかなかちょっ

と視点が違いますから、心斎橋の「大た

こ」か何か今やってたような、損害賠償

とかいう話もあったと思います。そうい

う形の損害賠償請求を起こす方法もあり

ますが、なかなかこれは難しいんと違い

ますかということでございました。

　最終的にはどちらにしても、結局のく

には、相手が同意しなければ、やらなけ

れば、行政の代執行となるかもしれない

ということで、まず道路法に基づいて交

渉を行って、その経過を記録して、裁判

でもできるような状況をつくりなさいと、

そういうアドバイスを受けております。

　あと、代執行をやりますと、どうして

も費用の負担、相手方へ求めることにな

りますんで、私どもは、訴訟ということ

よりも、まず今の現況の中、一刻も早く

相手方と交渉を進めながら、早期撤去を

求めていきたいと、そういう考えを持っ

て交渉を進めていきたいと思っておりま

す。

○山本靖一委員長　長野次長。

○長野都市整備部次長　それでは、建替

住宅の一般公募する時期についてでござ

いますけども、これにつきましては、本

体工事の進捗状況や、現入居者６５戸の

方との移転補償の進捗状況にもよります

が、現在考えておりますのは、平成２４

年１月か２月ごろには一般公募したいと

考えております。よろしくご理解賜りま

すようお願いいたします。

　それと、府営住宅なんでございますけ

ども、平成２０年度までは年２回、平成

２１年度からは年３回、５月、９月、１

月となっておりました。最近、府から通

知がありまして、来年度から６月から二

月に１回あると。ただ、募集期間が１週

間と短くなるので注意してくださいとい

うことで、この場をおかりしてご報告申

し上げます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは、再度質問させ

ていただきます。

　交通安全啓発に関しましては、一応携

帯電話、メールのようなものでも、警察

も指導してもらえるということなんです

が、これはあくまでも啓発というのは、

今言われたように、教育委員会とかと連

携してやっていただくという形で、これ

はもっと大幅に予算をつけてもらっても

いいと思うんです。ほんまに事前にそう

やって、保護者の方が子どもの見本となっ

て、また、役所の職員の方が、自転車に

乗られる方は、見本、手本者として走る

ような形で、全体のマナーを上げていく

というような、具体的な取組みも、一度

協議していただいて、詰めていただきた

いと思います。

　それと、今、フォルテの雨漏り部分に

関しまして、これは再度お聞きしたいん

ですけど、あそこの部分は僕も認識不足

なんですが、あそこは市道だからという

形で、今回やられるわけですね。その辺

のところ、もう一度、フォルテの部分と

の境の部分がどうなっているんかという

形のところで、今向こうには一応お願い

したけど、負担がいただけないと。こっ

ちで独自でやらなだめだという部分はわ

かるんですけど、どの辺のどの部分まで

が市道とフォルテの境界線かというよう

な形で、どこまでは市が責任を持ってい
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かないとだめかということを、教えてい

ただきたいと思います。

　それと、不法占拠物に関しましては、

今、相手方の状況はよく理解します。本

当にそういう状況の中の方に言うのはい

ろいろ問題もあろうかと思います。しか

し、これはそれ以前に４０年間、ずっと

ほったらかしにしてあったという市の責

任は、絶対にぬぐえない部分はあると思

います。だから、ほかにも不法占拠され

ている部分はあると思います。ありませ

んか。この辺は調べてもらって、やっぱ

りこの不法占拠されているということは、

確実に法律違反をなされているところに

対して、市が今後どういう態度で臨んで

いくのか。また、どういう処置をしてい

くのか。これははっきりした方向性、決

意を部長の方からお聞きしたいと思いま

すので、よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　堀課長。

○堀道路課長　フォルテの道路境界、認

定路線、これは駅前１号線、２号線とい

う形で上の歩道を認定しております。こ

の境界については側溝、１つは側溝で境

界ということになっておりまして、側溝

部分までは市道、歩道という形でござい

ます。

○山本靖一委員長　宮川部長。

○宮川土木下水道部長　千里丘３１号線

に係ります不法占拠の内容で、今後どう

いうふうな取組み、臨んでいくのかとい

うことでございます。確かにご指摘のと

おり、四十数年ほったらかしであったと

いうことは、本当に私どもの先輩諸氏を

含めまして、そういう道路の管理のあり

方について、我々ももう一度勉強し直す

といいますか、再認識すべきかと考えま

す。

　ほかにもそういう物件があるのかない

のか。明確につかんではおりませんけど、

あると思います。この部分につきまして

も、やはりそれなりの対応もしていかな

ければならない、そういう形の中では、

今の現体制の中では非常に厳しい状況も

ございます。されど、やはり対応しなけ

ればならない内容については、やはり対

応すべきだと考えます。

　今後どのように臨んでいくのかという

ことでございますけれども、今回の物件

をとらまえてみましても、四十数年経過

した経過の中で、これはちょっと言いわ

けになるかもわかりませんが、やはり町

並みが変わってきた。その中で、開発も

行われ、周辺明示が道路との官民境界明

示が明確になされてきた。そういう状況

の中で、そういう突出物が改めて浮き彫

りになってきたと、これが現実の状況で

ございます。ですから、今後、私どもも

市域一円で開発が出てくるたびに、やは

り官民境界の確定がなされてまいります。

こういう折に、初めて出てる、出てない

というのが問題視されるという状況です。

　もう一つは、やはりその物件が日常生

活において支障になるかならないか、こ

れも大きな要因かと思います。ですから、

出てる、出てないという判断だけであれ

ば、出ておれば撤去の動きを実施しなけ

ればならないのは事実ですけれど、やは

り不具合なども重々認識した上で、今の

この３１号線の物件を、まずどういうふ

うにして取り扱えられるか。もうあれも、

これもといいますと、もう正直申し上げ

まして、どれつかずという状況にもなり

ますので、当面はこの３１号線の物件に

全力を尽くしてまいりたいと考えていま

す。

○山本靖一委員長　よろしいですか。

○野原修委員　結構です。

○山本靖一委員長　以上で、質疑を終わ

ります。
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　暫時休憩します。

（午後４時３９分　休憩）

（午後４時４０分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　きょうはこの程度にとどめ、散会しま

す。

（午後４時４１分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

建設常任委員長 山 本 靖 一

建設常任委員  野 原 　 修
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